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○
児

童
福

祉
法

に
よ

る
保

育
所

運
営

費
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

（
昭

和
5
1
年

4
月

1
6
日

厚
生

省
発

児
第

5
9
号

の
2
厚

生
事

務
次

官
通

知
）

［
一

部
改

正
］

昭
和

5
1
年

 
1
月

2
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
 
9
号

の
5

［
一

部
改

正
］

昭
和

5
1
年

 
1
月

2
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
 
9
号

の
5

昭
和

5
1
年

 
2
月

2
3
日

厚
生

省
発

児
第

 
2
6
号

の
5

昭
和

5
1
年

 
2
月

2
3
日

厚
生

省
発

児
第

 
2
6
号

の
5

昭
和

5
2
年

 
4
月

1
9
日

厚
生

省
発

児
第

 
9
2
号

の
5

昭
和

5
2
年

 
4
月

1
9
日

厚
生

省
発

児
第

 
9
2
号

の
5

昭
和

5
2
年

1
2
月

2
1
日

厚
生

省
発

児
第

2
0
7
号

の
2

昭
和

5
2
年

1
2
月

2
1
日

厚
生

省
発

児
第

2
0
7
号

の
2

昭
和

5
3
年

 
4
月

 
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
5
号

の
2

昭
和

5
3
年

 
4
月

 
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
5
号

の
2

昭
和

5
3
年

1
0
月

2
0
日

厚
生

省
発

児
第

1
7
0
号

の
2

昭
和

5
3
年

1
0
月

2
0
日

厚
生

省
発

児
第

1
7
0
号

の
2

昭
和

5
4
年

 
4
月

 
5
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
2
号

の
2

昭
和

5
4
年

 
4
月

 
5
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
2
号

の
2

昭
和

5
5
年

 
2
月

1
4
日

厚
生

省
発

児
第

 
4
1
号

の
2

昭
和

5
5
年

 
2
月

1
4
日

厚
生

省
発

児
第

 
4
1
号

の
2

昭
和

5
5
年

 
4
月

 
4
日

厚
生

省
発

児
第

 
9
2
号

の
2

昭
和

5
5
年

 
4
月

 
4
日

厚
生

省
発

児
第

 
9
2
号

の
2

昭
和

5
6
年

 
2
月

1
3
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
4
号

の
2

昭
和

5
6
年

 
2
月

1
3
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
4
号

の
2

昭
和

5
7
年

 
2
月

1
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
2
4
号

の
2

昭
和

5
7
年

 
2
月

1
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
2
4
号

の
2

昭
和

5
7
年

 
4
月

 
6
日

厚
生

省
発

児
第

 
8
3
号

の
2

昭
和

5
7
年

 
4
月

 
6
日

厚
生

省
発

児
第

 
8
3
号

の
2

昭
和

5
8
年

 
4
月

 
4
日

厚
生

省
発

児
第

 
5
0
号

の
2

昭
和

5
8
年

 
4
月

 
4
日

厚
生

省
発

児
第

 
5
0
号

の
2

昭
和

5
9
年

 
2
月

2
4
日

厚
生

省
発

児
第

 
3
9
号

の
2

昭
和

5
9
年

 
2
月

2
4
日

厚
生

省
発

児
第

 
3
9
号

の
2

昭
和

5
9
年

 
4
月

1
0
日

厚
生

省
発

児
第

 
7
7
号

の
2

昭
和

5
9
年

 
4
月

1
0
日

厚
生

省
発

児
第

 
7
7
号

の
2

昭
和

6
0
年

 
2
月

1
3
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
4
号

の
2

昭
和

6
0
年

 
2
月

1
3
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
4
号

の
2

昭
和

6
0
年

 
5
月

1
8
日

厚
生

省
発

児
第

1
0
2
号

の
2

昭
和

6
0
年

 
5
月

1
8
日

厚
生

省
発

児
第

1
0
2
号

の
2

昭
和

6
1
年

 
2
月

1
5
日

厚
生

省
発

児
第

 
2
7
号

の
2

昭
和

6
1
年

 
2
月

1
5
日

厚
生

省
発

児
第

 
2
7
号

の
2

昭
和

6
1
年

 
5
月

 
8
日

厚
生

省
発

児
第

 
9
7
号

の
2

昭
和

6
1
年

 
5
月

 
8
日

厚
生

省
発

児
第

 
9
7
号

の
2

昭
和

6
1
年

1
2
月

2
2
日

厚
生

省
発

児
第

1
7
0
号

の
2

昭
和

6
1
年

1
2
月

2
2
日

厚
生

省
発

児
第

1
7
0
号

の
2

昭
和

6
2
年

 
4
月

 
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
5
5
号

の
2

昭
和

6
2
年

 
4
月

 
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
5
5
号

の
2

昭
和

6
2
年

 
5
月

2
0
日

厚
生

省
発

児
第

 
8
7
号

の
2

昭
和

6
2
年

 
5
月

2
0
日

厚
生

省
発

児
第

 
8
7
号

の
2

昭
和

6
3
年

 
2
月

2
0
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
9
号

の
2

昭
和

6
3
年

 
2
月

2
0
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
9
号

の
2

昭
和

6
3
年

 
4
月

 
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
4
号

の
2

昭
和

6
3
年

 
4
月

 
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
4
号

の
2

平
成

元
年

 
3
月

 
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
3
号

の
2

平
成

元
年

 
3
月

 
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
3
号

の
2

平
成

元
年

 
4
月

1
0
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
6
号

の
2

平
成

元
年

 
4
月

1
0
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
6
号

の
2

平
成

元
年

 
5
月

2
9
日

厚
生

省
発

児
第

 
8
6
号

の
2

平
成

元
年

 
5
月

2
9
日

厚
生

省
発

児
第

 
8
6
号

の
2

平
成

 
2
年

 
3
月

2
6
日

厚
生

省
発

児
第

 
4
3
号

の
2

平
成

 
2
年

 
3
月

2
6
日

厚
生

省
発

児
第

 
4
3
号

の
2

平
成

 
2
年

 
4
月

1
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
3
号

の
2

平
成

 
2
年

 
4
月

1
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
3
号

の
2

平
成

 
2
年

 
6
月

 
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
9
9
号

の
2

平
成

 
2
年

 
6
月

 
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
9
9
号

の
2

平
成

 
2
年

1
2
月

1
7
日

厚
生

省
発

児
第

1
6
6
号

の
2

平
成

 
2
年

1
2
月

1
7
日

厚
生

省
発

児
第

1
6
6
号

の
2

平
成

 
3
年

 
4
月

1
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
5
8
号

の
2

平
成

 
3
年

 
4
月

1
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
5
8
号

の
2

平
成

 
3
年

1
2
月

1
3
日

厚
生

省
発

児
第

1
7
2
号

の
2

平
成

 
3
年

1
2
月

1
3
日

厚
生

省
発

児
第

1
7
2
号

の
2

平
成

 
3
年

 
4
月

1
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
5
8
号

の
2

平
成

 
3
年

 
4
月

1
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
5
8
号

の
2

平
成

 
4
年

 
4
月

1
0
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
8
号

の
2

平
成

 
4
年

 
4
月

1
0
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
8
号

の
2

平
成

 
5
年

 
1
月

 
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
 
3
号

の
2

平
成

 
5
年

 
1
月

 
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
 
3
号

の
2

平
成

 
5
年

 
4
月

 
9
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
4
号

の
2

平
成

 
5
年

 
4
月

 
9
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
4
号

の
2

平
成

 
6
年

 
1
月

1
3
日

厚
生

省
発

児
第

 
 
5
号

の
2

平
成

 
6
年

 
1
月

1
3
日

厚
生

省
発

児
第

 
 
5
号

の
2

平
成

 
6
年

 
4
月

1
8
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
9
号

の
2

平
成

 
6
年

 
4
月

1
8
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
9
号

の
2

平
成

 
6
年

 
6
月

2
9
日

厚
生

省
発

児
第

1
1
6
号

の
2

平
成

 
6
年

 
6
月

2
9
日

厚
生

省
発

児
第

1
1
6
号

の
2

平
成

 
7
年

 
2
月

1
0
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
8
号

の
2

平
成

 
7
年

 
2
月

1
0
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
8
号

の
2

平
成

 
7
年

 
4
月

 
3
日

厚
生

省
発

児
第

1
0
4
号

の
2

平
成

 
7
年

 
4
月

 
3
日

厚
生

省
発

児
第

1
0
4
号

の
2

平
成

 
7
年

1
0
月

2
5
日

厚
生

省
発

児
第

1
8
1
号

の
2

平
成

 
7
年

1
0
月

2
5
日

厚
生

省
発

児
第

1
8
1
号

の
2

「
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保
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運
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費
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庫
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担
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に
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い
て

」
の

一
部

改
正

新
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表
 
(
案

)

厚
生

省
発

児
第

5
9
号

の
2

昭
和

5
1

年
4

月
1
6

日

改
正
後

改
正
前

厚
生

省
発

児
第

5
9
号

の
2

昭
和

5
1

年
4

月
1
6

日
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改
正
後

改
正
前

平
成

 
8
年

 
6
月

2
4
日

厚
生

省
発

児
第

1
0
6
号

の
2

平
成

 
8
年

 
6
月

2
4
日

厚
生

省
発

児
第

1
0
6
号

の
2

平
成

 
9
年

 
1
月

3
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
 
5
号

　
　

平
成

 
9
年

 
1
月

3
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
 
5
号

　
　

平
成

 
9
年

 
5
月

2
8
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
9
号

の
2

平
成

 
9
年

 
5
月

2
8
日

厚
生

省
発

児
第

 
6
9
号

の
2

平
成

1
0
年

 
2
月

 
4
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
2
号

の
2

平
成

1
0
年

 
2
月

 
4
日

厚
生

省
発

児
第

 
1
2
号

の
2

平
成

1
0
年

 
5
月

 
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
8
4
号

平
成

1
0
年

 
5
月

 
1
日

厚
生

省
発

児
第

 
8
4
号

平
成

1
0
年

1
2
月

1
1
日

厚
生

省
発

児
第

1
3
2
号

平
成

1
0
年

1
2
月

1
1
日

厚
生

省
発

児
第

1
3
2
号

平
成

1
1
年

 
4
月

2
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
8
5
号

平
成

1
1
年

 
4
月

2
7
日

厚
生

省
発

児
第

 
8
5
号

平
成

1
1
年

1
2
月

 
9
日

厚
生

省
発

児
第

1
4
1
号

平
成

1
1
年

1
2
月

 
9
日

厚
生

省
発

児
第

1
4
1
号

平
成

1
2
年

 
6
月

 
8
日

厚
生

省
発

児
第

1
0
5
号

平
成

1
2
年

 
6
月

 
8
日

厚
生

省
発

児
第

1
0
5
号

平
成

1
2
年

1
1
月

2
2
日

厚
生

省
発

児
第

1
3
0
号

平
成

1
2
年

1
1
月

2
2
日

厚
生

省
発

児
第

1
3
0
号

平
成

1
3
年

 
5
月

2
2
日

厚
生

労
働

省
発

児
第

2
1
6
号

平
成

1
3
年

 
5
月

2
2
日

厚
生

労
働

省
発

児
第

2
1
6
号

平
成

1
3
年

1
1
月

1
6
日

厚
生

労
働

省
発

児
第

3
9
1
号

平
成

1
3
年

1
1
月

1
6
日

厚
生

労
働

省
発

児
第

3
9
1
号

平
成

1
4
年

 
5
月

2
4
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
5
2
4
0
0
3
号

平
成

1
4
年

 
5
月

2
4
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
5
2
4
0
0
3
号

平
成

1
5
年

 
1
月

3
0
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
1
3
0
0
0
5
号

平
成

1
5
年

 
1
月

3
0
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
1
3
0
0
0
5
号

平
成

1
5
年

 
5
月

2
3
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
5
2
3
0
0
3
号

平
成

1
5
年

 
5
月

2
3
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
5
2
3
0
0
3
号

平
成

1
6
年

 
2
月

 
9
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
9
0
0
5
号

平
成

1
6
年

 
2
月

 
9
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
9
0
0
5
号

平
成

1
6
年

 
6
月

1
0
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
1
0
0
0
2
号

平
成

1
6
年

 
6
月

1
0
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
1
0
0
0
2
号

平
成

1
7
年

 
6
月

1
0
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
1
0
0
0
2
号

平
成

1
7
年

 
6
月

1
0
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
1
0
0
0
2
号

平
成

1
7
年

 
2
月

 
1
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
1
0
0
7
号

平
成

1
7
年

 
2
月

 
1
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
1
0
0
7
号

平
成

1
7
年

1
0
月

2
8
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
1
0
2
8
0
0
2
号

平
成

1
7
年

1
0
月

2
8
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
1
0
2
8
0
0
2
号

平
成

1
8
年

 
2
月

 
3
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
3
0
0
1
号

平
成

1
8
年

 
2
月

 
3
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
3
0
0
1
号

平
成

1
8
年

 
6
月

2
0
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
2
0
0
0
2
号

平
成

1
8
年

 
6
月

2
0
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
2
0
0
0
2
号

平
成

1
9
年

 
2
月

 
1
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
1
0
0
1
号

平
成

1
9
年

 
2
月

 
1
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
1
0
0
1
号

平
成

1
9
年

 
6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
1
2
0
0
4
号

平
成

1
9
年

 
6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
6
1
2
0
0
4
号

平
成

2
0
年

 
2
月

 
6
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
6
0
0
1
号

平
成

2
0
年

 
2
月

 
6
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
2
0
6
0
0
1
号

平
成

2
0
年

 
5
月

2
0
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
5
2
0
0
0
3
号

平
成

2
0
年

 
5
月

2
0
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
5
2
0
0
0
3
号

平
成

2
1
年

 
7
月

 
9
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

0
7
0
9
第

6
号

平
成

2
1
年

 
7
月

 
9
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

0
7
0
9
第

6
号

平
成

2
2
年

 
1
月

2
8
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

0
1
2
8
第

1
号

平
成

2
2
年

 
1
月

2
8
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

0
1
2
8
第

1
号

平
成

2
2
年

 
4
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

0
4
1
2
第

3
号

平
成

2
2
年

 
4
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

0
4
1
2
第

3
号

平
成

2
3
年

 
4
月

2
8
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

0
4
2
8
第

2
号

平
成

2
3
年

 
4
月

2
8
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

0
4
2
8
第

2
号

平
成

2
4
年

 
4
月

 
5
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
4
0
5
第

5
号

平
成

2
4
年

 
4
月

 
5
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
0
4
0
5
第

5
号

平
成

2
5
年

 
5
月

1
5
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

0
5
1
5
第

3
号

平
成

2
5
年

 
5
月

1
5
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

0
5
1
5
第

3
号

平
成

2
6
年

※
月

※
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
第

※
号

各
殿

各
殿

中
核

市
市

長

児
童

福
祉

法
に

よ
る

保
育

所
運

営
費

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て

厚
生

省
事

務
次

官

　
標

記
の

負
担

金
に

つ
い

て
は

、
今

般
交

付
要

綱
が

次
の

と
お

り
改

正
さ

れ
、

昭
和

5
1
年

度
分

の
措

置
費

の
支

弁
、

徴
収

及
び

負
担

か
ら

適
用

さ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
の

で
、

こ
れ

が
経

理
事

務
の

処
理

に
あ

た
っ

て
は

適
正

か
つ

、
円

滑
な

る
執

行
を

期
せ

ら
れ

た
く

通
知

す
る

。
　

お
っ

て
､
昭

和
5
0
年

4
月

7
日

厚
生

省
発

児
第

5
7
号

の
2
通

達
「

児
童

福
祉

法
に

よ
る

保
育

所
措

置
費

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
」

は
廃

止
す

る
。

た
だ

し
、

昭
和

5
0
年

度
分

の
措

置
費

に
関

し
て

は
、

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
す

る
。

都
道

府
県

知
事

指
定

都
市

市
長

中
核

市
市

長

厚
生

省
事

務
次

官

児
童

福
祉

法
に

よ
る

保
育

所
運

営
費

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て

　
標

記
の

負
担

金
に

つ
い

て
は

、
今

般
交

付
要

綱
が

次
の

と
お

り
改

正
さ

れ
、

昭
和

5
1
年

度
分

の
措

置
費

の
支

弁
、

徴
収

及
び

負
担

か
ら

適
用

さ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
の

で
、

こ
れ

が
経

理
事

務
の

処
理

に
あ

た
っ

て
は

適
正

か
つ

、
円

滑
な

る
執

行
を

期
せ

ら
れ

た
く

通
知

す
る

。
　

お
っ

て
､
昭

和
5
0
年

4
月

7
日

厚
生

省
発

児
第

5
7
号

の
2
通

達
「

児
童

福
祉

法
に

よ
る

保
育

所
措

置
費

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
」

は
廃

止
す

る
。

た
だ

し
、

昭
和

5
0
年

度
分

の
措

置
費

に
関

し
て

は
、

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
す

る
。

都
道

府
県

知
事

指
定

都
市

市
長
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改
正
後

改
正
前

第
1
　

用
語

の
意

義
第

1
　

用
語

の
意

義

（
1
）

事
業

費
（

1
）

事
業

費
ア

　
一

般
生

活
費

ア
　

一
般

生
活

費

イ
　

（
略

）
イ

　
児

童
用

採
暖

費

（
2
）

　
（

略
）

（
2
）

人
件

費

（
3
）

　
（

略
）

（
3
）

管
理

費

　
入

所
児

童
の

冬
期

の
採

暖
費

　
入

所
児

童
の

保
育

に
必

要
な

そ
の

保
育

所
の

長
、

保
育

士
（

乳
児

3
人

に
つ

き
1
人

、
1
～

2
歳

児
6
人

に
つ

き
1
人

、
3
歳

児
2
0
人

に
つ

き
1
人

、
4
歳

以
上

児
3
0
人

に
つ

き
1
人

と
す

る
。

た
だ

し
、

定
員

9
0
人

以
下

の
施

設
に

お
い

て
は

、
こ

の
定

数
の

ほ
か

1
人

を
加

算
す

る
。

）
、

調
理

員
そ

の
他

の
職

員
の

人
件

費

　
（

略
）

　
「

幼
稚

園
」

と
は

、
学

校
教

育
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
2
6
号

）
第

1
条

に
規

定
す

る
幼

稚
園

を
い

う
。

4
　

「
認

定
こ

ど
も

園
」

と
は

､
就

学
前

保
育

等
推

進
法

第
7
条

第
1
項

に
規

定
す

る
認

定
こ

ど
も

園
を

い
う

。

5
　

「
幼

保
連

携
施

設
」

と
は

､
就

学
前

保
育

等
推

進
法

第
3
条

第
3
項

に
規

定
す

る
幼

保
連

携
施

設
を

い
う

。

6
　

「
特

別
支

援
学

校
幼

稚
部

」
と

は
、

学
校

教
育

法
第

7
6
条

第
2
項

に
規

定
す

る
特

別
支

援
学

校
幼

稚
部

を
い

う
。

7
　

「
児

童
発

達
支

援
」

と
は

、
法

第
6
条

の
2
第

2
項

に
規

定
す

る
児

童
発

達
支

援
を

い
う

。

8
　

「
医

療
型

児
童

発
達

支
援

」
と

は
、

法
第

6
条

の
2
第

3
項

に
規

定
す

る
医

療
型

児
童

発
達

支
援

を
い

う
。

9
　

「
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

通
所

部
」

と
は

、
法

第
7
条

第
1
項

に
規

定
す

る
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

の
通

所
部

を
い

う
。

　
（

略
）

　
こ

の
交

付
要

綱
に

お
い

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。

1
　

「
運

営
費

」
と

は
、

市
町

村
が

児
童

福
祉

法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

2
4
条

本
文

の
規

定
に

よ
る

保
育

所
で

の
保

育
の

実
施

を
行

っ
た

場
合

に
お

け
る

法
第

5
1
条

第
5
号

に
規

定
す

る
保

育
の

実
施

に
つ

き
法

第
4
5
条

第
1
項

の
基

準
を

維
持

す
る

た
め

の
費

用
で

あ
っ

て
､
次

の
範

囲
内

の
経

費
を

い
う

こ
と

。

　
入

所
児

童
の

給
食

に
要

す
る

材
料

費
（

3
歳

未
満

児
に

つ
い

て
は

主
食

及
び

副
食

給
食

費
、

3
歳

以
上

児
に

つ
い

て
は

副
食

給
食

費
と

す
る

。
）

及
び

保
育

に
直

接
必

要
な

保
育

材
料

費
、

炊
具

食
器

具
､
光

熱
水

費
等

（
3
歳

未
満

児
に

つ
い

て
は

月
額

9
,
5
5
0
円

、
3
歳

以
上

児
に

つ
い

て
は

月
額

6
,
4
6
6
円

と
す

る
。

）

　
こ

の
交

付
要

綱
に

お
い

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。

1

　
（

略
）

9
　

（
略

）

　
入

所
児

童
の

給
食

に
要

す
る

材
料

費
（

3
歳

未
満

児
に

つ
い

て
は

主
食

及
び

副
食

給
食

費
、

3
歳

以
上

児
に

つ
い

て
は

副
食

給
食

費
と

す
る

。
）

及
び

保
育

に
直

接
必

要
な

保
育

材
料

費
、

炊
具

食
器

具
､
光

熱
水

費
等

（
3
歳

未
満

児
に

つ
い

て
は

月
額

9
,
8
0
4
円

、
3
歳

以
上

児
に

つ
い

て
は

月
額

6
,
6
3
7
円

と
す

る
。

）

　
保

育
所

の
管

理
に

必
要

な
経

費

2
　

「
私

立
認

定
保

育
所

」
と

は
、

就
学

前
の

子
ど

も
に

関
す

る
教

育
､
保

育
等

の
総

合
的

な
提

供
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
8
年

法
律

第
7
7
号

。
以

下
「

就
学

前
保

育
等

推
進

法
」

と
い

う
。

）
第

1
0
条

第
1
項

第
4

号
に

規
定

す
る

私
立

認
定

保
育

所
を

い
う

。

3

2
　

（
略

）

3
　

（
略

）

4
　

（
略

）

5
　

（
略

）

6
　

（
略

）

7 8
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改
正
後

改
正
前

1
4
　

「
乳

児
」

と
は

、
法

第
2
4
条

本
文

の
規

定
に

よ
る

保
育

の
実

施
が

と
ら

れ
た

年
度

の
初

日
の

前
日

に
お

い
て

1
歳

に
達

し
て

い
な

い
児

童
を

い
い

、
そ

の
児

童
が

そ
の

年
度

の
途

中
で

1
歳

に
達

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

そ
の

年
度

中
に

限
り

乳
児

と
み

な
す

も
の

と
す

る
。

1
5
　

「
1
～

2
歳

児
」

と
は

、
法

第
2
4
条

本
文

の
規

定
に

よ
る

保
育

の
実

施
が

と
ら

れ
た

年
度

の
初

日
の

前
日

に
お

い
て

3
歳

に
達

し
て

い
な

い
児

童
を

い
い

、
そ

の
児

童
が

そ
の

年
度

の
途

中
で

3
歳

に
達

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

そ
の

年
度

中
に

限
り

1
～

2
歳

児
と

み
な

す
も

の
と

す
る

。

　
「

3
歳

児
」

と
は

、
法

第
2
4
条

本
文

の
規

定
に

よ
る

保
育

の
実

施
が

と
ら

れ
た

年
度

の
初

日
の

前
日

に
お

い
て

4
歳

に
達

し
て

い
な

い
児

童
を

い
い

､
そ

の
児

童
が

そ
の

年
度

の
途

中
で

4
歳

に
達

し
た

場
合

に
お

い
て

も
、

そ
の

年
度

中
に

限
り

3
歳

児
と

み
な

す
も

の
と

す
る

。

　
（

略
）

1
3
　

「
地

域
区

分
」

の
適

用
範

囲
に

つ
い

て
は

、
次

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

（
ｸ
）

　
（

略
）

1
4
　

（
略

）

1
5
　

（
略

）

1
6（

ｳ
）

　
（

略
）

（
ｴ
）

　
（

略
）

（
ｵ
）

　
（

略
）

（
ｶ
）

　
（

略
）

（
ｷ
）

　
（

略
）

1
1
　

（
略

）

1
2
　

（
略

）

1
3
　

（
略

）
（

ｱ
）

　
（

略
）

（
ｲ
）

　
（

略
）

1
0

1
6

　
「

定
員

」
と

は
､
都

道
府

県
知

事
又

は
指

定
都

市
若

し
く

は
中

核
市

の
市

長
が

認
可

し
た

定
員

を
い

う
。

　
こ

れ
ら

の
場

合
に

お
い

て
、

2
歳

未
満

児
と

そ
の

他
の

児
童

な
ど

年
齢

ご
と

に
分

け
て

定
員

を
定

め
て

い
る

と
き

は
、

そ
の

合
算

人
員

と
す

る
こ

と
。

1
1
　

「
保

育
単

価
」

と
は

、
入

所
児

童
1
人

当
た

り
運

営
費

の
月

額
単

位
を

い
う

こ
と

。

（
ｶ
）

　
「

6
／

1
0
0
地

域
」

と
は

、
人

事
院

規
則

別
表

第
1
（

川
口

市
に

つ
い

て
は

、
同

別
表

の
備

考
中

「
平

成
1
8
年

4
月

1
日

」
と

あ
る

の
は

「
平

成
2
3
年

1
0
月

1
1
日

」
と

す
る

。
）

及
び

附
則

別
表

の
支

給
割

合
が

五
級

地
と

さ
れ

て
い

る
地

域
及

び
狭

山
市

、
新

座
市

、
富

士
見

市
、

ふ
じ

み
野

市
、

埼
玉

県
三

芳
町

､
蕨

市
、

伊
勢

原
市

、
神

奈
川

県
寒

川
町

、
大

阪
狭

山
市

、
大

阪
府

忠
岡

町
、

川
西

市
と

す
る

。
（

ｷ
）

　
「

3
／

1
0
0
地

域
」

と
は

、
人

事
院

規
則

別
表

第
1
及

び
附

則
別

表
の

支
給

割
合

が
六

級
地

と
さ

れ
て

い
る

地
域

及
び

長
岡

京
市

と
す

る
。

（
ｸ
）

　
「

そ
の

他
地

域
」

と
は

、
（

ｱ
）

か
ら

（
ｷ
）

以
外

の
地

域
と

す
る

。

（
ｳ
）

　
「

1
2
／

1
0
0
地

域
」

と
は

、
人

事
院

規
則

別
表

第
1
の

支
給

割
合

が
三

級
地

と
さ

れ
て

い
る

地
域

及
び

東
久

留
米

市
と

す
る

。
（

ｴ
）

　
「

1
0
／

1
0
0
地

域
」

と
は

､
人

事
院

規
則

別
表

第
1
及

び
附

則
別

表
の

支
給

割
合

が
四

級
地

と
さ

れ
て

い
る

地
域

及
び

習
志

野
市

、
八

千
代

市
、

小
金

井
市

、
綾

瀬
市

、
座

間
市

、
逗

子
市

、
摂

津
市

､
大

東
市

、
広

島
県

府
中

町
と

す
る

。
（

ｵ
）

　
「

8
／

1
0
0
地

域
」

と
は

、
東

大
和

市
、

松
原

市
と

す
る

。

（
ｱ
）

　
「

1
8
／

1
0
0
地

域
」

と
は

､
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
9
5
号

）
第

1
1

条
の

3
の

規
定

に
基

づ
く

人
事

院
規

則
9
-
4
9
（

地
域

手
当

）
（

以
下

「
人

事
院

規
則

」
と

い
う

。
）

別
表

第
1
の

支
給

割
合

が
一

級
地

と
さ

れ
て

い
る

地
域

と
す

る
。

（
ｲ
）

　
「

1
5
／

1
0
0
地

域
」

と
は

、
人

事
院

規
則

別
表

第
1
の

支
給

割
合

が
二

級
地

と
さ

れ
て

い
る

地
域

と
す

る
。

1
2

1
0
　

（
略

）

　
「

支
弁

額
」

と
は

、
保

育
単

価
に

入
所

児
童

の
数

を
乗

じ
て

得
た

額
を

い
い

、
そ

の
算

定
に

あ
た

っ
て

は
、

第
3
の

4
に

定
め

る
算

式
に

よ
る

こ
と

。
　

た
だ

し
、

私
立

認
定

保
育

所
に

つ
い

て
は

、
保

育
単

価
に

入
所

児
童

の
数

を
乗

じ
て

得
た

額
か

ら
就

学
前

保
育

等
推

進
法

第
1
3
条

第
2
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

ら
れ

た
法

第
5
1
条

第
5
号

に
規

定
す

る
保

育
料

額
（

以
下

「
保

育
料

額
」

と
い

う
。

）
を

控
除

し
た

額
を

い
い

、
そ

の
算

定
に

あ
た

っ
て

は
、

第
3
の

4
の

た
だ

し
書

に
定

め
る

算
式

に
よ

る
こ

と
。
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改
正
後

改
正
前

第
2
　

国
庫

負
担

額
第

2
　

国
庫

負
担

額

第
3
　

保
育

単
価

及
び

支
弁

額
第

3
　

保
育

単
価

及
び

支
弁

額

1
､

2
歳

児
1
1
9
,
6
2
0

1
3
,
1
7
0

1
0
,
9
8
0

8
,
7
8
0

4
,
3
9
0

3
歳

児
6
6
,
7
5
0

7
,
2
1
0

6
,
0
1
0

4
,
8
0
0

2
,
4
0
0

1
,
8
9
0

4
歳

以
上

児
4
6
,
9
6
0

4
,
8
3
0

4
,
0
3
0

3
,
2
2
0

1
,
6
1
0

4
歳

以
上

児
5
9
,
6
5
0

6
,
3
6
0

5
,
3
0
0

4
,
2
4
0

2
,
1
2
0

未
設

置

乳
児

1
7
7
,
9
4
0

2
0
,
1
6
0

1
6
,
8
1
0

1
3
,
4
4
0

6
,
7
2
0

1
､

2
歳

児
1
0
6
,
9
3
0

1
1
,
6
4
0

9
,
7
1
0

7
,
7
6
0

3
,
8
8
0

3
歳

児
5
4
,
0
6
0

5
,
6
8
0

4
,
7
4
0

3
,
7
8
0

2
,
1
1
0

設
置

6
6
,
3
6
0

7
,
1
7
0

5
,
9
8
0

4
,
7
8
0

未
設

置

乳
児

1
7
7
,
0
7
0

2
0
,
1
0
0

1
6
,
7
4
0

1
3
,
3
9
0

3
歳

児
5
3
,
7
0
0

5
,
6
6
0

4
,
7
1
0

6
,
6
9
0

1
､

2
歳

児
1
0
6
,
3
1
0

1
1
,
6
1
0

9
,
6
7
0

7
,
7
3
0

3
,
8
6
0

3
,
7
7
0

4
,
3
7
0

1
､

2
歳

児
3

歳
児

4
歳

以
上

児
 
3
1
人

　
　

か
ら

 
4
0
人

　
　

ま
で

1
8
/
1
0
0

地
　

域

そ
の

月
初

日
の

入
所

児
童

の
年

齢
区

分

そ
の

保
育

所
の

長
が

そ
の

月
初

日
に

お
い

て
設

置
又

は
未

設
置

（
欠

員
･
無

給
）

の
区

分

2
,
3
9
0

1
8
9
,
7
3
0

2
1
,
6
1
0

1
8
,
0
1
0

1
4
,
4
0
0

7
,
2
0
0

1
1
8
,
9
7
0

1
3
,
1
2
0

1
0
,
9
4
0

8
,
7
4
0

5
9
,
2
9
0

6
,
3
3
0

5
,
2
8
0

4
,
2
2
0

1
　

保
育

単
価

円
円

円
円

円

　
（

略
）

　
そ

の
保

育
所

の
保

育
単

価
は

、
次

の
表

の
第

1
欄

に
、

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

と
し

て
別

に
定

め
る

基
準

に
よ

り
第

2
欄

に
掲

げ
る

額
（

以
下

「
加

算
額

」
と

い
う

。
）

を
加

算
し

た
額

と
す

る
こ

と
。

　
な

お
、

加
算

額
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

全
部

又
は

一
部

を
減

ず
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

そ
の

保
育

所
の

そ
の

月
初

日
の

定
員

区
分

保
育

単
価

表

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
（

第
2
欄

）

1
2
.
0
％

加
算

分
1
0
.
0
％

加
算

分
8
.
0
％

加
算

分
4
.
0
％

加
算

分

基
 
本

 
分

保
育

単
価

（
第

1
欄

）

1
,
8
8
0

4
歳

以
上

児
4
6
,
6
3
0

4
,
8
2
0

4
,
0
1
0

3
,
2
1
0

1
,
6
0
0

保
育

単
価

表

そ
の

保
育

所
の

所
在

す
る

地
域

区
分

そ
の

保
育

所
の

そ
の

月
初

日
の

定
員

区
分

そ
の

保
育

所
の

長
が

そ
の

月
初

日
に

お
い

て
設

置
又

は
未

設
置

（
欠

員
･
無

給
）

の
区

分

そ
の

月
初

日
の

入
所

児
童

の
年

齢
区

分

基
 
本

 
分

保
育

単
価

（
第

1
欄

）

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
（

第
2
欄

）

1
2
.
0
％

加
算

分
1
0
.
0
％

加
算

分
8
.
0
％

加
算

分
4
.
0
％

加
算

分

円
円

円
円

円

1
8
/
1
0
0

地
　

域

 
3
1
人

　
　

か
ら

 
4
0
人

　
　

ま
で

設
置

そ
の

保
育

所
の

所
在

す
る

地
域

区
分

乳
児

乳
児

1
9
0
,
6
3
0

2
1
,
6
9
0

1
8
,
0
8
0

1
4
,
4
6
0

7
,
2
3
0

　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
交

付
す

べ
き

国
庫

負
担

金
の

額
を

確
定

し
た

場
合

に
お

い
て

、
既

に
そ

の
額

を
超

え
る

国
庫

負
担

金
が

交
付

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
期

限
を

定
め

て
、

そ
の

超
え

る
部

分
に

つ
い

て
国

庫
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ず
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

1
　

保
育

単
価

2
　

国
庫

負
担

金
の

概
算

払

1
　

国
庫

負
担

金
　

こ
の

国
庫

負
担

金
は

､
そ

の
年

度
に

お
い

て
、

市
町

村
が

法
第

5
1
条

第
5
号

に
よ

り
支

弁
し

た
支

弁
総

額
（

各
保

育
所

に
対

す
る

各
月

の
支

弁
額

（
私

立
認

定
保

育
所

に
あ

っ
て

は
、

保
育

単
価

に
入

所
児

童
の

数
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

）
の

年
間

の
合

算
額

の
全

保
育

所
の

合
計

額
を

い
う

。
）

か
ら

当
該

年
度

に
お

け
る

第
4
に

定
め

る
徴

収
金

（
保

育
料

）
基

準
額

を
控

除
し

た
額

を
基

本
額

と
し

て
､
法

第
5
3
条

の
規

定
に

よ
り

そ
の

2
分

の
1
に

相
当

す
る

額
を

負
担

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

昭
和

6
3
年

度
以

前
に

お
け

る
事

務
又

は
事

業
の

実
施

に
係

る
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
も

の
と

す
る

こ
と

。

　
厚

生
労

働
大

臣
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
お

い
て

は
、

国
の

支
払

計
画

承
認

額
の

範
囲

内
に

お
い

て
概

算
払

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

3
　

国
庫

負
担

金
の

返
還

2
　

（
略

）

3
　

（
略

）

1
　

国
庫

負
担

金
　

（
略

）
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改
正
後

改
正
前

1
,
2
5
0

4
歳

以
上

児
3
0
,
9
7
0

2
,
9
2
0

2
,
4
3
0

1
,
9
4
0

9
7
0

4
歳

以
上

児
3
6
,
0
4
0

3
,
5
2
0

2
,
9
4
0

2
,
3
5
0

1
,
1
7
0

未
設

置

乳
児

1
6
1
,
9
5
0

1
8
,
2
5
0

1
5
,
2
1
0

1
2
,
1
6
0

6
,
0
8
0

1
､

2
歳

児
9
0
,
9
4
0

9
,
7
3
0

8
,
1
1
0

6
,
4
8
0

3
,
2
4
0

3
歳

児
3
8
,
0
7
0

3
,
7
7
0

3
,
1
4
0

2
,
5
0
0

3
,
4
6
0

2
,
8
8
0

2
,
3
1
0

1
,
1
5
0

 
9
1
人

　
　

か
ら

 
1
0
0
人

　
　

ま
で

設
置

乳
児

1
6
7
,
0
2
0

1
8
,
8
5
0

1
5
,
7
2
0

1
2
,
5
7
0

6
,
2
8
0

1
､

2
歳

児
9
6
,
0
1
0

1
0
,
3
3
0

8
,
6
2
0

6
,
8
9
0

3
,
4
4
0

3
歳

児
4
3
,
1
4
0

4
,
3
7
0

3
,
6
5
0

2
,
9
1
0

1
,
4
5
0

3
,
4
5
0

2
,
7
6
0

1
,
3
8
0

未
設

置

乳
児

1
6
6
,
4
9
0

1
8
,
7
9
0

1
5
,
6
6
0

1
2
,
5
3
0

6
,
2
6
0

1
､

2
歳

児
9
5
,
4
8
0

1
0
,
2
7
0

8
,
5
6
0

6
,
8
5
0

3
,
4
2
0

3
歳

児
4
2
,
6
1
0

4
,
3
1
0

3
,
5
9
0

2
,
8
7
0

1
,
4
3
0

4
歳

以
上

児
3
5
,
5
1
0

1
,
2
2
0

 
8
1
人

　
　

か
ら

 
9
0
人

　
　

ま
で

設
置

乳
児

1
7
2
,
1
3
0

1
9
,
4
7
0

1
6
,
2
3
0

1
2
,
9
8
0

6
,
4
9
0

1
､

2
歳

児
1
0
1
,
1
2
0

1
0
,
9
5
0

9
,
1
3
0

7
,
3
0
0

3
,
6
5
0

3
歳

児
4
8
,
2
5
0

4
,
9
9
0

4
,
1
6
0

3
,
3
2
0

1
,
6
6
0

4
歳

以
上

児
4
1
,
1
5
0

4
,
1
4
0

未
設

置

乳
児

1
6
8
,
3
2
0

1
9
,
0
1
0

1
5
,
8
5
0

1
2
,
6
7
0

6
,
3
3
0

1
､

2
歳

児
9
7
,
3
1
0

1
0
,
4
9
0

8
,
7
5
0

6
,
9
9
0

3
,
4
9
0

3
歳

児
4
4
,
4
4
0

4
,
5
3
0

 
6
1
人

　
　

か
ら

 
7
0
人

　
　

ま
で

設
置

乳
児

1
7
7
,
8
6
0

2
0
,
1
6
0

1
6
,
8
0
0

1
3
,
4
4
0

6
,
7
2
0

1
､

2
歳

児
1
0
6
,
8
5
0

1
1
,
6
4
0

9
,
7
0
0

7
,
7
6
0

3
,
8
8
0

3
歳

児
5
3
,
9
8
0

5
,
6
8
0

4
,
7
3
0

3
,
7
8
0

1
,
8
9
0

3
,
7
8
0

3
,
0
1
0

1
,
5
0
0

4
歳

以
上

児
3
7
,
3
4
0

3
,
6
8
0

3
,
0
7
0

2
,
4
5
0

4
,
4
1
0

3
,
5
2
0

1
,
7
6
0

4
歳

以
上

児
4
3
,
6
8
0

4
,
4
4
0

3
,
7
0
0

2
,
9
6
0

1
,
4
8
0

1
,
6
0
0

4
歳

以
上

児
3
9
,
6
3
0

3
,
9
6
0

3
,
3
0
0

2
,
6
4
0

1
,
3
2
0

 
7
1
人

　
　

か
ら

 
8
0
人

　
　

ま
で

設
置

乳
児

1
7
4
,
6
6
0

1
9
,
7
7
0

1
6
,
4
8
0

1
3
,
1
8
0

6
,
5
9
0

1
､

2
歳

児
1
0
3
,
6
5
0

1
1
,
2
5
0

9
,
3
8
0

7
,
5
0
0

3
,
7
5
0

3
歳

児
5
0
,
7
8
0

5
,
2
9
0

8
,
9
8
0

7
,
1
8
0

3
,
5
9
0

 
4
1
人

　
　

か
ら

 
5
0
人

　
　

ま
で

設
置

乳
児

1
8
8
,
3
8
0

2
1
,
4
2
0

1
7
,
8
5
0

1
4
,
2
8
0

7
,
1
4
0

1
､

2
歳

児
1
1
7
,
3
7
0

1
2
,
9
0
0

1
0
,
7
5
0

8
,
6
0
0

4
,
3
0
0

3
歳

児
6
4
,
5
0
0

6
,
9
4
0

4
,
4
5
0

3
,
5
6
0

1
,
7
8
0

未
設

置

乳
児

1
7
3
,
7
4
0

1
9
,
6
6
0

1
6
,
3
9
0

1
3
,
1
1
0

6
,
5
5
0

1
､

2
歳
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3
8
,
2
5
0

1
5
,
4
3
0

1
2
,
8
6
0

1
0
,
2
8
0

5
,
1
3
0

1
､

2
歳

児
7
7
,
1
6
0

8
,
1
0
0

6
,
7
5
0

5
,
4
0
0

2
,
6
9
0

3
歳

児
3
1
,
3
1
0

2
,
9
7
0

2
,
4
8
0

1
,
9
7
0

 
1
3
1
人

　
　

か
ら

 
1
4
0
人

　
　

ま
で

設
置

乳
児

1
4
1
,
3
1
0

1
5
,
8
0
0

1
3
,
1
7
0

1
0
,
5
3
0

5
,
2
6
0

1
､

2
歳

児
8
0
,
2
2
0

8
,
4
7
0

7
,
0
6
0

5
,
6
5
0

2
,
8
2
0

3
歳

児
3
4
,
3
7
0

3
,
3
4
0

2
,
7
9
0

2
,
2
2
0

1
,
1
1
0

-555-



改
正
後

改
正
前

（
1
）

児
童

用
採

暖
費

加
算

（
1
）

児
童

用
採

暖
費

加
算

（
2
）

寒
冷

地
加

算
（

2
）

寒
冷

地
加

算

（
3
）

単
身

赴
任

手
当

加
算

（
3
）

単
身

赴
任

手
当

加
算

そ
の

他
の

地
域

1
9
0

児
童

用
採

暖
費

加
算

額
表

　
（

略
）

　
寒

冷
地

手
当

の
支

給
地

域
に

所
在

す
る

保
育

所
に

つ
い

て
は

、
次

の
表

に
掲

げ
る

額
を

加
算

す
る

こ
と

。
　

次
の

表
の

「
支

給
地

域
の

区
分

」
は

、
国

家
公

務
員

の
寒

冷
地

手
当

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
2
0
0
号

）
第

1
条

第
1
号

及
び

第
2
号

に
定

め
る

地
域

と
す

る
こ

と
。

　
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
単

身
赴

任
手

当
加

算
費

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

定
さ

れ
た

場
合

の
保

育
単

価
を

加
算

す
る

こ
と

。
　

（
略

）

　
す

べ
て

の
保

育
所

に
つ

い
て

、
児

童
用

採
暖

費
と

し
て

次
の

表
に

掲
げ

る
額

を
加

算
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

そ
の

支
弁

の
で

き
る

期
間

は
、

1
0
月

分
か

ら
翌

年
3
月

分
ま

で
に

限
る

こ
と

。
　

次
の

表
の

「
旧

5
級

地
か

ら
旧

2
級

地
」

ま
で

の
級

地
区

分
は

、
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

法
律

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

1
6
年

法
律

第
1
3
6
号

）
の

施
行

（
平

成
1
6
年

1
0
月

2
8
日

)
前

の
国

家
公

務
員

の
寒

冷
地

手
当

に
関

す
る

法
律

第
1
条

に
定

め
る

地
域

と
し

、
「

そ
の

他
の

地
域

」
は

、
旧

5
級

地
か

ら
旧

2
級

地
ま

で
の

地
域

以
外

の
地

域
と

す
る

こ
と

。

　
す

べ
て

の
保

育
所

に
つ

い
て

、
児

童
用

採
暖

費
と

し
て

次
の

表
に

掲
げ

る
額

を
加

算
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

そ
の

支
弁

の
で

き
る

期
間

は
、

1
0
月

分
か

ら
翌

年
3
月

分
ま

で
に

限
る

こ
と

。
　

次
の

表
の

「
旧

5
級

地
か

ら
旧

2
級

地
」

ま
で

の
級

地
区

分
は

、
一

般
職

の
職

員
の

給
与

に
関

す
る

法
律

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

1
6
年

法
律

第
1
3
6
号

）
の

施
行

（
平

成
1
6
年

1
0
月

2
8
日

)
前

の
国

家
公

務
員

の
寒

冷
地

手
当

に
関

す
る

法
律

第
1
条

に
定

め
る

地
域

と
し

、
「

そ
の

他
の

地
域

」
は

、
旧

5
級

地
か

ら
旧

2
級

地
ま

で
の

地
域

以
外

の
地

域
と

す
る

こ
と

。

級
地

区
分

旧
5

級
地

加
算

額
1
,
1
3
0

旧
4

級
地

9
6
0

旧
3

級
地

5
9
0

旧
2

級
地

3
8
0

児
童

用
採

暖
費

加
算

額
表

級
地

区
分

加
算

額
旧

5
級

地
1
,
1
7
0

旧
4

級
地

9
8
0

旧
3

級
地

6
1
0

旧
2

級
地

3
9
0

そ
の

他
の

地
域

1
9
0

支
給
地

域
の
区

分

そ
の
保
育
所
の

長
が
そ
の
月
初

日
に
お
い
て
設

置
又
は
未
設
置

（
欠
員
･無

給
）

の
区
分

そ
の
月
初
日

の
入
所
児
童

の
年
齢
区
分

40
人

　
 ま

で

41
人

　
 か

ら
50
人

　
 ま

で

51
人

　
 か

ら
60
人

　
 ま

で

61
人

　
 か

ら
70
人

　
 ま

で

71
人

　
 か

ら
80
人

　
 ま

で

81
人

　
 か

ら
90
人

　
 ま

で

91
人

　
 か

ら
10
0人

　
 ま

で

10
1人

　
 か

ら
11
0人

　
 ま

で

11
1人

　
 か

ら
12
0人

　
 ま

で

12
1人

　
 か

ら
13
0人

　
 ま

で

13
1人

　
 か

ら
14
0人

　
 ま

で

14
1人

　
 か

ら
15
0人

　
 ま

で

15
1人

　
 か

ら
16
0人

　
 ま

で

16
1人

　
 か

ら
17
0人

　
 ま

で

17
1人

　
 以

上

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
乳

児
2,
50
0

2,
50
0

2,
42
0

2,
36
0

2,
32
0

2,
22
0

2,
20
0

2,
18
0

2,
17
0

2,
16
0

2,
15
0

2,
14
0

2,
13
0

2,
12
0

2,
12
0

1
､
2
歳

児
1,
49
0

1,
49
0

1,
41
0

1,
35
0

1,
31
0

1,
21
0

1,
19
0

1,
17
0

1,
16
0

1,
15
0

1,
14
0

1,
13
0

1,
12
0

1,
11
0

1,
11
0

3
歳

児
4
歳

以
上

児
乳

児
2,
36
0

2,
38
0

2,
32
0

2,
28
0

2,
25
0

2,
15
0

2,
14
0

2,
13
0

2,
12
0

2,
11
0

2,
10
0

2,
10
0

2,
09
0

2,
09
0

2,
09
0

1
､
2
歳

児
1,
35
0

1,
37
0

1,
31
0

1,
27
0

1,
24
0

1,
14
0

1,
13
0

1,
12
0

1,
11
0

1,
10
0

1,
09
0

1,
09
0

1,
08
0

1,
08
0

1,
08
0

3
歳

児
4
歳

以
上

児
乳

児
2,
24
0

2,
24
0

2,
17
0

2,
12
0

2,
08
0

1,
99
0

1,
97
0

1,
95
0

1,
94
0

1,
93
0

1,
92
0

1,
92
0

1,
91
0

1,
90
0

1,
90
0

1
､
2
歳

児
1,
33
0

1,
33
0

1,
26
0

1,
21
0

1,
17
0

1,
08
0

1,
06
0

1,
04
0

1,
03
0

1,
02
0

1,
01
0

1,
01
0

1,
00
0

99
0

99
0

3
歳

児
4
歳

以
上

児
乳

児
2,
11
0

2,
13
0

2,
08
0

2,
04
0

2,
01
0

1,
93
0

1,
92
0

1,
91
0

1,
90
0

1,
89
0

1,
88
0

1,
88
0

1,
87
0

1,
87
0

1,
87
0

1
､
2
歳

児
1,
20
0

1,
22
0

1,
17
0

1,
13
0

1,
10
0

1,
02
0

1,
01
0

1,
00
0

99
0

98
0

97
0

97
0

96
0

96
0

96
0

3
歳

児
4
歳

以
上

児
乳

児
2,
20
0

2,
20
0

2,
13
0

2,
08
0

2,
04
0

1,
95
0

1,
93
0

1,
92
0

1,
91
0

1,
90
0

1,
89
0

1,
88
0

1,
87
0

1,
87
0

1,
86
0

1
､
2
歳

児
1,
31
0

1,
31
0

1,
24
0

1,
19
0

1,
15
0

1,
06
0

1,
04
0

1,
03
0

1,
02
0

1,
01
0

1,
00
0

99
0

98
0

98
0

97
0

3
歳

児
4
歳

以
上

児
乳

児
2,
07
0

2,
10
0

2,
04
0

2,
00
0

1,
97
0

1,
89
0

1,
88
0

1,
87
0

1,
86
0

1,
86
0

1,
85
0

1,
85
0

1,
84
0

1,
84
0

1,
83
0

1
､
2
歳

児
1,
18
0

1,
21
0

1,
15
0

1,
11
0

1,
08
0

1,
00
0

99
0

98
0

97
0

97
0

96
0

96
0

95
0

95
0

94
0

3
歳

児
4
歳

以
上

児
乳

児
1,
75
0

1,
75
0

1,
69
0

1,
65
0

1,
62
0

1,
55
0

1,
53
0

1,
52
0

1,
51
0

1,
50
0

1,
50
0

1,
49
0

1,
49
0

1,
48
0

1,
48
0

1
､
2
歳

児
1,
04
0

1,
04
0

98
0

94
0

91
0

84
0

82
0

81
0

80
0

79
0

79
0

78
0

78
0

77
0

77
0

3
歳

児
4
歳

以
上

児
乳

児
1,
64
0

1,
66
0

1,
62
0

1,
59
0

1,
57
0

1,
50
0

1,
49
0

1,
48
0

1,
48
0

1,
47
0

1,
47
0

1,
46
0

1,
46
0

1,
46
0

1,
45
0

1
､
2
歳

児
93
0

95
0

91
0

88
0

86
0

79
0

78
0

77
0

77
0

76
0

76
0

75
0

75
0

75
0

74
0

3
歳

児
4
歳

以
上

児

25
0

24
0

24
0

23
0

24
0

24
0

24
0

27
0

27
0

19
0

18
0

21
0

21
0

寒
冷

地
加

算
額

表

21
0

20
0

23
0

22
0

22
0

24
0

23
0

20
0

19
0

19
0

4級
地

設
置

48
0

48
0

42
0

38
0

29
0

28
0

27
0

3級
地

44
0

未
設

置
37
0

39
0

35
0

32
0

35
0

28
0

26
0

25
0

30
0

23
0

22
0

21
0

26
0

26
0

25
0

28
0

27
0

27
0

26
0

未
設

置
47
0

50
0

44
0

40
0

37
0

35
0

33
0

32
0

31
0

30
0

29
0

設
置

60
0

60
0

53
0

48
0

29
0

28
0

27
0

26
0

25
0

25
0

28
0

27
0

27
0

31
0

30
0

29
0

29
0

2級
地

設
置

61
0

61
0

54
0

49
0

45
0

36
0

31
0

1級
地

60
0

54
0

50
0

40
0

38
0

未
設

置
48
0

50
0

45
0

41
0

38
0

30
0

34
0

32
0

30
0

29
0

28
0

28
0

27
0

30
0

30
0

未
設

置
54
0

56
0

50
0

46
0

43
0

33
0

32
0

36
0

35
0

34
0

33
0

32
0

31
0

設
置

68
0

68
0

-556-



改
正
後

改
正
前

（
4
）

事
務

用
採

暖
費

の
加

算
（

4
）

事
務

用
採

暖
費

の
加

算

（
5
）

除
雪

費
加

算
（

5
）

除
雪

費
加

算

（
6
）

降
灰

除
去

費
加

算
（

6
）

降
灰

除
去

費
加

算

（
7
）

入
所

児
童

（
者

）
処

遇
特

別
加

算
費

の
加

算
（

7
）

入
所

児
童

（
者

）
処

遇
特

別
加

算
費

の
加

算

（
8
）

施
設

機
能

強
化

推
進

費
の

加
算

（
8
）

施
設

機
能

強
化

推
進

費
の

加
算

（
9
）

保
育

所
事

務
職

員
雇

上
費

の
加

算
（

9
）

保
育

所
事

務
職

員
雇

上
費

の
加

算

事
務

職
員

雇
上

費
加

算
単

価
表

3
0

2
0

1
0

5
1
0

6
0

4
0

2
0

4
6
0

5
0

3
0

1
0

4
1
0

5
0

3
0

1
0

7
6
0

9
0

6
0

3
0

6
5
0

7
0

5
0

2
0

5
7
0

6
0

4
0

2
0

 
5
1
人

～
 
6
0
人

 
6
1
人

～
 
7
0
人

 
7
1
人

～
 
8
0
人

 
8
1
人

～
 
9
0
人

 
9
1
人

～
1
0
0
人

1
0
1
人

～
1
1
0
人

1
1
1
人

～
1
2
0
人

1
2
1
人

～
1
3
0
人

1
3
1
人

～
1
4
0
人

1
4
1
人

～
1
5
0
人

1
5
1
人

～
1
6
0
人

1
6
1
人

～
1
7
0
人

1
7
1
人

～

基
本

分
加

算
額

（
第

1
欄

）

1
,
1
5
0

1
2
.
0
％

加
算

分

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
（

第
2
欄

）

1
3
0

9
0

4
0

9
2
0

1
1
0

7
0

3
0

2
0

2
5
0

3
0

2
0

1
0

3
0

3
0

2
0

2
0

4
0

4
0

3
0

3
0

6
0

5
0

5
0

1
1
0

9
0

7
0

円
円

円
円

円

区
　

　
分

　
　

 
～

 
4
0
人

 
4
1
人

～
 
5
0
人

3
0
0

3
0

2
0

1
0

2
8
0

3
0

2
0

1
0

2
7
0

3
0

2
0

1
0

3
8
0

4
0

3
0

1
0

3
5
0

4
0

2
0

1
0

3
2
0

　
豪

雪
地

帯
対

策
特

別
措

置
法

（
昭

和
3
7
年

法
律

第
7
3
号

）
第

2
条

第
2
項

の
規

定
に

基
づ

く
地

域
に

所
在

す
る

保
育

所
に

つ
い

て
は

、
保

育
所

の
建

物
、

工
作

物
等

の
除

雪
及

び
雪

囲
い

を
行

う
に

要
す

る
費

用
と

し
て

除
雪

費
5
,
6
8
0
円

を
2
月

分
の

保
育

単
価

に
加

算
す

る
こ

と
。

　
活

動
火

山
対

策
特

別
措

置
法

（
昭

和
4
8
年

法
律

第
6
1
号

）
の

規
定

に
基

づ
く

降
灰

防
除

地
域

に
所

在
す

る
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

火
山

の
爆

発
に

よ
る

保
育

所
の

建
物

、
工

作
物

、
敷

地
等

の
降

灰
除

去
を

行
う

た
め

に
要

す
る

費
用

と
し

て
 
1
施

設
当

た
り

降
灰

除
去

費
1
3
9
,
9
6
0
円

を
2
月

分
の

保
育

単
価

に
加

算
す

る
こ

と
。

　
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
入

所
児

童
（

者
）

処
遇

特
別

加
算

費
を

必
要

と
す

る
も

の
と

認
定

さ
れ

た
場

合
の

認
定

額
を

加
算

す
る

こ
と

。

　
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
施

設
機

能
強

化
推

進
費

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

定
さ

れ
た

場
合

の
認

定
額

を
加

算
す

る
こ

と
。

　
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
事

務
職

員
雇

上
費

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

定
さ

れ
た

場
合

に
は

、
次

の
表

に
掲

げ
る

額
を

加
算

す
る

こ
と

。

1
0
.
0
％

加
算

分
8
.
0
％

加
算

分
4
.
0
％

加
算

分

　
北

海
道

に
所

在
す

る
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

事
務

用
採

暖
費

と
し

て
1
2
0
円

を
加

算
す

る
こ

と
。

　
（

略
）

　
豪

雪
地

帯
対

策
特

別
措

置
法

（
昭

和
3
7
年

法
律

第
7
3
号

）
第

2
条

第
2
項

の
規

定
に

基
づ

く
地

域
に

所
在

す
る

保
育

所
に

つ
い

て
は

、
保

育
所

の
建

物
、

工
作

物
等

の
除

雪
及

び
雪

囲
い

を
行

う
に

要
す

る
費

用
と

し
て

除
雪

費
を

5
,
8
4
0
円

を
2
月

分
の

保
育

単
価

に
加

算
す

る
こ

と
。

　
活

動
火

山
対

策
特

別
措

置
法

（
昭

和
4
8
年

法
律

第
6
1
号

）
の

規
定

に
基

づ
く

降
灰

防
除

地
域

に
所

在
す

る
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

火
山

の
爆

発
に

よ
る

保
育

所
の

建
物

、
工

作
物

、
敷

地
等

の
降

灰
除

去
を

行
う

た
め

に
要

す
る

費
用

と
し

て
 
1
施

設
当

た
り

降
灰

除
去

費
1
4
4
,
1
8
0
円

を
2
月

分
の

保
育

単
価

に
加

算
す

る
こ

と
。

　
（

略
）

　
（

略
）

　
（

略
）
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改
正
後

改
正
前

（
1
0
）

主
任

保
育

士
の

専
任

加
算

（
1
0
）

主
任

保
育

士
の

専
任

加
算

主
任

保
育

士
の

専
任

加
算

単
価

表
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
単

価
表

算
式

1
　

（
略

）
算

式
1
（

各
月

初
日

の
入

所
児

童
の

場
合

）
乳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
初

日
の

乳
児

入
所

児
童

数
1
～

2
歳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
初

日
の

1
～

2
歳

児
入

所
児

童
数

3
歳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
初

日
の

3
歳

児
入

所
児

童
数

4
歳

以
上

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
初

日
の

4
歳

以
上

児
入

所
児

童
数

2
4
0

2
0
0

1
6
0

8
0

1
2
1
人

～
1
3
0
人

1
,
8
7
0

2
2
0

1
8
0

1
5
0

7
0

 
9
1
人

～
1
0
0
人

2
,
4
4
0

2
9
0

2
4
0

1
9
0

9
0

1
0
1
人

～
1
1
0
人

2
,
2
2
0

2
6
0

2
2
0

1
7
0

8
0

 
7
1
人

～
 
8
0
人

3
,
0
5
0

　
（

略
）

　
市

町
村

は
、

法
第

5
1
条

第
5
号

の
規

定
に

よ
り

各
月

そ
の

保
育

所
に

対
し

､
次

の
算

式
に

よ
っ

て
算

定
し

た
額

の
合

計
額

を
そ

の
月

の
支

弁
額

と
し

て
支

弁
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。
　

「
保

育
所

の
設

置
認

可
等

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
2
年

3
月

3
0
日

児
発

第
2
9
5
号

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
)
の

第
1
の

2
の

（
1
）

の
た

だ
し

書
き

の
適

用
を

受
け

た
幼

保
連

携
施

設
を

構
成

す
る

保
育

所
に

適
用

す
る

保
育

単
価

等
及

び
分

園
を

設
置

す
る

保
育

所
に

適
用

す
る

保
育

単
価

等
に

つ
い

て
は

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。

　
た

だ
し

、
私

立
認

定
保

育
所

に
つ

い
て

は
、

次
の

算
式

に
よ

っ
て

計
算

し
た

額
の

合
計

額
か

ら
就

学
前

保
育

等
推

進
法

第
1
3
条

第
2
項

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

ら
れ

た
法

第
5
1
条

第
5
号

に
規

定
す

る
保

育
料

額
を

控
除

し
た

額
を

そ
の

月
の

支
弁

額
と

し
て

し
支

弁
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。
　

な
お

、
算

定
に

用
い

る
入

所
児

童
の

数
は

、
別

に
定

め
る

場
合

を
除

き
、

そ
の

保
育

所
の

定
員

を
こ

え
な

い
も

の
と

す
る

こ
と

。

3
　

保
育

単
価

の
特

例
3
　

保
育

単
価

の
特

例
　

都
道

府
県

知
事

又
は

指
定

都
市

若
し

く
は

中
核

市
の

市
長

は
、

保
育

所
の

運
営

に
つ

い
て

、
特

別
の

事
由

が
あ

る
た

め
1
及

び
2
に

よ
る

保
育

単
価

に
よ

る
こ

と
が

適
当

で
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
得

て
別

に
定

め
る

保
育

単
価

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

4
　

支
弁

額
の

算
式

及
び

支
弁

義
務

4
　

支
弁

額
の

算
式

及
び

支
弁

義
務

　
（

略
）

1
6
1
人

～
1
7
0
人

1
,
4
3
0

1
7
0

1
4
0

1
1
0

5
0

1
7
1
人

～
1
,
3
5
0

1
6
0

1
3
0

1
0
0

5
0

1
4
1
人

～
1
5
0
人

1
,
6
3
0

1
9
0

1
6
0

1
3
0

6
0

1
5
1
人

～
1
6
0
人

1
,
5
2
0

1
8
0

1
5
0

1
2
0

6
0

1
2
1
人

～
1
3
0
人

1
,
8
8
0

2
2
0

1
8
0

1
5
0

7
0

1
3
1
人

～
1
4
0
人

1
,
7
4
0

2
0
0

1
7
0

1
3
0

6
0

1
0
1
人

～
1
1
0
人

2
,
2
2
0

2
6
0

2
2
0

1
7
0

8
0

1
1
1
人

～
1
2
0
人

2
,
0
3
0

2
4
0

2
0
0

1
6
0

8
0

 
8
1
人

～
 
9
0
人

2
,
7
1
0

3
2
0

2
7
0

2
1
0

1
0
0

 
9
1
人

～
1
0
0
人

2
,
4
4
0

2
9
0

2
4
0

1
9
0

9
0

 
6
1
人

～
 
7
0
人

3
,
4
9
0

4
1
0

3
4
0

2
7
0

1
3
0

 
7
1
人

～
 
8
0
人

3
,
0
5
0

3
6
0

3
0
0

2
4
0

1
2
0

4
8
0

2
4
0

 
4
1
人

～
 
5
0
人

4
,
8
9
0

5
8
0

4
8
0

3
9
0

1
9
0

 
5
1
人

～
 
6
0
人

4
,
0
7
0

4
8
0

4
0
0

3
2
0

1
6
0

1
7
1
人

～
1
,
3
5
0

1
6
0

1
3
0

1
0
0

5
0

　
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
費

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

定
さ

れ
た

場
合

に
は

、
次

の
表

に
掲

げ
る

額
を

加
算

す
る

こ
と

。

区
　

　
分

基
本

分
加

算
額

（
第

1
欄

）

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
（

第
2
欄

）
1
2
.
0
％

加
算

分
1
0
.
0
％

加
算

分
8
.
0
％

加
算

分
4
.
0
％

加
算

分
円

円
円

円
円

　
　

 
～

 
4
0
人

6
,
1
1
0

7
3
0

6
1
0

1
5
1
人

～
1
6
0
人

1
,
5
2
0

1
8
0

1
5
0

1
2
0

6
0

1
6
1
人

～
1
7
0
人

1
,
4
3
0

1
7
0

1
4
0

1
1
0

5
0

1
3
1
人

～
1
4
0
人

1
,
7
4
0

2
0
0

1
7
0

1
3
0

6
0

1
4
1
人

～
1
5
0
人

1
,
6
2
0

1
9
0

1
6
0

1
3
0

6
0

1
1
1
人

～
1
2
0
人

2
,
0
3
0

3
6
0

3
0
0

2
4
0

1
2
0

 
8
1
人

～
 
9
0
人

2
,
7
1
0

3
2
0

2
7
0

2
1
0

1
0
0

 
5
1
人

～
 
6
0
人

4
,
0
6
0

4
8
0

4
0
0

3
2
0

1
6
0

 
6
1
人

～
 
7
0
人

3
,
4
8
0

4
1
0

3
4
0

2
7
0

1
3
0

7
3
0

6
1
0

4
8
0

2
4
0

 
4
1
人

～
 
5
0
人

4
,
8
8
0

5
8
0

4
8
0

3
9
0

1
9
0

　
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
主

任
保

育
士

の
専

任
加

算
費

を
必

要
と

す
る

も
の

と
認

定
さ

れ
た

場
合

に
は

、
次

の
表

に
掲

げ
る

額
を

加
算

す
る

こ
と

。

区
　

　
分

基
本

分
加

算
額

（
第

1
欄

）

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
（

第
2
欄

）
1
2
.
0
％

加
算

分
1
0
.
0
％

加
算

分
8
.
0
％

加
算

分
4
.
0
％

加
算

分
円

円
円

円
円

　
　

 
～

 
4
0
人

6
,
1
0
0
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改
正
後

改
正
前

算
式

2
　

（
略

）
算

式
2
（

月
途

中
入

所
児

童
の

場
合

）
乳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
入

所
日

か
ら

の
開

所
日

数
 
（

2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

）
÷

2
5
日

1
～

2
歳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
入

所
日

か
ら

の
開

所
日

数
 
（

2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

）
÷

2
5
日

3
歳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
入

所
日

か
ら

の
開

所
日

数
 
（

2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

）
÷

2
5
日

4
歳

以
上

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
入

所
日

か
ら

の
開

所
日

数
 
（

2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

）
÷

2
5
日

 
（

注
）

1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

算
式

3
　

（
略

）
算

式
3
（

月
途

中
退

所
児

童
の

場
合

）
乳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
退

所
日

の
前

日
ま

で
の

開
所

日
数

 
（

2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

）
÷

2
5
日

1
～

2
歳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
退

所
日

の
前

日
ま

で
の

開
所

日
数

 
（

2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

）
÷

2
5
日

3
歳

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
退

所
日

の
前

日
ま

で
の

開
所

日
数

 
（

2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

）
÷

2
5
日

4
歳

以
上

児
保

育
単

価
×

そ
の

月
の

月
途

中
退

所
日

の
前

日
ま

で
の

開
所

日
数

 
（

2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

）
÷

2
5
日

 
（

注
）

1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

第
4
　

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額
第

4
　

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額

算
式

1
　

（
略

）
算

式
1
（

月
途

中
入

所
児

童
の

場
合

）

 
（

注
）

1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

算
式

2
　

（
略

）
算

式
2
（

月
途

中
退

所
児

童
の

場
合

）

 
（

注
）

1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

1
　

基
準

額
の

算
定

方
法

　
（

略
）

保
育

所
徴

収
金

（
保

育
料

）
基

準
額

表

各
月

初
日

の
入

所
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

階
層

区
分

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額
（

月
額

）
階

層
区

分
定

　
　

　
　

　
義

3
歳

未
満

児
の

場
合

3
歳

以
上

児
の

場
合

第
1
階

層

生
活

保
護

法
に

よ
る

被
保

護
世

帯
（

単
給

世
帯

を
含

む
）

及
び

中
国

残
留

邦
人

等
の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

及
び

永
住

帰
国

後
の

自
立

の
支

援
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

支
援

給
付

受
給

世
帯

0
円

 
0
円

 

3
歳

未
満

児
の

場
合

3
歳

以
上

児
の

場
合

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額
（

月
額

）

第
1
階

層
0
円

 
0
円

 

各
月

初
日

の
入

所
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

階
層

区
分

定
　

　
　

　
　

義
生

活
保

護
法

に
よ

る
被

保
護

世
帯

（
単

給
世

帯
を

含
む

）
及

び
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
支

援
給

付
受

給
世

帯

保
育

所
徴

収
金

（
保

育
料

）
基

準
額

表

1
　

基
準

額
の

算
定

方
法

　
そ

の
年

度
に

お
け

る
徴

収
金

（
保

育
料

）
基

準
額

は
、

そ
の

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

各
月

初
日

の
入

所
児

童
に

つ
い

て
、

児
童

単
位

に
、

次
の

表
の

各
月

初
日

の
そ

の
入

所
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

階
層

及
び

そ
の

児
童

の
年

齢
の

区
分

に
よ

っ
て

定
め

る
基

準
額

と
月

途
中

入
退

所
に

係
る

入
所

児
童

の
次

に
よ

り
算

定
し

た
額

の
年

間
の

合
算

額
と

す
る

こ
と

。

　
次

の
表

の
そ

の
入

所
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

階
層

及
び

そ
の

児
童

の
年

齢
の

区
分

に
よ

っ
て

定
ま

る
基

準
額

×
そ

の
月

の
月

途
中

入
所

日
か

ら
の

開
所

日
数

（
2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

）
÷

2
5
日

　
次

の
表

の
そ

の
入

所
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

階
層

及
び

そ
の

児
童

の
年

齢
の

区
分

に
よ

っ
て

定
ま

る
基

準
額

×
そ

の
月

の
月

途
中

退
所

日
の

前
日

ま
で

の
開

所
日

数
(
2
5
日

を
超

え
る

場
合

は
2
5
日

)
÷

2
5
日

階
層

区
分

-559-



改
正
後

改
正
前

備
　

考
備

　
考

1
1

(
1
)

(
1
)

(
2
)

(
2
)

(
3
)

(
3
)

2
2

3
3

(
1
)

(
1
)

(
2
)

(
2
)

第
8
階

層
7
3
4
,
0
0
0
円

以
上

1
0
4
,
0
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)

1
0
1
,
0
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)

③
　

精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
2
3
号

）
第

4
5
条

に
定

め
る

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
。

第
1
階

層
を

除
き

､
前

年
分

の
所

得
税

課
税

世
帯

で
あ

っ
て

､
そ

の
所

得
税

の
額

の
区

分
が

次
の

区
分

に
該

当
す

る
世

帯

 
4
0
,
0
0
0
円

未
満

　
児

童
の

属
す

る
世

帯
が

次
に

掲
げ

る
世

帯
の

場
合

で
、

次
表

に
掲

げ
る

階
層

に
認

定
さ

れ
た

場
合

は
､
こ

の
表

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

そ
れ

ぞ
れ

次
表

に
掲

げ
る

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額
と

す
る

。
「

母
子

世
帯

等
」

…
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

（
昭

和
3
9
年

法
律

第
1
2
9
号

）
第

1
7
条

に
規

定
す

る
配

偶
　

　
　

　
　

　
　

　
者

の
な

い
者

で
現

に
児

童
を

扶
養

し
て

い
る

も
の

の
世

帯
。

「
在

宅
障

害
児

（
者

）
の

い
る

世
帯

」
…

次
に

掲
げ

る
児

（
者

）
を

有
す

る
世

帯
を

い
う

。
①

　
身

体
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

2
4
年

法
律

第
2
8
3
号

）
第

1
5
条

に
定

め
る

身
体

障
害

者
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
。

②
　

療
育

手
帳

制
度

要
綱

（
昭

和
4
8
年

9
月

2
7
日

厚
生

省
発

児
第

1
5
6
号

)
に

定
め

る
療

育
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
。

③
　

精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
2
3
号

）
第

4
5
条

に
定

め
る

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
。

7
3
4
,
0
0
0
円

以
上

1
0
4
,
0
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)

1
0
1
,
0
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)

　
こ

の
表

の
第

3
階

層
に

お
け

る
地

方
税

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
2
6
号

）
第

2
9
2
条

第
1
項

第
2
号

の
所

得
割

を
計

算
す

る
場

合
に

は
、

同
法

第
3
1
4
条

の
7
、

第
3
1
4
条

の
8
、

同
法

附
則

第
5
条

第
3
項

、
 
第

5
条

の
4
第

6
項

及
び

第
5
条

の
4
の

2
第

5
項

の
規

定
は

適
用

し
な

い
も

の
と

す
る

。
　

 
ま

た
、

こ
の

表
の

第
4
階

層
～

第
8
階

層
に

お
け

る
「

所
得

税
の

額
」

と
は

、
所

得
税

法
（

昭
和

4
0
年

法
律

第
3
3
号

)
､
租

税
特

別
措

置
法

（
昭

和
3
2
年

法
律

第
2
6
号

）
、

災
害

被
害

者
に

対
す

る
租

税
の

減
免

､
徴

収
猶

予
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
7
5
号

）
及

び
平

成
2
3
年

7
月

1
5
日

雇
児

発
0
7
1
5
第

1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
･
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

控
除

廃
止

の
影

響
を

受
け

る
費

用
徴

収
制

度
等

（
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

･
児

童
家

庭
局

所
管

の
制

度
に

限
る

。
）

に
係

る
取

扱
い

に
つ

い
て

」
の

規
定

に
よ

っ
て

計
算

さ
れ

た
所

得
税

の
額

を
い

う
。

　
た

だ
し

、
所

得
税

額
を

計
算

す
る

場
合

に
は

、
次

の
規

定
は

適
用

し
な

い
も

の
と

す
る

。

　
所

得
税

法
第

7
8
条

第
1
項

（
同

条
第

2
項

第
1
号

、
第

2
号

(
地

方
税

法
第

3
1
4
条

の
7
第

1
項

第
2
号

に
規

定
す

る
寄

附
金

に
限

る
。

)
､
第

3
号

（
地

方
税

法
第

3
1
4
条

の
7
第

1
項

第
2
号

に
規

定
す

る
寄

附
金

に
限

る
。

）
に

規
定

す
る

寄
附

金
に

限
る

。
）

、
第

9
2
条

第
1
項

、
第

9
5
条

第
1
項

、
第

2
項

及
び

第
3
項

　
租

税
特

別
措

置
法

第
4
1
条

第
1
項

、
第

2
項

及
び

第
6
項

、
第

4
1
条

の
2
､
第

4
1
条

の
3
の

2
第

1
項

、
第

2
項

、
第

5
項

及
び

第
6
項

、
第

4
1
条

の
1
9
の

2
第

1
項

、
第

4
1
条

の
1
9
の

3
第

1
項

及
び

第
3
項

、
第

4
1
条

の
1
9
の

4
第

1
項

及
び

第
3
項

　
租

税
特

別
措

置
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

1
0
年

法
律

第
2
3
号

）
附

則
第

1
2
条

　
こ

の
表

の
「

保
育

単
価

」
と

は
、

乳
児

、
1
～

2
歳

児
、

3
歳

児
及

び
4
歳

以
上

児
の

保
育

単
価

か
ら

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
、

単
身

赴
任

手
当

加
算

費
、

入
所

児
童

（
者

）
処

遇
特

別
加

算
費

、
除

雪
費

、
降

灰
除

去
費

及
び

施
設

機
能

強
化

推
進

費
を

控
除

し
た

額
を

い
う

。

市
町

村
民

税
非

課
税

世
帯

9
,
0
0
0
円

 
6
,
0
0
0
円

 

第
3
階

層
市

町
村

民
税

課
税

世
帯

1
9
,
5
0
0
円

 
1
6
,
5
0
0
円

 

第
4
階

層

第
1
階

層
を

除
き

､
前

年
分

の
所

得
税

課
税

世
帯

で
あ

っ
て

､
そ

の
所

得
税

の
額

の
区

分
が

次
の

区
分

に
該

当
す

る
世

帯

 
4
0
,
0
0
0
円

未
満

3
0
,
0
0
0
円

 
2
7
,
0
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)

第
5
階

層
 
4
0
,
0
0
0
円

以
上

1
0
3
,
0
0
0
円

未
満

4
4
,
5
0
0
円

4
1
,
5
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)

第
6
階

層
1
0
3
,
0
0
0
円

以
上

4
1
3
,
0
0
0
円

未
満

6
1
,
0
0
0
円

5
8
,
0
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)

第
7
階

層
4
1
3
,
0
0
0
円

以
上

7
3
4
,
0
0
0
円

未
満

8
0
,
0
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)

7
7
,
0
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)

第
2
階

層
第

1
階

層
及

び
第

4
～

 
第

8
階

層
を

除
き

、
前

年
度

分
の

市
町

村
民

税
の

額
の

区
分

が
次

の
区

分
に

該
当

す
る

世
帯

6
1
,
0
0
0
円

5
8
,
0
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)

　
こ

の
表

の
第

3
階

層
に

お
け

る
地

方
税

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
2
6
号

）
第

2
9
2
条

第
1
項

第
2
号

の
所

得
割

を
計

算
す

る
場

合
に

は
、

同
法

第
3
1
4
条

の
7
、

第
3
1
4
条

の
8
、

同
法

附
則

第
5
条

第
3
項

、
 
第

5
条

の
4

第
6
項

及
び

第
5
条

の
4
の

2
第

5
項

の
規

定
は

適
用

し
な

い
も

の
と

す
る

。
　

 
ま

た
、

こ
の

表
の

第
4
階

層
～

第
8
階

層
に

お
け

る
「

所
得

税
の

額
」

と
は

、
所

得
税

法
（

昭
和

4
0
年

法
律

第
3
3
号

)
､
租

税
特

別
措

置
法

（
昭

和
3
2
年

法
律

第
2
6
号

）
、

災
害

被
害

者
に

対
す

る
租

税
の

減
免

､
徴

収
猶

予
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
1
7
5
号

）
及

び
平

成
2
3
年

7
月

1
5
日

雇
児

発
0
7
1
5
第

1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
･
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

控
除

廃
止

の
影

響
を

受
け

る
費

用
徴

収
制

度
等

（
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

･
児

童
家

庭
局

所
管

の
制

度
に

限
る

。
）

に
係

る
取

扱
い

に
つ

い
て

」
の

規
定

に
よ

っ
て

計
算

さ
れ

た
所

得
税

の
額

を
い

う
。

　
た

だ
し

、
所

得
税

額
を

計
算

す
る

場
合

に
は

、
次

の
規

定
は

適
用

し
な

い
も

の
と

す
る

。

　
所

得
税

法
第

7
8
条

第
1
項

（
同

条
第

2
項

第
1
号

、
第

2
号

(
地

方
税

法
第

3
1
4
条

の
7
第

1
項

第
2
号

に
規

定
す

る
寄

附
金

に
限

る
。

)
､
第

3
号

（
地

方
税

法
第

3
1
4
条

の
7
第

1
項

第
2
号

に
規

定
す

る
寄

附
金

に
限

る
。

）
に

規
定

す
る

寄
附

金
に

限
る

。
）

、
第

9
2
条

第
1
項

、
第

9
5
条

第
1
項

、
第

2
項

及
び

第
3
項

　
租

税
特

別
措

置
法

第
4
1
条

第
1
項

、
第

2
項

及
び

第
3
項

、
第

4
1
条

の
2
､
第

4
1
条

の
3
の

2
第

1
項

、
第

2
項

、
第

4
項

及
び

第
5
項

、
第

4
1
条

の
1
9
の

2
第

1
項

、
第

4
1
条

の
1
9
の

3
第

1
項

及
び

第
2
項

、
第

4
1
条

の
1
9
の

4
第

1
項

及
び

第
2
項

並
び

に
第

4
1
条

の
1
9
の

5
第

1
項

　
租

税
特

別
措

置
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

1
0
年

法
律

第
2
3
号

）
附

則
第

1
2
条

　
こ

の
表

の
「

保
育

単
価

」
と

は
、

乳
児

、
1
～

2
歳

児
、

3
歳

児
及

び
4
歳

以
上

児
の

保
育

単
価

か
ら

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

加
算

額
、

単
身

赴
任

手
当

加
算

費
、

入
所

児
童

（
者

）
処

遇
特

別
加

算
費

、
除

雪
費

、
降

灰
除

去
費

及
び

施
設

機
能

強
化

推
進

費
を

控
除

し
た

額
を

い
う

。

　
児

童
の

属
す

る
世

帯
が

次
に

掲
げ

る
世

帯
の

場
合

で
、

次
表

に
掲

げ
る

階
層

に
認

定
さ

れ
た

場
合

は
､

こ
の

表
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
そ

れ
ぞ

れ
次

表
に

掲
げ

る
徴

収
金

（
保

育
料

）
基

準
額

と
す

る
。

「
母

子
世

帯
等

」
…

母
子

及
び

寡
婦

福
祉

法
（

昭
和

3
9
年

法
律

第
1
2
9
号

）
第

1
7
条

に
規

定
す

る
配

偶
　

　
　

　
　

　
　

　
者

の
な

い
者

で
現

に
児

童
を

扶
養

し
て

い
る

も
の

の
世

帯
。

「
在

宅
障

害
児

（
者

）
の

い
る

世
帯

」
…

次
に

掲
げ

る
児

（
者

）
を

有
す

る
世

帯
を

い
う

。
① ②

　
身

体
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

2
4
年

法
律

第
2
8
3
号

）
第

1
5
条

に
定

め
る

身
体

障
害

者
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
。

　
療

育
手

帳
制

度
要

綱
（

昭
和

4
8
年

9
月

2
7
日

厚
生

省
発

児
第

1
5
6
号

)
に

定
め

る
療

育
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
。

第
3
階

層

第
1
階

層
及

び
第

4
～

 
第

8
階

層
を

除
き

、
前

年
度

分
の

市
町

村
民

税
の

額
の

区
分

が
次

の
区

分
に

該
当

す
る

世
帯

市
町

村
民

税
課

税
世

帯
1
9
,
5
0
0
円

 
1
6
,
5
0
0
円

 

第
4
階

層

第
8
階

層

第
5
階

層
 
4
0
,
0
0
0
円

以
上

1
0
3
,
0
0
0
円

未
満

4
4
,
5
0
0
円

4
1
,
5
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)

第
7
階

層
4
1
3
,
0
0
0
円

以
上

7
3
4
,
0
0
0
円

未
満

8
0
,
0
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)

7
7
,
0
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)

第
6
階

層
1
0
3
,
0
0
0
円

以
上

4
1
3
,
0
0
0
円

未
満

第
2
階

層
9
,
0
0
0
円

 
6
,
0
0
0
円

 
市

町
村

民
税

非
課

税
世

帯

3
0
,
0
0
0
円

 
2
7
,
0
0
0
円

(
保

育
単

価
限

度
)
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改
正
後

改
正
前

(
3
)

(
3
)

4
4

ア
ア

イ
イ

ウ
ウ

（
注

）
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

（
注

）
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

　
第

2
階

層
か

ら
第

8
階

層
ま

で
の

世
帯

で
あ

っ
て

､
同

一
世

帯
か

ら
2
人

以
上

の
就

学
前

児
童

が
保

育
所

､
幼

稚
園

、
認

定
こ

ど
も

園
、

特
別

支
援

学
校

幼
稚

部
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
通

所
部

に
入

所
又

は
児

童
発

達
支

援
及

び
医

療
型

児
童

発
達

支
援

を
利

用
し

て
い

る
場

合
に

お
い

て
､
次

表
の

第
1
欄

に
掲

げ
る

児
童

が
保

育
所

に
入

所
し

て
い

る
際

に
は

､
第

2
欄

に
よ

り
計

算
し

て
得

た
額

を
そ

の
児

童
の

徴
収

金
（

保
育

料
）

の
額

と
す

る
。

　
た

だ
し

、
児

童
の

属
す

る
世

帯
が

3
に

掲
げ

る
世

帯
の

場
合

の
第

2
階

層
か

ら
第

3
階

層
の

第
2
欄

に
つ

い
て

は
、

3
に

掲
げ

る
徴

収
金

（
保

育
料

）
基

準
額

に
よ

り
計

算
し

て
得

た
額

と
す

る
。

　
第

2
階

層
か

ら
第

8
階

層
ま

で
の

世
帯

で
あ

っ
て

､
同

一
世

帯
か

ら
2
人

以
上

の
就

学
前

児
童

が
保

育
所

､
幼

稚
園

、
認

定
こ

ど
も

園
、

特
別

支
援

学
校

幼
稚

部
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
通

所
部

に
入

所
又

は
児

童
発

達
支

援
及

び
医

療
型

児
童

発
達

支
援

を
利

用
し

て
い

る
場

合
に

お
い

て
､
次

表
の

第
1
欄

に
掲

げ
る

児
童

が
保

育
所

に
入

所
し

て
い

る
際

に
は

､
第

2
欄

に
よ

り
計

算
し

て
得

た
額

を
そ

の
児

童
の

徴
収

金
（

保
育

料
）

の
額

と
す

る
。

　
た

だ
し

、
児

童
の

属
す

る
世

帯
が

3
に

掲
げ

る
世

帯
の

場
合

の
第

2
階

層
か

ら
第

3
階

層
の

第
2
欄

に
つ

い
て

は
、

3
に

掲
げ

る
徴

収
金

（
保

育
料

）
基

準
額

に
よ

り
計

算
し

て
得

た
額

と
す

る
。

2
　

（
略

）第
3
階

層
1
8
,
5
0
0
円

1
5
,
5
0
0
円

第
1
欄

第
2
欄

　
上

記
4
に

掲
げ

る
施

設
を

利
用

し
て

い
る

就
学

前
児

童
（

該
当

す
る

児
童

が
2
人

以
上

の
場

合
は

、
そ

の
う

ち
最

年
長

の
も

の
1
人

と
す

る
。

）

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額
表

に
定

め
る

額

　
上

記
4
に

掲
げ

る
施

設
を

利
用

し
て

い
る

ア
以

外
の

就
学

前
児

童
（

該
当

す
る

児
童

が
2
人

以
上

の
場

合
は

、
そ

の
う

ち
最

年
長

の
も

の
1
人

と
す

る
。

）

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額
表

×
0
.
5

④
　

特
別

児
童

扶
養

手
当

等
の

支
給

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
3
9
年

法
律

第
1
3
4
号

）
に

定
め

る
特

別
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

対
象

児
、

国
民

年
金

法
（

昭
和

3
4
年

法
律

第
1
4
1
号

）
に

定
め

る
国

民
年

金
の

障
害

基
礎

年
金

等
の

受
給

者
。

「
そ

の
他

の
世

帯
」

…
保

護
者

の
申

請
に

基
づ

き
、

生
活

保
護

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
4
4
号

）
に

定
　

　
　

　
　

　
　

　
　

め
る

要
保

護
者

等
特

に
困

窮
し

て
い

る
と

市
町

村
の

長
が

認
め

た
世

帯
。

階
層

区
分

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額
（

月
額

）
3
歳

未
満

児
の

場
合

3
歳

以
上

児
の

場
合

第
2
階

層
0
円

0
円

　
上

記
4
に

掲
げ

る
施

設
を

利
用

し
て

い
る

上
記

以
外

の
就

学
前

児
童

0
円

　
上

記
4
に

掲
げ

る
施

設
を

利
用

し
て

い
る

上
記

以
外

の
就

学
前

児
童

0
円

2
　

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額
の

特
例

　
そ

の
市

町
村

の
全

地
域

又
は

相
当

地
域

に
わ

た
る

災
害

等
の

特
別

な
理

由
に

よ
り

1
に

よ
る

基
準

額
に

よ
り

難
い

と
き

は
､
都

道
府

県
知

事
又

は
指

定
都

市
若

し
く

は
中

核
市

の
市

長
の

申
請

に
基

づ
い

て
厚

生
労

働
大

臣
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
。

　
上

記
4
に

掲
げ

る
施

設
を

利
用

し
て

い
る

就
学

前
児

童
（

該
当

す
る

児
童

が
2
人

以
上

の
場

合
は

、
そ

の
う

ち
最

年
長

の
も

の
1
人

と
す

る
。

）

第
1
欄

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額
表

に
定

め
る

額

第
2
欄

　
上

記
4
に

掲
げ

る
施

設
を

利
用

し
て

い
る

ア
以

外
の

就
学

前
児

童
（

該
当

す
る

児
童

が
2
人

以
上

の
場

合
は

、
そ

の
う

ち
最

年
長

の
も

の
1
人

と
す

る
。

）

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額
表

×
0
.
5

　
特

別
児

童
扶

養
手

当
等

の
支

給
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

3
9
年

法
律

第
1
3
4
号

）
に

定
め

る
特

別
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

対
象

児
、

国
民

年
金

法
（

昭
和

3
4
年

法
律

第
1
4
1
号

）
に

定
め

る
国

民
年

金
の

障
害

基
礎

年
金

等
の

受
給

者
。

「
そ

の
他

の
世

帯
」

…
保

護
者

の
申

請
に

基
づ

き
、

生
活

保
護

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
4
4
号

）
に

定
　

　
　

　
　

　
　

　
　

め
る

要
保

護
者

等
特

に
困

窮
し

て
い

る
と

市
町

村
の

長
が

認
め

た
世

帯
。

第
2
階

層
第

3
階

層

階
層

区
分

3
歳

未
満

児
の

場
合

3
歳

以
上

児
の

場
合

徴
収

金
（

保
育

料
）

基
準

額
（

月
額

）

0
円

0
円

1
8
,
5
0
0
円

1
5
,
5
0
0
円

④
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雇 児 保 発  ※  第 ※ 号 

平 成 ２ ６ 年 ※ 月 ※ 日 

 

 

都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

  中 核 市 市 長 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 

 

 

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金交付要綱等 

の改正点及びその運用について 

 

 

平成※年※月※日厚生労働省発雇児※第※号により「児童福祉法による保育所運営費国庫負

担金について」等が一部改正され、平成２６年４月分の運営費の支弁、徴収及び負担から適用

することとされたが、今回の改正点及び運用上留意すべき事項は次のとおりである。 

 

 

第１ 交付要綱等の改正点について 

１ 基本分保育単価関係     

（１）社会保険料事業主負担金 

         厚生年金保険料率等の改定に伴う引き上げ 

  

（２）職員健康管理費      6,843円  → 6,368円 

 

 （３）一般生活費 

    ・３歳未満児 児童１人月額  9,550円 → 9,804円 

    ・３歳以上児   〃     6,466円 → 6,637円 

 

 

 ２ 加算単価関係 

（１） 児童用採暖費 

・旧５級地   1,130円 → 1,170円 

・旧４級地    960円 →  980円 

・旧３級地    590円 →  610円 

・旧２級地    380円 →  390円 

・その他の地域  190円 →  190円 

 

（２） 除雪費     5,680円 → 5,840円 

 

（３） 降灰除去費 

  １施設年額  139,960円 → 144,180円 

（ 案 ） 
資料２

-562-



 

 

第２ 平成２６年度保育所職員の本俸基準額及び特殊業務手当基準額 

 

職   種 格  付 本俸基準額 
特殊業務手当基準額 

調整数 基本額 

所 長 （ 福 ）２－３３ 253,400円 － － 

主任保育士 （ 福 ）２－１７ 230,112円 １ 9,200円 

保 育 士 （ 福 ）１－２９ 195,228円 １ 7,800円 

調理員等  （行二）１－３７ 165,800円 － － 

 ※２５年度から変更なし。 

（注）１ この表は、保育所運営費負担金の予算積算上の給与格付けを例示したもので 

ある。 

２ 「格付」とは、国家公務員給与法に定める俸給表及び級号俸を指している。 

３ 主任保育士・保育士にあっては、当該俸給額の他、特別給与改善費を加えた 

ものを本俸基準額としている。 

４ なお、主任保育士・保育士は、本俸基準額とは別に特殊業務手当基準額（基 

本額×調整数）を本俸基準額に加えている。       

 

 

第３ 交付要綱等に定める保育単価に含まれている管理費は別紙「保育単価に含まれている管

理費」のとおりである。 
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別紙

 その保育所の  その保育所の長がその月 そ の 月 初 日
 その月初日の  初日において設置又は未 の 入 所 児 童 管理費

 定員区分  設置(欠員・無給)の区分 の 年 齢 区 分
円

乳 児 13,088
設 置 １ ， ２ 歳 児 7,786

31人 ３ 歳 児 4,074
から ４ 歳 以 上 児 3,544
40人 乳 児 12,936
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 7,634

３ 歳 児 3,922
４ 歳 以 上 児 3,392
乳 児 13,114

設 置 １ ， ２ 歳 児 7,812
41人 ３ 歳 児 4,100
から ４ 歳 以 上 児 3,570
50人 乳 児 12,992
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 7,690

３ 歳 児 3,978
４ 歳 以 上 児 3,448
乳 児 12,633

設 置 １ ， ２ 歳 児 7,331
51人 ３ 歳 児 3,619
から ４ 歳 以 上 児 3,089
60人 乳 児 12,531
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 7,229

３ 歳 児 3,517
４ 歳 以 上 児 2,987
乳 児 12,365

設 置 １ ， ２ 歳 児 7,063
61人 ３ 歳 児 3,351
から ４ 歳 以 上 児 2,821
70人 乳 児 12,278
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 6,976

３ 歳 児 3,264
４ 歳 以 上 児 2,734
乳 児 12,169

設 置 １ ， ２ 歳 児 6,867
71人 ３ 歳 児 3,155
から ４ 歳 以 上 児 2,625
80人 乳 児 12,092
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 6,790

３ 歳 児 3,078
４ 歳 以 上 児 2,548
乳 児 12,012

設 置 １ ， ２ 歳 児 6,710
81人 ３ 歳 児 2,998
から ４ 歳 以 上 児 2,468
90人 乳 児 11,944
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 6,642

３ 歳 児 2,930
４ 歳 以 上 児 2,400
乳 児 11,568

設 置 １ ， ２ 歳 児 6,266
91人 ３ 歳 児 2,554
から ４ 歳 以 上 児 2,024
100人 乳 児 11,507
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 6,205

３ 歳 児 2,493
４ 歳 以 上 児 1,963

   保育単価に含まれている管理費
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 その保育所の  その保育所の長がその月 そ の 月 初 日
 その月初日の  初日において設置又は未 の 入 所 児 童 管理費

 定員区分  設置(欠員・無給)の区分 の 年 齢 区 分
乳 児 11,498

設 置 １ ， ２ 歳 児 6,196
101人 ３ 歳 児 2,484
から ４ 歳 以 上 児 1,954
110人 乳 児 11,442
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 6,140

３ 歳 児 2,428
４ 歳 以 上 児 1,898
乳 児 11,436

設 置 １ ， ２ 歳 児 6,134
111人 ３ 歳 児 2,422
から ４ 歳 以 上 児 1,892
120人 乳 児 11,385
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 6,083

３ 歳 児 2,371
４ 歳 以 上 児 1,841
乳 児 11,384

設 置 １ ， ２ 歳 児 6,082
121人 ３ 歳 児 2,370
から ４ 歳 以 上 児 1,840
130人 乳 児 11,337
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 6,035

３ 歳 児 2,323
４ 歳 以 上 児 1,793
乳 児 11,342

設 置 １ ， ２ 歳 児 6,040
131人 ３ 歳 児 2,328
から ４ 歳 以 上 児 1,798
140人 乳 児 11,298
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 5,996

３ 歳 児 2,284
４ 歳 以 上 児 1,754
乳 児 11,308

設 置 １ ， ２ 歳 児 6,006
141人 ３ 歳 児 2,294
から ４ 歳 以 上 児 1,764
150人 乳 児 11,267
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 5,965

３ 歳 児 2,253
４ 歳 以 上 児 1,723
乳 児 11,273

設 置 １ ， ２ 歳 児 5,971
151人 ３ 歳 児 2,259
から ４ 歳 以 上 児 1,729
160人 乳 児 11,235
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 5,933

３ 歳 児 2,221
４ 歳 以 上 児 1,691
乳 児 11,245

設 置 １ ， ２ 歳 児 5,943
161人 ３ 歳 児 2,231
から ４ 歳 以 上 児 1,701
170人 乳 児 11,209
まで 未 設 置 １ ， ２ 歳 児 5,907

３ 歳 児 2,195
４ 歳 以 上 児 1,665
乳 児 11,221

設 置 １ ， ２ 歳 児 5,919
３ 歳 児 2,207

171人 ４ 歳 以 上 児 1,677
以上 乳 児 11,187

未 設 置 １ ， ２ 歳 児 5,885
３ 歳 児 2,173
４ 歳 以 上 児 1,643
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（案） 
 

 

                雇 児 発 ※ 第 ※ 号 
平 成 ２ ６ 年 ※ 月 ※ 日 

 
 

都道府県知事 
各 指定都市市長 殿 
  中 核 市 市 長 
 
 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 
 
 

 
平成２６年度小規模保育所に係る保育単価について 

 
 
 

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金の交付要綱については、本日付厚生労働事務

次官通知をもって一部改正されたところであるが、同通知の第３の３により、小規模保育

所（平成１２年３月３０日児発第２９６号厚生省児童家庭局長通知「小規模保育所の設置

認可等について」により承認され、同通知の第１の２のただし書の適用を受けたもの）に

適用される保育単価を別紙のとおり定め、平成２６年度分について適用することとしたの

で通知する。 

  なお、保育単価に含まれている管理費は別紙（参考）のとおりである。 

資料３
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別    紙
小規模保育所適用保育単価表

その保育 その保育 その保育所の長 その月初日 基本分
所の所在 所のその がその月初日に
する地域 月初日の おいて設置又は の入所児童 保育単価

区分 定員区分 未設置（欠員・ 12.0％ 10.0％  8.0％  4.0％
無 給 ） の 区 分 の年齢区分 (第１欄) 加算分 加算分 加算分 加算分

円 円 円 円 円

乳 児 226,430 25,980 21,660 17,320 8,660
設 置 １，２歳児 155,420 17,460 14,560 11,640 5,820

３ 歳 児 102,550 11,500 9,590 7,660 3,830
２０人 ４歳以上児 95,450 10,650 8,880 7,100 3,550
まで 乳 児 201,060 22,940 19,120 15,290 7,640

未 設 置 １，２歳児 130,050 14,420 12,020 9,610 4,800
18/100 ３ 歳 児 77,180 8,460 7,050 5,630 2,810

４歳以上児 70,080 7,610 6,340 5,070 2,530
地　域 乳 児 202,500 23,120 19,260 15,410 7,700

設 置 １，２歳児 131,430 14,590 12,150 9,720 4,860
２１人 ３ 歳 児 78,510 8,620 7,180 5,740 2,870
から ４歳以上児 71,410 7,770 6,470 5,180 2,590

３０人 乳 児 185,580 21,090 17,570 14,050 7,020
まで 未 設 置 １，２歳児 114,510 12,560 10,460 8,360 4,180

３ 歳 児 61,590 6,590 5,490 4,380 2,190
４歳以上児 54,490 5,740 4,780 3,820 1,910
乳 児 221,630 25,400 21,180 16,940 8,460

設 置 １，２歳児 152,230 17,080 14,240 11,390 5,690
３ 歳 児 100,490 11,250 9,380 7,500 3,740

２０人 ４歳以上児 93,550 10,420 8,690 6,950 3,470
まで 乳 児 196,890 22,440 18,700 14,960 7,470

未 設 置 １，２歳児 127,490 14,120 11,760 9,410 4,700
15/100 ３ 歳 児 75,750 8,290 6,900 5,520 2,750

４歳以上児 68,810 7,460 6,210 4,970 2,480
地　域 乳 児 198,190 22,600 18,830 15,070 7,530

設 置 １，２歳児 128,740 14,260 11,880 9,510 4,750
２１人 ３ 歳 児 76,950 8,430 7,020 5,620 2,800
から ４歳以上児 70,010 7,600 6,330 5,070 2,530

３０人 乳 児 181,700 20,620 17,180 13,750 6,870
まで 未 設 置 １，２歳児 112,250 12,280 10,230 8,190 4,090

３ 歳 児 60,460 6,450 5,370 4,300 2,140
４歳以上児 53,520 5,620 4,680 3,750 1,870
乳 児 216,810 24,840 20,700 16,560 8,280

設 置 １，２歳児 149,030 16,700 13,920 11,130 5,560
３ 歳 児 98,410 11,010 9,170 7,340 3,670

２０人 ４歳以上児 91,640 10,200 8,500 6,800 3,400
まで 乳 児 192,720 21,940 18,290 14,630 7,310

未 設 置 １，２歳児 124,940 13,800 11,510 9,200 4,590
12/100 ３ 歳 児 74,320 8,110 6,760 5,410 2,700

４歳以上児 67,550 7,300 6,090 4,870 2,430
地　域 乳 児 193,900 22,080 18,400 14,710 7,350

設 置 １，２歳児 126,060 13,940 11,610 9,290 4,640
２１人 ３ 歳 児 75,400 8,240 6,860 5,490 2,740
から ４歳以上児 68,620 7,430 6,190 4,950 2,470

３０人 乳 児 177,830 20,160 16,800 13,430 6,710
まで 未 設 置 １，２歳児 109,990 12,020 10,010 8,010 4,000

３ 歳 児 59,330 6,320 5,260 4,210 2,100
４歳以上児 52,550 5,510 4,590 3,670 1,830
乳 児 213,610 24,440 20,370 16,290 8,140

設 置 １，２歳児 146,900 16,440 13,700 10,950 5,470
３ 歳 児 97,040 10,840 9,030 7,220 3,600

２０人 ４歳以上児 90,370 10,040 8,370 6,690 3,340
まで 乳 児 189,940 21,600 18,000 14,400 7,200

未 設 置 １，２歳児 123,230 13,600 11,330 9,060 4,530
10/100 ３ 歳 児 73,370 8,000 6,660 5,330 2,660

４歳以上児 66,700 7,200 6,000 4,800 2,400
地　域 乳 児 191,020 21,740 18,110 14,490 7,240

設 置 １，２歳児 124,260 13,720 11,440 9,150 4,570
２１人 ３ 歳 児 74,350 8,120 6,760 5,410 2,700
から ４歳以上児 67,680 7,320 6,100 4,880 2,440

３０人 乳 児 175,250 19,850 16,530 13,230 6,610
まで 未 設 置 １，２歳児 108,490 11,830 9,860 7,890 3,940

３ 歳 児 58,580 6,230 5,180 4,150 2,070
４歳以上児 51,910 5,430 4,520 3,620 1,810

 民 間 施 設 給 与 等 改 善 費  加 算 額 
(第２欄)
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乳 児 210,410 24,060 20,050 16,040 8,010
設 置 １，２歳児 144,770 16,190 13,490 10,790 5,390

３ 歳 児 95,660 10,670 8,890 7,110 3,550
２０人 ４歳以上児 89,100 9,890 8,240 6,590 3,290
まで 乳 児 187,170 21,270 17,730 14,180 7,080

未 設 置 １，２歳児 121,530 13,400 11,170 8,930 4,460
8/100 ３ 歳 児 72,420 7,880 6,570 5,250 2,620

４歳以上児 65,860 7,100 5,920 4,730 2,360
地　域 乳 児 188,160 21,390 17,830 14,250 7,120

設 置 １，２歳児 122,470 13,510 11,260 9,000 4,500
２１人 ３ 歳 児 73,310 7,990 6,660 5,320 2,660
から ４歳以上児 66,750 7,210 6,010 4,800 2,400

３０人 乳 児 172,670 19,530 16,280 13,020 6,500
まで 未 設 置 １，２歳児 106,980 11,650 9,710 7,770 3,880

３ 歳 児 57,820 6,130 5,110 4,090 2,040
４歳以上児 51,260 5,350 4,460 3,570 1,780
乳 児 207,200 23,680 19,730 15,780 7,880

設 置 １，２歳児 142,640 15,930 13,270 10,620 5,300
３ 歳 児 94,280 10,510 8,750 7,000 3,490

２０人 ４歳以上児 87,830 9,740 8,110 6,490 3,240
まで 乳 児 184,380 20,940 17,450 13,960 6,970

未 設 置 １，２歳児 119,820 13,190 10,990 8,800 4,390
6/100 ３ 歳 児 71,460 7,770 6,470 5,180 2,580

４歳以上児 65,010 7,000 5,830 4,670 2,330
地　域 乳 児 185,290 21,050 17,540 14,030 7,010

設 置 １，２歳児 120,670 13,300 11,070 8,860 4,420
２１人 ３ 歳 児 72,280 7,870 6,550 5,240 2,610
から ４歳以上児 65,820 7,100 5,910 4,730 2,360

３０人 乳 児 170,080 19,220 16,020 12,810 6,400
まで 未 設 置 １，２歳児 105,460 11,470 9,550 7,640 3,810

３ 歳 児 57,070 6,040 5,030 4,020 2,000
４歳以上児 50,610 5,270 4,390 3,510 1,750
乳 児 202,390 23,100 19,250 15,400 7,700

設 置 １，２歳児 139,440 15,550 12,950 10,360 5,180
３ 歳 児 92,210 10,260 8,540 6,840 3,420

２０人 ４歳以上児 85,920 9,510 7,920 6,340 3,170
まで 乳 児 180,220 20,440 17,040 13,620 6,810

未 設 置 １，２歳児 117,270 12,890 10,740 8,580 4,290
3/100 ３ 歳 児 70,040 7,600 6,330 5,060 2,530

４歳以上児 63,750 6,850 5,710 4,560 2,280
地　域 乳 児 180,980 20,530 17,100 13,690 6,840

設 置 １，２歳児 117,980 12,970 10,800 8,650 4,320
２１人 ３ 歳 児 70,720 7,680 6,400 5,120 2,560
から ４歳以上児 64,420 6,930 5,770 4,620 2,310

３０人 乳 児 166,200 18,760 15,630 12,510 6,250
まで 未 設 置 １，２歳児 103,200 11,200 9,330 7,470 3,730

３ 歳 児 55,940 5,910 4,930 3,940 1,970
４歳以上児 49,640 5,160 4,300 3,440 1,720
乳 児 197,570 22,520 18,770 15,020 7,500

設 置 １，２歳児 136,240 15,160 12,630 10,110 5,050
３ 歳 児 90,140 10,010 8,340 6,680 3,330

２０人 ４歳以上児 84,010 9,280 7,730 6,190 3,090
まで 乳 児 176,040 19,940 16,620 13,290 6,640

未 設 置 １，２歳児 114,710 12,580 10,480 8,380 4,190
その他 ３ 歳 児 68,610 7,430 6,190 4,950 2,470

４歳以上児 62,480 6,700 5,580 4,460 2,230
地　域 乳 児 176,680 20,010 16,670 13,340 6,660

設 置 １，２歳児 115,290 12,650 10,540 8,430 4,210
２１人 ３ 歳 児 69,150 7,490 6,240 5,000 2,490
から ４歳以上児 63,020 6,760 5,630 4,510 2,250

３０人 乳 児 162,330 18,290 15,240 12,190 6,090
まで 未 設 置 １，２歳児 100,940 10,930 9,110 7,280 3,640

３ 歳 児 54,800 5,770 4,810 3,850 1,920
４歳以上児 48,670 5,040 4,200 3,360 1,680
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別紙(参考)

その保育所の  その保育所の長がその月 そ の 月 初 日

その月初日の  初日において設置又は未 の 入 所 児 童  管 理 費

定 員 区 分  設置(欠員・無給)の区分 の 年 齢 区 分

円

乳 児 15,109

１ ， ２ 歳 児 9,807

３ 歳 児 6,095

４ 歳 以 上 児 5,565

乳 児 14,804

１ ， ２ 歳 児 9,502

３ 歳 児 5,790

４ 歳 以 上 児 5,260

乳 児 13,670

１ ， ２ 歳 児 8,368

３ 歳 児 4,656

４ 歳 以 上 児 4,126

乳 児 13,467

１ ， ２ 歳 児 8,165

３ 歳 児 4,453

４ 歳 以 上 児 3,923

  小規模保育所適用保育単価に含まれている管理費

設 置

未 設 置

設 置

未 設 置

２１人から

３０人まで

２０人まで

-569-



（案） 

 

                 

雇 児 発 ※ 第 ※ 号 
平 成 ２ ６ 年 ※ 月 ※ 日 

 
 

都道府県知事 
各 指定都市市長 殿 
  中 核 市 市 長 
 
 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 
    

 
 

 
平成２６年度夜間保育所加算分保育単価について 

 
 
 

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金の交付要綱については、本日付厚生労働事務

次官通知をもって一部改正されたところであるが、同通知の第３の３により夜間保育所（平

成１２年３月３０日児発第２９８号厚生省児童家庭局長通知「夜間保育所の設置認可等に

ついて」により承認されたもの）に適用される加算分保育単価を別紙のとおり定め、平成

２６年度分について適用することとしたので通知する。 

資料４
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別  紙

夜間保育所加算分保育単価

12.0% 10.0% 8.0% 4.0%
加算分 加算分 加算分 加算分

円 円 円 円 円
３歳未満児 14,040 1,100 920 730 360

３歳以上児 15,650 1,100 920 730 360

円 円 円 円 円
３歳未満児 10,970 730 610 490 240

３歳以上児 12,570 730 610 490 240

円 円 円 円 円
３歳未満児 9,430 550 460 360 180

３歳以上児 11,040 550 460 360 180

円 円 円 円 円
３歳未満児 8,510 440 360 290 140

３歳以上児 10,110 440 360 290 140

円 円 円 円 円
３歳未満児 7,890 360 300 240 120

３歳以上児 9,500 360 300 240 120

円 円 円 円 円
３歳未満児 7,450 310 260 210 100

３歳以上児 9,060 310 260 210 100

円 円 円 円 円
３歳未満児 7,120 270 230 180 90

３歳以上児 8,730 270 230 180 90

円 円 円 円 円
３歳未満児 6,870 240 200 160 80

３歳以上児 8,470 240 200 160 80

夜間保育所加算分保育単価に含まれている事業費

年齢区分 基本分

円
３歳未満児 4,822

３歳以上児 6,429

81人から

90人まで

その保育所の
その月初日の
定 員 区 分

20人まで

21人から

30人まで

31人から

40人まで

41人から

50人まで

51人から

60人まで

61人から

70人まで

71人から

80人まで

年 齢 区 分 加 算 額

民 間 施 設 給 与 等 改 善 費
加 算 額 （ 第 ２ 欄 ）
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１

０
月

１
８

日
一

部
改

正
平

成
２

５
年

１
０

月
１

８
日

厚
生

労
働

省
発

雇
児

※
※

第
※

号
一

部
改

正
平

成
※

※
年

※
※

月
※

※
日

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長
中

核
市

市
長

厚
生

労
働

事
務

次
官

厚
生

労
働

事
務

次
官

保
育

対
策

等
促

進
事

業
費

の
国

庫
補

助
に

つ
い

て
保

育
対

策
等

促
進

事
業

費
の

国
庫

補
助

に
つ

い
て

標
記

の
国

庫
補

助
金

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
別

紙
「

保
育

対
策

等
促

進
事

業
費

補
助

金
標

記
の

国
庫

補
助

金
の

交
付

に
つ

い
て

は
、

別
紙

「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

費
補

助
金

交
付

要
綱

」
に

よ
り

行
う

こ
と

と
さ

れ
、

平
成

２
０

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
こ

と
と

交
付

要
綱

」
に

よ
り

行
う

こ
と

と
さ

れ
、

平
成

２
０

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
の

で
通

知
す

る
。

さ
れ

た
の

で
通

知
す

る
。

な
お

、
平

成
１

２
年

６
月

２
日

厚
生

省
発

児
第

１
０

２
号

「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

費
な

お
、

平
成

１
２

年
６

月
２

日
厚

生
省

発
児

第
１

０
２

号
「

保
育

対
策

等
促

進
事

業
費

の
国

庫
補

助
に

つ
い

て
」

は
廃

止
す

る
。

の
国

庫
補

助
に

つ
い

て
」

は
廃

止
す

る
。

お
っ

て
、

平
成

１
９

年
度

以
前

に
交

付
さ

れ
た

国
庫

補
助

金
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
お

っ
て

、
平

成
１

９
年

度
以

前
に

交
付

さ
れ

た
国

庫
補

助
金

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
貴

管
内

市
町

村
（

特
別

区
を

含
む

）
に

対
し

て
は

、
貴

職
よ

り
こ

の
旨

周
知

ま
た

、
貴

管
内

市
町

村
（

特
別

区
を

含
む

）
に

対
し

て
は

、
貴

職
よ

り
こ

の
旨

周
知

。
。

さ
れ

た
い

。
さ

れ
た

い
。

資料５
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改
正

後
改

正
前

別
紙

別
紙

保
育

対
策

等
促

進
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
保

育
対

策
等

促
進

事
業

費
補

助
金

交
付

要
綱

１
～

1
3

（
略

）
１

～
1
3

（
略

）
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改
正

後
改

正
前

別
表

別
表

１
区

分
２

基
準

額
３

対
象

経
費

４
補

助
率

1
区

分
２

基
準

額
３

対
象

経
費

４
補

助
率

１
（

略
）

（
略

）
１

／
３

１
（

略
）

（
略

）
１

／
３

保
保

２
休

日
・

夜
間

保
育

事
業

休
日

・
夜

間
保

育
事

業
に

２
休

日
・

夜
間

保
育

事
業

休
日

・
夜

間
保

育
事

業
に

育
（

１
）

休
日

保
育

事
業

（
認

可
保

育
所

）
必

要
な

経
費

育
（

１
）

休
日

保
育

事
業

（
認

可
保

育
所

）
必

要
な

経
費

①
基

本
分

①
基

本
分

（
）

（
）

年
間

延
べ

利
用

児
童

数
が

２
１

０
人

以
下

年
間

延
べ

利
用

児
童

数
が

２
１

０
人

以
下

対
１

か
所

当
た

り
年

額
1
,
3
5
1
,
0
0
0
円

対
１

か
所

当
た

り
年

額
1
,
3
3
7
,
0
0
0
円

②
（

略
）

②
（

略
）

策
策

（
２

）
休

日
保

育
事

業
（

認
可

保
育

所
以

外
）

（
２

）
休

日
保

育
事

業
（

認
可

保
育

所
以

外
）

等
①

基
本

分
等

①
基

本
分

（
年

間
延

べ
利

用
児

童
数

が
２

１
０

人
以

（
年

間
延

べ
利

用
児

童
数

が
２

１
０

人
以

下
）

下
）

促
１

か
所

当
た

り
年

額
6
4
0
,
0
0
0
円

促
１

か
所

当
た

り
年

額
6
3
0
,
0
0
0
円

②
（

略
）

②
（

略
）

進
進

（
３

）
夜

間
保

育
推

進
事

業
（

認
可

保
育

所
）

（
３

）
夜

間
保

育
推

進
事

業
（

認
可

保
育

所
）

事
１

か
所

当
た

り
年

額
2
,
5
4
6
,
0
0
0
円

事
１

か
所

当
た

り
年

額
2
,
5
2
6
,
0
0
0
円

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

保
育

所
に

あ
っ

て
は

、
1
,
2
7
3
,
0
0
0
円

）
保

育
所

に
あ

っ
て

は
、

1
,
2
6
3
,
0
0
0
円

）
業

業
（

４
）

夜
間

保
育

推
進

事
業

（
４

）
夜

間
保

育
推

進
事

業
（

認
可

保
育

所
以

外
）

（
認

可
保

育
所

以
外

）
１

か
所

当
た

り
年

額
1
,
5
2
1
,
0
0
0
円

１
か

所
当

た
り

年
額

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

施
設

に
あ

っ
て

は
、

7
6
0
,
5
0
0
円

）
施

設
に

あ
っ

て
は

、
7
5
0
,
0
0
0
円

）

３
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
３

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

（
１

）
病

児
対

応
型

に
必

要
な

経
費

（
１

）
病

児
対

応
型

に
必

要
な

経
費

①
基

本
分

①
基

本
分

１
か

所
当

た
り

年
額

2
,
4
1
7
,
0
0
0
円

１
か

所
当

た
り

年
額

2
,
4
0
0
,
0
0
0
円
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②
加

算
分

②
加

算
分

（
基

本
分

に
加

え
、

年
間

延
べ

利
用

児
童

（
基

本
分

に
加

え
、

年
間

延
べ

利
用

児
童

数
に

よ
り

区
分

さ
れ

る
次

に
定

め
る

額
を

数
に

よ
り

区
分

さ
れ

る
次

に
定

め
る

額
を

加
算

）
加

算
）

１
か

所
当

た
り

年
額

１
か

所
当

た
り

年
額

5
0
4
,
0
0
0
円

5
0
0
,
0
0
0
円

（
1
0
人

以
上

5
0
人

未
満

）
（

1
0
人

以
上

5
0
人

未
満

）

2
,
5
1
8
,
0
0
0
円

2
,
5
0
0
,
0
0
0
円

（
5
0
人

以
上

2
0
0
人

未
満

）
（

5
0
人

以
上

2
0
0
人

未
満

）

4
,
2
8
0
,
0
0
0
円

4
,
2
5
0
,
0
0
0
円

（
2
0
0
人

以
上

4
0
0
人

未
満

）
（

2
0
0
人

以
上

4
0
0
人

未
満

）

6
,
2
9
4
,
0
0
0
円

6
,
2
5
0
,
0
0
0
円

（
4
0
0
人

以
上

6
0
0
人

未
満

）
（

4
0
0
人

以
上

6
0
0
人

未
満

）

7
,
8
0
4
,
0
0
0
円

7
,
7
5
0
,
0
0
0
円

（
6
0
0
人

以
上

8
0
0
人

未
満

）
（

6
0
0
人

以
上

8
0
0
人

未
満

）

9
,
8
1
8
,
0
0
0
円

9
,
7
5
0
,
0
0
0
円

（
8
0
0
人

以
上

1
,
0
0
0
人

未
満

）
（

8
0
0
人

以
上

1
,
0
0
0
人

未
満

）

1
1
,
8
3
2
,
0
0
0
円

1
1
,
7
5
0
,
0
0
0
円

（
1
,
0
0
0
人

以
上

1
,
2
0
0
人

未
満

）
（

1
,
0
0
0
人

以
上

1
,
2
0
0
人

未
満

）

1
3
,
8
4
6
,
0
0
0
円

1
3
,
7
5
0
,
0
0
0
円

（
1
,
2
0
0
人

以
上

1
,
4
0
0
人

未
満

）
（

1
,
2
0
0
人

以
上

1
,
4
0
0
人

未
満

）

1
5
,
8
6
0
,
0
0
0
円

1
5
,
7
5
0
,
0
0
0
円

（
1
,
4
0
0
人

以
上

1
,
6
0
0
人

未
満

）
（

1
,
4
0
0
人

以
上

1
,
6
0
0
人

未
満

）

1
7
,
8
7
4
,
0
0
0
円

1
7
,
7
5
0
,
0
0
0
円

（
1
,
6
0
0
人

以
上

1
,
8
0
0
人

未
満

）
（

1
,
6
0
0
人

以
上

1
,
8
0
0
人

未
満

）

1
9
,
8
8
8
,
0
0
0
円

1
9
,
7
5
0
,
0
0
0
円

（
1
,
8
0
0
人

以
上

2
,
0
0
0
人

未
満

）
（

1
,
8
0
0
人

以
上

2
,
0
0
0
人

未
満

）

（
）

（
）

2
1
,
9
0
2
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
人

以
上

2
1
,
7
5
0
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
人

以
上

（
２

）
（

略
）

（
２

）
（

略
）

（
３

）
普

及
定

着
促

進
費

（
開

設
準

備
経

費
）

（
３

）
普

及
定

着
促

進
費

（
病

児
対

応
型

）
（

病
児

対
応

型
）

１
か

所
当

た
り

年
額

5
0
0
,
0
0
0
円

（
事

業
開

始
の

前
年

度
又

は
事

業
開

始
（

事
業

開
始

の
前

年
度

又
は

事
業

開
始

年
度

）
年

度
１

回
限

り
）
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①
改

修
費

等
１

か
所

当
た

り
4
,
0
0
0
,
0
0
0
円

②
礼

金
及

び
賃

借
料

（
開

設
前

月
分

）
１

か
所

当
た

り
6
0
0
,
0
0
0
円

（
４

）
病

後
児

対
応

型
（

４
）

病
後

児
対

応
型

①
基

本
分

①
基

本
分

１
か

所
当

た
り

年
額

2
,
0
0
6
,
0
0
0
円

１
か

所
当

た
り

年
額

2
,
0
0
0
,
0
0
0
円

②
加

算
分

②
加

算
分

（
基

本
分

に
加

え
、

年
間

延
べ

利
用

児
童

（
基

本
分

に
加

え
、

年
間

延
べ

利
用

児
童

数
に

よ
り

区
分

さ
れ

る
次

に
定

め
る

額
を

数
に

よ
り

区
分

さ
れ

る
次

に
定

め
る

額
を

加
算

）
加

算
）

１
か

所
当

た
り

年
額

１
か

所
当

た
り

年
額

4
0
1
,
0
0
0
円

4
0
0
,
0
0
0
円

（
1
0
人

以
上

5
0
人

未
満

）
（

1
0
人

以
上

5
0
人

未
満

）

2
,
2
0
7
,
0
0
0
円

2
,
2
0
0
,
0
0
0
円

（
5
0
人

以
上

2
0
0
人

未
満

）
（

5
0
人

以
上

2
0
0
人

未
満

）

3
,
1
0
9
,
0
0
0
円

3
,
1
0
0
,
0
0
0
円

（
2
0
0
人

以
上

4
0
0
人

未
満

）
（

2
0
0
人

以
上

4
0
0
人

未
満

）

5
,
0
1
5
,
0
0
0
円

5
,
0
0
0
,
0
0
0
円

（
4
0
0
人

以
上

6
0
0
人

未
満

）
（

4
0
0
人

以
上

6
0
0
人

未
満

）

6
,
8
2
0
,
0
0
0
円

6
,
8
0
0
,
0
0
0
円

（
6
0
0
人

以
上

8
0
0
人

未
満

）
（

6
0
0
人

以
上

8
0
0
人

未
満

）

8
,
7
2
6
,
0
0
0
円

8
,
7
0
0
,
0
0
0
円

（
8
0
0
人

以
上

1
,
0
0
0
人

未
満

）
（

8
0
0
人

以
上

1
,
0
0
0
人

未
満

）

1
0
,
6
3
2
,
0
0
0
円

1
0
,
6
0
0
,
0
0
0
円

（
1
,
0
0
0
人

以
上

1
,
2
0
0
人

未
満

）
（

1
,
0
0
0
人

以
上

1
,
2
0
0
人

未
満

）

1
2
,
5
3
8
,
0
0
0
円

1
2
,
5
0
0
,
0
0
0
円

（
1
,
2
0
0
人

以
上

1
,
4
0
0
人

未
満

）
（

1
,
2
0
0
人

以
上

1
,
4
0
0
人

未
満

）

1
4
,
4
4
3
,
0
0
0
円

1
4
,
4
0
0
,
0
0
0
円

（
1
,
4
0
0
人

以
上

1
,
6
0
0
人

未
満

）
（

1
,
4
0
0
人

以
上

1
,
6
0
0
人

未
満

）

1
6
,
3
4
9
,
0
0
0
円

1
6
,
3
0
0
,
0
0
0
円

（
1
,
6
0
0
人

以
上

1
,
8
0
0
人

未
満

）
（

1
,
6
0
0
人

以
上

1
,
8
0
0
人

未
満

）
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1
8
,
2
5
5
,
0
0
0
円

1
8
,
2
0
0
,
0
0
0
円

（
1
,
8
0
0
人

以
上

2
,
0
0
0
人

未
満

）
（

1
,
8
0
0
人

以
上

2
,
0
0
0
人

未
満

）

（
）

（
）

2
0
,
1
6
0
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
人

以
上

2
0
,
1
0
0
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
人

以
上

（
５

）
（

略
）

（
５

）
（

略
）

（
６

）
普

及
定

着
促

進
費

（
開

設
準

備
経

費
）

（
６

）
普

及
定

着
促

進
費

（
病

後
児

対
応

型
）

（
病

後
児

対
応

型
）

１
か

所
当

た
り

年
額

5
0
0
,
0
0
0
円

（
事

業
開

始
の

前
年

度
又

は
事

業
開

始
（

事
業

開
始

の
前

年
度

又
は

事
業

開
始

年
度

）
年

度
１

回
限

り
）

①
改

修
費

等
１

か
所

当
た

り
4
,
0
0
0
,
0
0
0
円

②
礼

金
及

び
賃

借
料

（
開

設
前

月
分

）
１

か
所

当
た

り
6
0
0
,
0
0
0
円

（
７

）
（

略
）

（
７

）
（

略
）

（
８

）
非

施
設

型
（

訪
問

型
）

（
８

）
非

施
設

型
（

訪
問

型
）

１
か

所
当

た
り

年
額

6
,
8
8
2
,
0
0
0
円

１
か

所
当

た
り

年
額

6
,
7
1
1
,
0
0
0
円

（
た

だ
し

、
実

施
期

間
が

６
か

月
未

満
（

た
だ

し
、

実
施

期
間

が
６

か
月

未
満

、
）

、
）

の
施

設
に

あ
っ

て
は

3
,
4
4
1
,
0
0
0
円

の
施

設
に

あ
っ

て
は

3
,
3
5
5
,
5
0
0
円

４
待

機
児

童
解

消
促

進
等

事
業

待
機

児
童

解
消

促
進

等
事

４
待

機
児

童
解

消
促

進
等

事
業

待
機

児
童

解
消

促
進

等
事

（
１

（
削

除
）

業
に

必
要

な
経

費
（

１
）

家
庭

的
保

育
事

業
業

に
必

要
な

経
費

）
①

家
庭

的
保

育
者

経
費

児
童

１
人

当
た

り
月

額
5
2
,
2
0
0
円

②
家

庭
的

保
育

支
援

者
経

費
ア

家
庭

的
保

育
者

６
人

以
上

に
対

し
配

置
す

る
場

合
家

庭
的

保
育

支
援

者
１

人
当

た
り

年
額

4
,
5
3
5
,
0
0
0
円

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

場
合

は
、

2
,
2
6
7
,
0
0
0
円

）
イ

家
庭

的
保

育
者

３
～

５
人

に
対

し
配

置
す

る
場

合
家

庭
的

保
育

支
援

者
１

人
当

た
り

年
額

2
,
2
6
7
,
0
0
0
円

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

場
合

は
、

1
,
1
3
3
,
0
0
0
円

）
③

連
携

保
育

所
経

費
又

は
実

施
保

育
所

経
費

ア
基

本
分

１
か

所
当

た
り

年
額

8
0
0
,
0
0
0
円

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

場
合

は
、

4
0
0
,
0
0
0
円

）
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イ
加

算
分

基
本

分
に

加
え

家
庭

的
保

育
者

１
人

に
つ

き
次

の
年

額
単

価
を

加
算

1
2
0
,
0
0
0
円

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

場
合

は
、

6
0
,
0
0
0
円

）
④

家
庭

的
保

育
補

助
者

経
費

児
童

１
人

当
た

り
月

額
2
6
,
0
0
0
円

※
家

庭
的

保
育

補
助

者
を

雇
用

し
て

い
る

場
合

の
み

算
定

す
る

こ
と

⑤
家

庭
的

保
育

開
設

準
備

経
費

定
員

１
人

当
た

り
2
6
,
0
0
0
円

※
家

庭
的

保
育

事
業

（
安

心
こ

ど
も

「
基

金
管

理
運

営
要

領
（

平
成

2
1
年

」
3
月

5
日

2
0
文

科
初

第
1
2
7
9
号

･
雇

児
発

第
0
3
0
5
0
0
5
号

文
部

科
学

省
初

等
中

等
教

育
局

長
、

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
児

童
家

庭
局

長
連

名
通

知
の

別
紙

）
の

別
添

６
の

２
に

定
め

る
「

グ
ル

ー
プ

型
小

規
模

保
育

」
を

含
む

）
を

新
規

に
開

始
す

る
場

。
合

の
み

算
定

す
る

こ
と

（
２

（
削

除
）

（
２

）
認

可
化

移
行

促
進

事
業

）
１

か
所

当
た

り
年

額
2
,
0
0
0
,
0
0
0
円

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

施
設

に
あ

っ
て

は
、

1
,
0
0
0
,

0
0
0
円

）

（
１

）
保

育
所

分
園

推
進

事
業

（
３

）
保

育
所

分
園

推
進

事
業

１
か

所
当

た
り

年
額

1
,
2
3
4
,
0
0
0
円

１
か

所
当

た
り

年
額

1
,
2
0
0
,
0
0
0
円

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

６
か

月
未

満
の

場
合

は
、

6
1
7
,
0
0
0
円

）
満

の
場

合
は

、
6
0
0
,
0
0
0
円

）

（
２

）
認

可
外

保
育

施
設

の
衛

生
・

安
全

対
（

４
）

認
可

外
保

育
施

設
の

衛
生

・
安

全
対

策
事

業
策

事
業

１
市

町
村

当
た

り
年

額
3
5
3
,
0
0
0
円

１
市

町
村

当
た

り
年

額
3
5
4
,
0
0
0
円

５
保

育
環

境
改

善
等

事
業

保
育

環
境

改
善

等
事

業
に

５
保

育
環

境
改

善
等

事
業

保
育

環
境

改
善

等
事

業
に

（
１

）
基

本
改

善
事

業
必

要
な

経
費

（
１

）
基

本
改

善
事

業
必

要
な

経
費

１
事

業
当

た
り

7
,
2
0
0
,
0
0
0
円

１
事

業
当

た
り

7
,
0
0
0
,
0
0
0
円

（
２

）
環

境
改

善
事

業
（

２
）

環
境

改
善

事
業

１
事

業
当

た
り

1
,
0
2
9
,
0
0
0
円

１
事

業
当

た
り

1
,
0
0
0
,
0
0
0
円
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６
延

長
保

育
促

進
事

業
延

長
保

育
促

進
事

業
に

必
６

延
長

保
育

促
進

事
業

延
長

保
育

促
進

事
業

に
必

（
１

）
延

長
保

育
推

進
事

業
（

基
本

分
）

要
な

経
費

（
１

）
延

長
保

育
推

進
事

業
（

基
本

分
）

要
な

経
費

（
１

か
所

当
た

り
年

額
）

（
１

か
所

当
た

り
年

額
）

①
民

間
保

育
所

4
,
5
9
1
,
0
0
0
円

①
民

間
保

育
所

4
,
5
6
9
,
0
0
0
円

②
小

規
模

保
育

事
業

（
Ａ

型
）

②
小

規
模

保
育

事
業

（
Ａ

型
）

4
,
5
9
1
,
0
0
0
円

4
,
5
6
9
,
0
0
0
円

③
小

規
模

保
育

事
業

（
Ｂ

型
）

③
小

規
模

保
育

事
業

（
Ｂ

型
）

3
,
1
3
3
,
0
0
0
円

3
,
1
2
2
,
0
0
0
円

④
小

規
模

保
育

事
業

（
Ｃ

型
）

④
小

規
模

保
育

事
業

（
Ｃ

型
）

2
,
7
8
3
,
0
0
0
円

2
,
7
5
6
,
0
0
0
円

（
２

）
延

長
保

育
事

業
（

加
算

分
）

（
２

）
延

長
保

育
事

業
（

加
算

分
）

（
延

長
時

間
に

よ
り

区
分

さ
れ

る
次

に
定

め
（

延
長

時
間

に
よ

り
区

分
さ

れ
る

次
に

定
め

る
額

と
す

る
）

る
額

と
す

る
）

（
１

事
業

当
た

り
年

額
）

（
１

事
業

当
た

り
年

額
）

①
民

間
保

育
所

①
民

間
保

育
所

3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）
3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）

1
,
3
4
2
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）
1
,
3
3
5
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）

2
,
1
6
6
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）
2
,
1
4
8
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）

4
,
6
2
4
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）
4
,
5
9
2
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）

5
,
3
8
2
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）
5
,
3
4
9
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）

②
小

規
模

保
育

事
業

（
Ａ

型
）

②
小

規
模

保
育

事
業

（
Ａ

型
）

ア
食

事
に

つ
い

て
、

事
業

所
内

で
調

ア
食

事
に

つ
い

て
、

事
業

所
内

で
調

理
す

る
方

法
に

よ
り

提
供

す
る

事
業

理
す

る
方

法
に

よ
り

提
供

す
る

事
業

所
及

び
連

携
施

設
又

は
給

食
搬

入
施

所
及

び
連

携
施

設
又

は
給

食
搬

入
施

設
か

ら
食

事
を

調
理

・
搬

入
し

て
提

設
か

ら
食

事
を

調
理

・
搬

入
し

て
提

供
す

る
事

業
所

（
以

下
「

自
園

調
供

す
る

事
業

所
（

以
下

「
自

園
調

、
、

理
等

の
事

業
所

」
と

い
う

）
理

等
の

事
業

所
」

と
い

う
）

。
。

3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）
3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）

1
,
0
4
5
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）
1
,
0
4
4
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）

1
,
3
1
1
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）
1
,
3
0
7
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）

3
,
5
4
6
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）
3
,
5
2
9
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）

4
,
0
8
2
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）
4
,
0
6
4
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）

イ
食

事
に

つ
い

て
、

そ
の

他
の

方
法

イ
食

事
に

つ
い

て
、

そ
の

他
の

方
法

に
よ

り
提

供
す

る
事

業
所

（
以

下
、

に
よ

り
提

供
す

る
事

業
所

（
以

下
、

「
そ

の
他

の
事

業
所

」
と

い
う

）
「

そ
の

他
の

事
業

所
」

と
い

う
）

。
。

3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）
3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）

-579-



9
9
9
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）
9
9
9
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）

1
,
1
6
6
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）
1
,
1
6
6
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）

2
,
9
5
3
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）
2
,
9
3
9
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）

3
,
2
8
9
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）
3
,
2
7
5
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）

③
小

規
模

保
育

事
業

（
Ｂ

型
）

③
小

規
模

保
育

事
業

（
Ｂ

型
）

ア
自

園
調

理
等

の
事

業
所

ア
自

園
調

理
等

の
事

業
所

3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）
3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）

1
,
0
3
4
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）
1
,
0
3
3
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）

1
,
2
8
2
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）
1
,
2
7
8
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）

3
,
4
9
6
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）
3
,
4
7
8
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）

4
,
0
0
9
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）
3
,
9
9
1
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）

イ
そ

の
他

の
事

業
所

イ
そ

の
他

の
事

業
所

3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）
3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）

9
8
8
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）
9
8
8
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）

1
,
1
3
8
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）
1
,
1
3
8
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）

2
,
9
0
2
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）
2
,
8
8
8
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）

3
,
2
1
6
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）
3
,
2
0
2
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）

④
小

規
模

保
育

事
業

（
Ｃ

型
）

④
小

規
模

保
育

事
業

（
Ｃ

型
）

ア
自

園
調

理
等

の
事

業
所

ア
自

園
調

理
等

の
事

業
所

3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）
3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）

9
4
4
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）
9
4
3
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）

1
,
1
9
2
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）
1
,
1
8
8
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）

3
,
3
5
9
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）
3
,
3
2
1
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）

3
,
8
7
2
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）
3
,
8
3
4
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）

イ
そ

の
他

の
事

業
所

イ
そ

の
他

の
事

業
所

3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）
3
0
0
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
3
0
分

）

8
9
8
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）
8
9
8
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
１

時
間

）
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1
,
0
4
8
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）
1
,
0
4
8
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
２

～
３

時
間

）

2
,
7
6
6
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）
2
,
7
3
1
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
４

～
５

時
間

）

3
,
0
7
9
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）
3
,
0
4
4
,
0
0
0
円

（
延

長
時

間
６

時
間

以
上

）

(
た

だ
し

（
１

）
及

び
（

２
）

と
も

に
事

業
(
た

だ
し

（
１

）
及

び
（

２
）

と
も

に
事

業
、

、
期

間
が

６
か

月
未

満
の

施
設

に
あ

っ
て

は
、

該
期

間
が

６
か

月
未

満
の

施
設

に
あ

っ
て

は
、

該
当

す
る

１
か

所
（

事
業

）
当

た
り

年
額

に
２

分
当

す
る

１
か

所
（

事
業

）
当

た
り

年
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
額

を
基

準
額

と
す

る
）

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
を

基
準

額
と

す
る

）

別
紙

様
式

１
～

２
（

略
）

別
紙

様
式

１
～

２
（

略
）

別
表

１
（

略
）

別
表

１
（

略
）
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新
　

　
旧

　
　

対
　

　
照

　
　

表

改
　

　
　

正
　

　
　

前
改

　
　

　
正

　
　

　
後

別表２

都道府県名

支出
予定額

②

寄付金その他
の収入額

③

差引額
（②－③）=④

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．特定保育事業

２．休日・夜間保育事業 （ ）

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所）
（ ）

　　（４）夜間保育推進事業

　　　　　　　（認可保育所以外） （ ）

３．病児・病後児保育事業 （ ）

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者減免分加算（病児対応型）
（ ）

　　（３）普及定着促進費（病児対応型）
（ ）

　　（４）病後児対応型

　　（５）低所得者減免分加算（病後児対応型）
（ ）

　　（６）普及定着促進費（病後児対応型）
（ ）

　　（７）体調不良児対応型 （ ）

　　（８）非施設型（訪問型） （ ）

４．待機児童解消促進等事業 （ ）

　　（１）家庭的保育事業
（ ）

　　（２）認可化移行促進事業
（ ）

　　（３）保育所分園推進事業
（ ）

　　（４）認可外保育施設の衛生・

　　　　安全対策事業

５．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

６．延長保育促進事業

　　（１）延長保育推進事業（基本分）
（ ）

　　（２）延長保育事業（加算分）
（ ）

合計

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金所要額内訳表

１．都道府県分

区分内訳

か所数
　①

対象経費

基 準 額
⑤

選　  定　  額
⑥

合計
⑦

都道府県
補助額

⑧

　　　２．⑩は、各事業ごとに千円未満切り捨てで記入のこと。

国 庫 補 助
　基 本 額

⑨

要国庫
補助額

（⑨×１／２）
⑩

か所

都道府県
合計

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、３（２）・(５)は減免した人数を、４(１)は「家庭的保育者数」を、６(２)は事業数を記入すること。

別表２

都道府県名

支出
予定額

②

寄付金その他
の収入額

③

差引額
（②－③）=④

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．特定保育事業

２．休日・夜間保育事業 （ ）

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所）
（ ）

　　（４）夜間保育推進事業

　　　　　　　（認可保育所以外） （ ）

３．病児・病後児保育事業 （ ）

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者減免分加算（病児対応型）
（ ）

　　（３）普及定着促進費（開設準備経費）

　　　　（病児対応型） （ ）

　　（４）病後児対応型

　　（５）低所得者減免分加算（病後児対応型）
（ ）

　　（６）普及定着促進費（開設準備経費）

　　　　（病後児対応型） （ ）

　　（７）体調不良児対応型 （ ）

　　（８）非施設型（訪問型） （ ）

４．待機児童解消促進等事業 （ ）

　　（１）保育所分園推進事業
（ ）

　　（２）認可外保育施設の衛生・

　　　　安全対策事業

５．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

６．延長保育促進事業

　　（１）延長保育推進事業（基本分）
（ ）

　　（２）延長保育事業（加算分）
（ ）

合計

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金所要額内訳表

１．都道府県分

区分内訳

か所数
　①

対象経費

基 準 額
⑤

選　  定　  額
⑥

合計
⑦

都道府県
補助額

⑧

　　　２．⑩は、各事業ごとに千円未満切り捨てで記入のこと。

国 庫 補 助
　基 本 額

⑨

要国庫
補助額

（⑨×１／２）
⑩

か所

都道府県
合計

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、３（２）・(５)は減免した人数を、６(２)は事業数を記入すること。
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改
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正

　
　

　
後

別表２

都道府県名

支出
予定額

②

寄付金その他
の収入額

③

差引額
（②－③）=④

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．特定保育事業

２．休日・夜間保育事業

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所）
（ ）

　　（４）夜間保育推進事業

　　　　　　　（認可保育所以外） （ ）

３．病児・病後児保育事業

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者減免分加算（病児対応型）
（ ）

　　（３）普及定着促進費（病児対応型）
（ ）

　　（４）病後児対応型

　　（５）低所得者減免分加算（病後児対応型）
（ ）

　　（６）普及定着促進費（病後児対応型）
（ ）

　　（７）体調不良児対応型 （ ）

　　（８）非施設型（訪問型） （ ）

４．待機児童解消促進等事業

　　（１）家庭的保育事業
（ ）

　　（２）認可化移行促進事業
（ ）

　　（３）保育所分園推進事業
（ ）

　　（４）認可外保育施設の衛生・

　　　　安全対策事業

５．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

６．延長保育促進事業

　　（１）延長保育推進事業（基本分）
（ ）

　　（２）延長保育事業（加算分）
（ ）

合計

国 庫 補 助
　基 本 額
（⑦と⑧を比較

して少ない方の

額）⑨

要国庫
補助額

（⑨×１／２）
⑩

か所

○○市

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、３（２）・(５)は減免した人数を、４(１)は「家庭的保育者数」を、６(２)は事業数を記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金所要額内訳表

１．都道府県分

区分内訳

か所数
　①

対象経費

基 準 額
⑤

選　  定　  額
（④と⑤を比較

して少ない方の

額）⑥

（⑥×２／３）
＝⑦

都道府県
補助額

⑧

別表２

都道府県名

支出
予定額

②

寄付金その他
の収入額

③

差引額
（②－③）=④

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．特定保育事業

２．休日・夜間保育事業

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所）
（ ）

　　（４）夜間保育推進事業

　　　　　　　（認可保育所以外） （ ）

３．病児・病後児保育事業

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者減免分加算（病児対応型）
（ ）

　　（３）普及定着促進費（開設準備経費）

　　　　（病児対応型） （ ）

　　（４）病後児対応型

　　（５）低所得者減免分加算（病後児対応型）
（ ）

　　（６）普及定着促進費（開設準備経費）

　　　　（病後児対応型） （ ）

　　（７）体調不良児対応型 （ ）

　　（８）非施設型（訪問型） （ ）

４．待機児童解消促進等事業

　　（１）保育所分園推進事業
（ ）

　　（２）認可外保育施設の衛生・

　　　　安全対策事業

５．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

６．延長保育促進事業

　　（１）延長保育推進事業（基本分）
（ ）

　　（２）延長保育事業（加算分）
（ ）

合計

国 庫 補 助
　基 本 額
（⑦と⑧を比較

して少ない方の

額）⑨

要国庫
補助額

（⑨×１／２）
⑩

か所

○○市

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、３（２）・(５)は減免した人数を、６(２)は事業数を記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金所要額内訳表

１．都道府県分

区分内訳

か所数
　①

対象経費

基 準 額
⑤

選　  定　  額
（④と⑤を比較

して少ない方の

額）⑥

（⑥×２／３）
＝⑦

都道府県
補助額

⑧
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別表２

指 定 都 市 名
中 核 市 名

２．指定都市・中核市分

支出予定額
②

寄付金その他
の収入額

③

差引額
（②－③）=④

円 円 円 円 円 円

１．特定保育事業

２．休日・夜間保育事業

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所）
（ ）

　　（４）夜間保育推進事業（認可保育所以外）
（ ）

３．病児・病後児保育事業

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者減免分加算（病児対応型）
（ ）

　　（３）普及定着促進費（病児対応型）
（ ）

　　（４）病後児対応型

　　（５）低所得者減免分加算（病後児対応型）
（ ）

　　（６）普及定着促進費（病後児対応型）
（ ）

　　（７）体調不良児対応型
（ ）

　　（８）非施設型（訪問型）
（ ）

４．待機児童解消促進等事業

　　（１）家庭的保育事業
（ ）

　　（２）認可化移行促進事業
（ ）

　　（３）保育所分園推進事業
（ ）

　　（４）認可外保育施設の衛生・安全対策事業

５．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

６．延長保育促進事業

　　（１）延長保育推進事業（基本分）
（ ）

　　（２）延長保育事業（加算分）
（ ）

合計

　　　２．⑦は、各事業ごとに千円未満切り捨てで記入のこと。

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、３（2）・(5)は減免した人数を、４(1)は「家庭的保育者数」を、６(2)は事業数を記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金所要額内訳表

内訳

か所数
　①

対象経費

基 準 額
⑤

国 庫 補 助
　基 本 額

（④と⑤を比較して少
ない方の額）⑥

要国庫
補助額

（⑥×１／３）
⑦

か所

別表２

指 定 都 市 名
中 核 市 名

２．指定都市・中核市分

支出予定額
②

寄付金その他
の収入額

③

差引額
（②－③）=④

円 円 円 円 円 円

１．特定保育事業

２．休日・夜間保育事業

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所）
（ ）

　　（４）夜間保育推進事業（認可保育所以外）
（ ）

３．病児・病後児保育事業

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者減免分加算（病児対応型）
（ ）

　　（３）普及定着促進費（開設準備経費）（病児対応型）
（ ）

　　（４）病後児対応型

　　（５）低所得者減免分加算（病後児対応型）
（ ）

　　（６）普及定着促進費（開設準備経費）（病後児対応型）
（ ）

　　（７）体調不良児対応型
（ ）

　　（８）非施設型（訪問型）
（ ）

４．待機児童解消促進等事業

　　（１）保育所分園推進事業
（ ）

　　（２）認可外保育施設の衛生・安全対策事業

５．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

６．延長保育促進事業

　　（１）延長保育推進事業（基本分）
（ ）

　　（２）延長保育事業（加算分）
（ ）

合計

　　　２．⑦は、各事業ごとに千円未満切り捨てで記入のこと。

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、３（2）・(5)は減免した人数を、６(2)は事業数を記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金所要額内訳表

内訳

か所数
　①

対象経費

基 準 額
⑤

国 庫 補 助
　基 本 額

（④と⑤を比較して少
ない方の額）⑥

要国庫
補助額

（⑥×１／３）
⑦

か所
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正
　
　
　
後

別表３

３．病児・病後児保育事業

（３）普及定着促進費（病児対応型）

支 出 予 定 額 事 業 開 始

（円） 年 月 日

① ② ③ ④ ⑤

合計 円 円

か所

市町村

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．⑤は、病児・病後児保育事業（病児対応型）の事業開始年月日を記入すること。

　　　３．⑥は、備品購入、広報活動等具体的に記入すること。

名

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

市 町 村 名 実 施 施 設 名 基準額 実 施 事 業 内 容

⑥

別表３

３．病児・病後児保育事業

（３）普及定着促進費（開設準備経費）（病児対応型）

支出予定額 基準額 事 業 開 始

（④＋⑤） 改修費等 礼金及び賃借料 （⑦＋⑧） 改修費等 礼金及び賃借料 年 月 日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

合計 円 円 円 円 円 円

か所

市町村

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．⑨は、病児・病後児保育事業（病児対応型）の事業開始年月日を記入すること。

　　　３．⑩は、改修費等の主な内容について記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

市 町 村 名 実 施 施 設 名 実 施 事 業 内 容

⑩
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新
　
　
旧
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正
　
　
　
後

別表３

３．病児・病後児保育事業

（６）普及定着促進費（病後児対応型）

支 出 予 定 額 基準額 事 業 開 始

（円） （円） 年 月 日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

合計 円 円

か所

市町村

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．⑤は、病児・病後児保育事業（病児対応型）の事業開始年月日を記入すること。

　　　３．⑥は、備品購入、広報活動等具体的に記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

名

市 町 村 名 実 施 施 設 名 実施事業内容

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

別表３

３．病児・病後児保育事業

（６）普及定着促進費（開設準備経費）（病後児対応型）

支出予定額 基準額 事 業 開 始

（④＋⑤） 改修費等 礼金及び賃借料 （⑦＋⑧） 改修費等 礼金及び賃借料 年 月 日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

合計 円 円 円 円 円 円

か所

市町村

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．⑨は、病児・病後児保育事業（病後児対応型）の事業開始年月日を記入すること。

　　　３．⑩は、改修費等の主な内容について記入すること。

⑩

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

市 町 村 名 実 施 施 設 名 実 施 事 業 内 容
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新
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正
　
　
　
後

別表３

４．待機児童解消促進等事業

　（１）家庭的保育事業

市町村名
　連携・実施保育所、委託先法人名

(市町村自らが支援体制を
取る場合、その支援方法)

家庭的保育
支援者番号

家庭的保育者
番号

支出予定額 基準額
補助者数
（実人数）

利用児童数
（実人数）

延利用月数

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩

円 円 人 人 月

合計
か所 人 人 円 円 か所 人 人 月 合計 か所

６月以上 ６月以上 １． か所

市町村 ６月未満 ６月未満 ２． か所

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．②の市町村自らが支援体制を取る場合の支援方法について、上記の枠内に収まらない場合は別紙（様式任意）に記載し添付すること。

　　　３．③は、家庭的保育支援者ごとに、通し番号を記入し異なる者であることが分かるようにすること。

　　　４．④は、家庭的保育者ごとに、通し番号を記入し異なる者であることが分かるようにすること。

　　　５．⑪は、該当する番号の左に○印を付すこと。

２．保育所実施型

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

１．個人実施型

２．保育所実施型

２．保育所実施型

１．個人実施型

２．保育所実施型

１．個人実施型

２．保育所実施型

１．個人実施型

１．個人実施型

２．保育所実施型

１．個人実施型

２．保育所実施型

１．個人実施型

２．保育所実施型

１．個人実施型

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

事業実施
月数

実施形態

⑦ ⑪

月

１．個人実施型

２．保育所実施型
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正
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改
　
　
　
正
　
　
　
後

別表３

４．待機児童解消促進等事業

　（２）認可化移行促進事業

事 業 開 始 認 可 目 標 認可までに

年 月 日 年 月 日 要する期間

① ② ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪
円 円

合計 か所 か所 円 円 か所
公 ６月以上

市町村 私 ６月未満

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　　３．⑪は、実施要綱別添５の３（１）②の事業を合わせて実施する場合は○をすること。

市町村名 対 象 施 設 名
運営
主体

支出予定額
事業実施
月数

基準額
認可化移行
環境改善事業
申請有無

名

③ ⑥
月

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

認可化移行計画に基づく
支援・指導内容

⑩

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書
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正
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別表３

４．待機児童解消促進等事業

　　（３）保育所分園推進事業

市町村名 保育所名 支出予定額 基準額

① ② ④ ⑤

円 円

合計
か所 か所 円 円 か所

公 ６月以上

市町村 私 ６月未満

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　  ２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

人

③ ⑥

名

定員数

⑦

月

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

運営
主体

事業実施
月数

人

別表３

４．待機児童解消促進等事業

　　（１）保育所分園推進事業

市町村名 保育所名 支出予定額 基準額

① ② ④ ⑤

円 円

合計
か所 か所 円 円 か所

公 ６月以上

市町村 私 ６月未満

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　  ２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

人

③ ⑥

名

定員数

⑦

月

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

運営
主体

事業実施
月数

人
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別表３

４．待機児童解消促進等事業

　（４）認可外保育施設の衛生・安全対策事業

① ② ④ ⑤ ⑧

円 円

合計 か所 か所 円
円

公

市町村 私

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　  ２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　  ３．⑥は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

基準額 参加人数

⑦

人

人

備考区分

⑥

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

市町村名 認可外保育施設名
運営
主体

支出予定額

③

別表３

４．待機児童解消促進等事業

　（２）認可外保育施設の衛生・安全対策事業

① ② ④ ⑤ ⑧

円 円

合計 か所 か所 円
円

公

市町村 私

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　  ２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　  ３．⑥は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

基準額 参加人数

⑦

人

人

備考区分

⑥

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

市町村名 認可外保育施設名
運営
主体

支出予定額

③
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正
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別表３

５．保育環境改善等事業

　（１）基本改善事業

　　①保育サービス提供施設設置促進事業

市町村名 施設名
支出予定額

（円）
基準額
（円）

提供する保育サービス内容

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦

合計 か所 か所 円 円

公

私

（注） １．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　   ２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　   ３．⑥は、保育所、地域子育て支援拠点事業（センター型）などを記入すること。

　　   ４．⑦は、該当するもの全ての番号に○をすること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

③

都 道 府 県

指 定 都 市

中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

別表３

５．保育環境改善等事業

　（１）基本改善事業

　　①保育サービス提供施設設置促進事業

市町村名 施設名
支出予定額

（円）
基準額
（円）

提供する保育サービス内容

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦

合計 か所 か所 円 円

公

私

（注） １．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　   ２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　   ３．⑥は、保育所、保育所分園などを記入すること。

　　   ４．⑦は、該当するもの全ての番号に○をすること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

③

都 道 府 県

指 定 都 市

中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費
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別表３

５．保育環境改善等事業

　（１）基本改善事業

　　②認可化移行環境改善事業

市町村名 対 象 施 設 名 支出予定額 基準額 事 業 開 始 認 可 目 標 認可までに

（円） （円） 年 月 日 年 月 日 要する期間
① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩

合計 か所 か所 円 円
公

市町村 私
（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　　３．⑨は、該当するもの全ての番号に○をすること。

　　　４．⑩は、実施要綱別添４の２（３）の事業を合わせて実施する場合は○印を付すこと。

⑨

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
４．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
５．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
６．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
７．備品の購入費

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

認可化移行促進
事業申請有無

実施事業内容

③

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
８．備品の購入費

別表３

５．保育環境改善等事業

　（１）基本改善事業

　　②認可化移行環境改善事業

市町村名 対 象 施 設 名 支出予定額 基準額 事 業 開 始 認 可 目 標 認可までに

（円） （円） 年 月 日 年 月 日 要する期間
① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

合計 か所 か所 円 円
公

市町村 私
（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　　３．⑨は、該当するもの全ての番号に○をすること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
４．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
５．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
６．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
７．備品の購入費

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容

③ ⑨

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
８．備品の購入費
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別表３

６．延長保育促進事業（民間保育所）

　

① ③ ④

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人
( 時間） 後 時間 後  人 後  人

６月以上 か所 前 人

６月未満 か所 後 人

＜合計表≪市町村、都道府県（指定都市・中核市）分≫＞
※〔参考〕延長保育促進事業の種類・延長時間区分の考え方

A B

「前延長」「後延長」それぞれ１事業とカウントする。

○３０分延長…３０分以上の延長、かつ平均対象児童数が１人以上

○１時間延長

　…１時間以上の延長、かつ平均対象児童数が６人以上

○２時間以上の延長

　…延長時間を満たし、かつ平均対象児童数が３人以上

　（例１）　「実延長が１時間で平均対象児童が３人」の場合
→３０分延長

合計
　（例２）　「実延長が２時間で平均対象児童が２人」という場合

市町村 →１時間延長の要件を満たすか、又は３０分延長に該当

（注）１　 ⑤は、実施要綱別添６の４の（１）を実施した施設のみ、記入すること。

２　 ⑩は、延長保育時間を含めない、基本開所時間を２４時間表記で記入すること。

３　 ⑪は、延長保育時間を含めた総開所時間を２４時間表記で記入すること。

４　 ⑫は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく延長時間を記入すること。（３０分延長：平均対象児童数１人以上、１時間延長：平均対象児童数６人以上、２時間延長以上：平均対象児童数３人以上となっているか確認すること。）

５　 ⑬は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく平均対象児童数を記入すること。

６　 ⑭は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した延べ利用児童数を記入すること。

７　 ⑮は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した実利用児童数を記入すること。（前延長・後延長両方利用した児童がいる場合でも１人とすること。）

８　 Ｂは、実施要綱別添６の４の（２）に基づく延長保育事業を実施した施設数を記入すること。

９　 Ｄは、Ｅ～Ｌの合計と一致させること。

１０　 Ｅ～Ｌは、それぞれの延長時間ごとに、前延長及び後延長の数を足した総数を記入すること。

基準額（円）

延長保育推進事業（基本分） 延長保育事業（加算分）

⑦ ⑧

円 円

運営
主体 延長保育推進事業（基本分）

支出予定額　（円）

⑤ ⑥

延長保育事業（加算分）

円円

年間事業月数

⑫

年間実
利用児童数

⑮

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

⑬ ⑭⑩ ⑪

(１１時間)

(１１時間)

(１１時間)

(１１時間)

(１１時間)
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人

人

人

人

人

人

開所時間
（１１時間）

延長を含めた
開所時間
（時間数）

延長時間
（前:前延長　　後:後延長）

平均対象児童数
（前:前延長　　後:後延長）

年間延べ
利用児童数

（前:前延長　　後:後延長）

市町村名 実施施設名
設置
主体

私

私

② ⑨

私

私

私

延長保育推進事業（基本分）
…11時間の開所時間の始期、終期に保育士を加配

延長保育事業（加算分）
…11時間の開所時間の前後に、30分以上の延長保育を実施

うち延長保育推進事業

（基本分）実施か所数

Ｃ

計
うち３０分延長

事業数

Ｅ

合計
か所

うち７時間延長

事業数

ＬＤ

うち１時間延長

事業数

Ｆ

うち２時間延長

事業数

Ｇ

うち３時間延長

事業数

Ｈ

うち４時間延長

事業数

Ｉ

市町村名
延長保育促進事業実施か所数 延長保育事業（加算分）事業数

事業 事業 事業か所 か所 事業 事業 事業 事業 事業 事業

うち５時間延長

事業数

Ｊ

うち６時間延長

事業数

Ｋ

別表３

６．延長保育促進事業

　（１）民間保育所

① ③ ④

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人
( 時間） 後 時間 後  人 後  人

６月以上 か所 前 人

６月未満 か所 後 人

＜合計表≪市町村、都道府県（指定都市・中核市）分≫＞
※〔参考〕延長保育促進事業の種類・延長時間区分の考え方

A B

「前延長」「後延長」それぞれ１事業とカウントする。

○３０分延長…３０分以上の延長、かつ平均対象児童数が１人以上

○１時間延長

　…１時間以上の延長、かつ平均対象児童数が６人以上

○２時間以上の延長

　…延長時間を満たし、かつ平均対象児童数が３人以上

　（例１）　「実延長が１時間で平均対象児童が３人」の場合
→３０分延長

合計
　（例２）　「実延長が２時間で平均対象児童が２人」という場合

市町村 →１時間延長の要件を満たすか、又は３０分延長に該当

（注）１　 ⑤は、実施要綱別添６の４の（１）を実施した施設のみ、記入すること。

２　 ⑩は、延長保育時間を含めない、基本開所時間を２４時間表記で記入すること。

３　 ⑪は、延長保育時間を含めた総開所時間を２４時間表記で記入すること。

４　 ⑫は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく延長時間を記入すること。（３０分延長：平均対象児童数１人以上、１時間延長：平均対象児童数６人以上、２時間延長以上：平均対象児童数３人以上となっているか確認すること。）

５　 ⑬は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく平均対象児童数を記入すること。

６　 ⑭は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した延べ利用児童数を記入すること。

７　 ⑮は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した実利用児童数を記入すること。（前延長・後延長両方利用した児童がいる場合でも１人とすること。）

８　 Ｂは、実施要綱別添６の４の（２）に基づく延長保育事業を実施した施設数を記入すること。

９　 Ｄは、Ｅ～Ｌの合計と一致させること。

１０　 Ｅ～Ｌは、それぞれの延長時間ごとに、前延長及び後延長の数を足した総数を記入すること。

基準額（円）

延長保育推進事業（基本分） 延長保育事業（加算分）

⑦ ⑧

円 円

運営
主体 延長保育推進事業（基本分）

支出予定額　（円）

⑤ ⑥

延長保育事業（加算分）

円円

年間事業月数

⑫

年間実
利用児童数

⑮

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

⑬ ⑭⑩ ⑪

(１１時間)

(１１時間)

(１１時間)

(１１時間)

(１１時間)

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

人

人

人

人

人

人

開所時間
（１１時間）

延長を含めた
開所時間
（時間数）

延長時間
（前:前延長　　後:後延長）

平均対象児童数
（前:前延長　　後:後延長）

年間延べ
利用児童数

（前:前延長　　後:後延長）

市町村名 実施施設名
設置
主体

私

私

② ⑨

私

私

私

延長保育推進事業（基本分）
…11時間の開所時間の始期、終期に保育士を加配

延長保育事業（加算分）
…11時間の開所時間の前後に、30分以上の延長保育を実施

うち延長保育推進事業

（基本分）実施か所数

Ｃ

計
うち３０分延長

事業数

Ｅ

合計
か所

うち７時間延長

事業数

ＬＤ

うち１時間延長

事業数

Ｆ

うち２時間延長

事業数

Ｇ

うち３時間延長

事業数

Ｈ

うち４時間延長

事業数

Ｉ

市町村名
延長保育促進事業実施か所数 延長保育事業（加算分）事業数

事業 事業 事業か所 か所 事業 事業 事業 事業 事業 事業

うち５時間延長

事業数

Ｊ

うち６時間延長

事業数

Ｋ
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別表３

６．延長保育促進事業（小規模保育事業）

① ③ ④ ⑤ ⑥

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人
( 時間） 後 時間 後  人 後  人

６月以上 か所 前 人

６月未満 か所 後 人

＜合計表≪市町村、都道府県（指定都市・中核市）分≫＞
※〔参考〕延長保育促進事業の種類・延長時間区分の考え方

A B

「前延長」「後延長」それぞれ１事業とカウントする。

○３０分延長…３０分以上の延長、かつ平均対象児童数が１人以上

○１時間延長

　…１時間以上の延長、かつ平均対象児童数が６人以上

○２時間以上の延長

　…延長時間を満たし、かつ平均対象児童数が３人以上

　（例１）　「実延長が１時間で平均対象児童が３人」の場合
→３０分延長

合計
　（例２）　「実延長が２時間で平均対象児童が２人」という場合

市町村 →１時間延長の要件を満たすか、又は３０分延長に該当

（注）１　 ⑤は、安心こども基金管理運営要領別添９の２（４）に基づく事業類型について、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」で記入すること。

２　 ⑥は、「自園調理等の事業所」であれば「自」、「その他の事業所」であれば「他」と記入すること。

３　 ⑦は、実施要綱別添６の４の（１）を実施した施設のみ、記入すること。

４　 ⑫は、延長保育時間を含めない、基本開所時間を２４時間表記で記入すること。

５　 ⑬は、延長保育時間を含めた総開所時間を２４時間表記で記入すること。

６　 ⑭は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく延長時間を記入すること。（３０分延長：平均対象児童数１人以上、１時間延長：平均対象児童数６人以上、２時間延長以上：平均対象児童数３人以上となっているか確認すること。）

７　 ⑮は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく平均対象児童数を記入すること。

８　 ⑯は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した延べ利用児童数を記入すること。

９　 ⑰は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した実利用児童数を記入すること。（前延長・後延長両方利用した児童がいる場合でも１人とすること。）

１０　 Ｂは、実施要綱別添６の４の（２）に基づく延長保育事業を実施した施設数を記入すること。

１１　 Ｄは、Ｅ～Ｌの合計と一致させること。

１２　 Ｅ～Ｌは、それぞれの延長時間ごとに、前延長及び後延長の数を足した総数を記入すること。

開所時間
（１１時間）

延長を含めた
開所時間
（時間数）

延長時間
（前:前延長　　後:後延長）

平均対象児童数
（前:前延長　　後:後延長）

年間延べ
利用児童数

（前:前延長　　後:後延長）

年間実
利用児童数
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都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

市町村名 実施施設名
設置
主体

運営
主体

支出予定額　（円） 基準額（円）
年間事業月数

延長保育推進事業（基本分） 延長保育事業（加算分） 延長保育推進事業（基本分） 延長保育事業（加算分）

事業
類型

食事
提供

⑰

人

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯② ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

(１１時間)

人
(１１時間)

人
(１１時間)

人
(１１時間)

人

人
(１１時間)

市町村名
延長保育促進事業実施か所数 延長保育事業（加算分）事業数 延長保育推進事業（基本分）

…11時間の開所時間の始期、終期に保育士を加配

延長保育事業（加算分）
…11時間の開所時間の前後に、30分以上の延長保育を実施

うち延長保育推進事業

（基本分）実施か所数

Ｃ

計
うち３０分延長

事業数

Ｅ

円
合計

か所 円 円 円

うち７時間延長

事業数

ＬＤ

うち１時間延長

事業数

Ｆ

うち２時間延長

事業数

Ｇ

うち３時間延長

事業数

Ｈ

うち４時間延長

事業数

Ｉ

うち５時間延長

事業数

Ｊ

うち６時間延長

事業数

Ｋ

事業 事業 事業 事業 事業か所 か所 事業 事業 事業 事業

別表３

６．延長保育促進事業

　（２）小規模保育事業

① ③ ④ ⑤ ⑥

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人
( 時間） 後 時間 後  人 後  人

６月以上 か所 前 人

６月未満 か所 後 人

＜合計表≪市町村、都道府県（指定都市・中核市）分≫＞
※〔参考〕延長保育促進事業の種類・延長時間区分の考え方

A B

「前延長」「後延長」それぞれ１事業とカウントする。

○３０分延長…３０分以上の延長、かつ平均対象児童数が１人以上

○１時間延長

　…１時間以上の延長、かつ平均対象児童数が６人以上

○２時間以上の延長

　…延長時間を満たし、かつ平均対象児童数が３人以上

　（例１）　「実延長が１時間で平均対象児童が３人」の場合
→３０分延長

合計
　（例２）　「実延長が２時間で平均対象児童が２人」という場合

市町村 →１時間延長の要件を満たすか、又は３０分延長に該当

（注）１　 ⑤は、小規模保育運営支援事業実施要綱に基づく事業類型について、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」で記入すること。

２　 ⑥は、「自園調理等の事業所」であれば「自」、「その他の事業所」であれば「他」と記入すること。

３　 ⑦は、実施要綱別添６の４の（１）を実施した施設のみ、記入すること。

４　 ⑫は、延長保育時間を含めない、基本開所時間を２４時間表記で記入すること。

５　 ⑬は、延長保育時間を含めた総開所時間を２４時間表記で記入すること。

６　 ⑭は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく延長時間を記入すること。（３０分延長：平均対象児童数１人以上、１時間延長：平均対象児童数６人以上、２時間延長以上：平均対象児童数３人以上となっているか確認すること。）

７　 ⑮は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく平均対象児童数を記入すること。

８　 ⑯は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した延べ利用児童数を記入すること。

９　 ⑰は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した実利用児童数を記入すること。（前延長・後延長両方利用した児童がいる場合でも１人とすること。）

１０　 Ｂは、実施要綱別添６の４の（２）に基づく延長保育事業を実施した施設数を記入すること。

１１　 Ｄは、Ｅ～Ｌの合計と一致させること。

１２　 Ｅ～Ｌは、それぞれの延長時間ごとに、前延長及び後延長の数を足した総数を記入すること。

開所時間
（１１時間）

延長を含めた
開所時間
（時間数）

延長時間
（前:前延長　　後:後延長）

平均対象児童数
（前:前延長　　後:後延長）

年間延べ
利用児童数

（前:前延長　　後:後延長）

年間実
利用児童数

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

市町村名 実施施設名
設置
主体

運営
主体

支出予定額　（円） 基準額（円）
年間事業月数

延長保育推進事業（基本分） 延長保育事業（加算分） 延長保育推進事業（基本分） 延長保育事業（加算分）

事業
類型

食事
提供

⑰

人

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯② ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

(１１時間)

人
(１１時間)

人
(１１時間)

人
(１１時間)

人

人
(１１時間)

市町村名
延長保育促進事業実施か所数 延長保育事業（加算分）事業数 延長保育推進事業（基本分）

…11時間の開所時間の始期、終期に保育士を加配

延長保育事業（加算分）
…11時間の開所時間の前後に、30分以上の延長保育を実施

うち延長保育推進事業

（基本分）実施か所数

Ｃ

計
うち３０分延長

事業数

Ｅ

円
合計

か所 円 円 円

うち７時間延長

事業数

ＬＤ

うち１時間延長

事業数

Ｆ

うち２時間延長

事業数

Ｇ

うち３時間延長

事業数

Ｈ

うち４時間延長

事業数

Ｉ

うち５時間延長

事業数

Ｊ

うち６時間延長

事業数

Ｋ

事業 事業 事業 事業 事業か所 か所 事業 事業 事業 事業
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（
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表
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（

略
）
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表

１
（

略
）
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別表２

都道府県名

実支出額
②

寄付金その他
の収入額

③

差引額
（②－③）=④

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．特定保育事業

２．休日・夜間保育事業

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所）
（ ）

　　（４）夜間保育推進事業

　　　　　　　（認可保育所以外） （ ）

３．病児・病後児保育事業

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者減免分加算（病児対応型）
（ ）

　　（３）普及定着促進費（病児対応型）
（ ）

　　（４）病後児対応型

　　（５）低所得者減免分加算（病後児対応型）
（ ）

　　（６）普及定着促進費（病後児対応型）
（ ）

　　（７）体調不良児対応型 （ ）

　　（８）非施設型（訪問型） （ ）

４．待機児童解消促進等事業

　　（１）家庭的保育事業
（ ）

　　（２）認可化移行促進事業
（ ）

　　（３）保育所分園推進事業
（ ）

　　（４）認可外保育施設の衛生・

　　　　安全対策事業

５．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

６．延長保育促進事業

　　（１）延長保育推進事業（基本分）
（ ）

　　（２）延長保育事業（加算分）
（ ）

合計

　　　２．⑩は、各事業ごとに千円未満切り捨てで記入のこと。

国 庫 補 助
　基 本 額

⑨

要国庫
補助額

（⑨×１／２）
⑩

か所

都道府県
合計

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、３（２）・(５)は減免した人数を、４(１)は「家庭的保育者数」を、６(２)は事業数を記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金収支精算額内訳表

１．都道府県分

区分内訳

か所数
　①

対象経費

基 準 額
⑤

選　  定　  額
⑥

合計
⑦

都道府県
補助額

⑧

別表２

都道府県名

実支出額
②

寄付金その他
の収入額

③

差引額
（②－③）=④

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．特定保育事業

２．休日・夜間保育事業

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所）
（ ）

　　（４）夜間保育推進事業

　　　　　　　（認可保育所以外） （ ）

３．病児・病後児保育事業

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者減免分加算（病児対応型）
（ ）

　　（３）普及定着促進費（開設準備経費）

　　　　（病児対応型） （ ）

　　（４）病後児対応型

　　（５）低所得者減免分加算（病後児対応型）
（ ）

　　（６）普及定着促進費（開設準備経費）

　　　　（病後児対応型） （ ）

　　（７）体調不良児対応型 （ ）

　　（８）非施設型（訪問型） （ ）

４．待機児童解消促進等事業

　　（１）保育所分園推進事業
（ ）

　　（２）認可外保育施設の衛生・

　　　　安全対策事業

５．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

６．延長保育促進事業

　　（１）延長保育推進事業（基本分）
（ ）

　　（２）延長保育事業（加算分）
（ ）

合計

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金収支精算額内訳表

１．都道府県分

区分内訳

か所数
　①

対象経費

基 準 額
⑤

選　  定　  額
⑥

合計
⑦

都道府県
補助額

⑧

　　　２．⑩は、各事業ごとに千円未満切り捨てで記入のこと。

国 庫 補 助
　基 本 額

⑨

要国庫
補助額

（⑨×１／２）
⑩

か所

都道府県
合計

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、３（２）・(５)は減免した人数を、６(２)は事業数を記入すること。

-600-



新
　

　
旧

　
　

対
　

　
照

　
　

表

改
　

　
　

正
　

　
　

前
改

　
　

　
正

　
　

　
後

別表２

都道府県名

実支出額
②

寄付金その他
の収入額

③

差引額
（②－③）=④

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．特定保育事業

２．休日・夜間保育事業

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所）
（ ）

　　（４）夜間保育推進事業

　　　　　　　（認可保育所以外） （ ）

３．病児・病後児保育事業

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者減免分加算（病児対応型）
（ ）

　　（３）普及定着促進費（病児対応型）
（ ）

　　（４）病後児対応型

　　（５）低所得者減免分加算（病後児対応型）
（ ）

　　（６）普及定着促進費（病後児対応型）
（ ）

　　（７）体調不良児対応型
（ ）

　　（８）非施設型（訪問型）

４．待機児童解消促進等事業

　　（１）家庭的保育事業
（ ）

　　（２）認可化移行促進事業
（ ）

　　（３）保育所分園推進事業
（ ）

　　（４）認可外保育施設の衛生・

　　　　安全対策事業

５．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

６．延長保育促進事業

　　（１）延長保育推進事業（基本分）
（ ）

　　（２）延長保育事業（加算分）
（ ）

合計

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、３（２）・(５)は減免した人数を、４(１)は「家庭的保育者数」を、６(２)は事業数を記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金収支精算額内訳表

１．都道府県分

区分内訳

か所数
　①

対象経費

基 準 額
⑤

選　  定　  額
（④と⑤を比較
して少ない方
の額）⑥

（⑥×２／３）
＝⑦

都道府県
補助額

⑧

国 庫 補 助
　基 本 額
（⑦と⑧を比較
して少ない方
の額）⑨

要国庫
補助額

（⑨×１／２）
⑩

か所

○○市

別表２

都道府県名

実支出額
②

寄付金その他
の収入額

③

差引額
（②－③）=④

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．特定保育事業

２．休日・夜間保育事業

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所）
（ ）

　　（４）夜間保育推進事業

　　　　　　　（認可保育所以外） （ ）

３．病児・病後児保育事業

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者減免分加算（病児対応型）
（ ）

　　（３）普及定着促進費（開設準備経費）

　　　　（病児対応型） （ ）

　　（４）病後児対応型

　　（５）低所得者減免分加算（病後児対応型）
（ ）

　　（６）普及定着促進費（開設準備経費）

　　　　（病後児対応型） （ ）

　　（７）体調不良児対応型
（ ）

　　（８）非施設型（訪問型）

４．待機児童解消促進等事業

　　（１）保育所分園推進事業
（ ）

　　（２）認可外保育施設の衛生・

　　　　安全対策事業

５．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

６．延長保育促進事業

　　（１）延長保育推進事業（基本分）
（ ）

　　（２）延長保育事業（加算分）
（ ）

合計

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、３（２）・(５)は減免した人数を、６(２)は事業数を記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金収支精算額内訳表

１．都道府県分

区分内訳

か所数
　①

対象経費

基 準 額
⑤

選　  定　  額
（④と⑤を比較
して少ない方
の額）⑥

（⑥×２／３）
＝⑦

都道府県
補助額

⑧

国 庫 補 助
　基 本 額
（⑦と⑧を比較
して少ない方
の額）⑨

要国庫
補助額

（⑨×１／２）
⑩

か所

○○市
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別表２

指 定 都 市 名
中 核 市 名

２．指定都市・中核市分

実支出額
②

寄付金その他
の収入額

③

差引額
（②－③）=④

円 円 円 円 円 円

１．特定保育事業

２．休日・夜間保育事業

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所）
（ ）

　　（４）夜間保育推進事業（認可保育所以外）
（ ）

３．病児・病後児保育事業

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者減免分加算（病児対応型）
（ ）

　　（３）普及定着促進費（病児対応型）
（ ）

　　（４）病後児対応型

　　（５）低所得者減免分加算（病後児対応型）
（ ）

　　（６）普及定着促進費（病後児対応型）
（ ）

　　（７）体調不良児対応型
（ ）

　　（８）非施設型（訪問型）
（ ）

４．待機児童解消促進等事業

　　（１）家庭的保育事業
（ ）

　　（２）認可化移行促進事業
（ ）

　　（３）保育所分園推進事業
（ ）

　　（４）認可外保育施設の衛生・安全対策事業

５．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

６．延長保育促進事業

　　（１）延長保育推進事業（基本分）
（ ）

　　（２）延長保育事業（加算分）
（ ）

合計

　　　２．⑦は、各事業ごとに千円未満切り捨てで記入のこと。

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、３（２）・(５)は減免した人数を、４(１)は「家庭的保育者数」を、６(２)は事業数を記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金精算額内訳表

内訳

か所数
　①

対象経費

基 準 額
⑤

国 庫 補 助
　基 本 額

（④と⑤を比較して少
ない方の額）⑥

要国庫
補助額

（⑥×１／３）
⑦

か所

別表２

指 定 都 市 名
中 核 市 名

２．指定都市・中核市分

実支出額
②

寄付金その他
の収入額

③

差引額
（②－③）=④

円 円 円 円 円 円

１．特定保育事業

２．休日・夜間保育事業

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所）
（ ）

　　（４）夜間保育推進事業（認可保育所以外）
（ ）

３．病児・病後児保育事業

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者減免分加算（病児対応型）
（ ）

　　（３）普及定着促進費（開設準備経費）（病児対応型）
（ ）

　　（４）病後児対応型

　　（５）低所得者減免分加算（病後児対応型）
（ ）

　　（６）普及定着促進費（開設準備経費）（病後児対応型）
（ ）

　　（７）体調不良児対応型
（ ）

　　（８）非施設型（訪問型）
（ ）

４．待機児童解消促進等事業

　　（１）保育所分園推進事業
（ ）

　　（２）認可外保育施設の衛生・安全対策事業

５．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

６．延長保育促進事業

　　（１）延長保育推進事業（基本分）
（ ）

　　（２）延長保育事業（加算分）
（ ）

合計

　　　２．⑦は、各事業ごとに千円未満切り捨てで記入のこと。

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、３（２）・(５)は減免した人数を、６(２)は事業数を記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金精算額内訳表

内訳

か所数
　①

対象経費

基 準 額
⑤

国 庫 補 助
　基 本 額

（④と⑤を比較して少
ない方の額）⑥

要国庫
補助額

（⑥×１／３）
⑦

か所
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２
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改
　
　
　
正
　
　
　
後

別表３

３．病児・病後児保育事業

（３）普及定着促進費（開設準備経費）（病児対応型）

実支出額 基準額 事 業 開 始

（④＋⑤） 改修費等 礼金及び賃借料 （⑦＋⑧） 改修費等 礼金及び賃借料 年 月 日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

合計 円 円 円 円 円 円

か所

市町村

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．⑨は、病児・病後児保育事業（病児対応型）の事業開始年月日を記入すること。

　　　３．⑩は、改修費等の主な内容について記入すること。

市 町 村 名 実 施 施 設 名

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

実 施 事 業 内 容

⑩

別表３

３．病児・病後児保育事業

（３）普及定着促進費（病児対応型）

支 出 予 定 額 事 業 開 始

（円） 年 月 日

① ② ③ ④ ⑤

合計 円 円

か所

市町村

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．⑤は、病児・病後児保育事業（病児対応型）の事業開始年月日を記入すること。

　　　３．⑥は、備品購入、広報活動等具体的に記入すること。

基準額

⑥

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

市 町 村 名 実 施 施 設 名

名
都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

実施事業内容
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正
　
　
　
後

別表３

３．病児・病後児保育事業

（６）普及定着促進費（病後児対応型）

実 支 出 額 基準額 事 業 開 始

（円） （円） 年 月 日

① ② ③ ④ ⑤

合計 円 円

か所

市町村

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．⑤は、病児・病後児保育事業（病後児対応型）の事業開始年月日を記入すること。

　　　３．⑥は、備品購入、広報活動等具体的に記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

市 町 村 名 実 施 施 設 名

名
都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

実施事業内容

⑥

別表３

３．病児・病後児保育事業

（６）普及定着促進費（開設準備経費）（病後児対応型）

実支出額 基準額 事 業 開 始

（④＋⑤） 改修費等 礼金及び賃借料 （⑦＋⑧） 改修費等 礼金及び賃借料 年 月 日

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

合計 円 円 円 円 円 円

か所

市町村

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．⑨は、病児・病後児保育事業（病後児対応型）の事業開始年月日を記入すること。

　　　３．⑩は、改修費等の主な内容について記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

市 町 村 名 実 施 施 設 名 実 施 事 業 内 容

⑩
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正
　
　
　
後

別表３

４．待機児童解消促進等事業

　（１）家庭的保育事業

市町村名
　連携・実施保育所、委託先法人名

(市町村自らが支援体制を
取る場合、その支援方法)

家庭的保育
支援者番号

家庭的保育者
番号

実支出額 基準額
補助者数
（実人数）

利用児童数
（実人数）

延利用月数

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩

円 円 人 人 月

合計
か所 人 人 円 円 か所 人 人 月 合計 か所

６月以上 ６月以上 １． か所

市町村 ６月未満 ６月未満 ２． か所

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．②の市町村自らが支援体制を取る場合の支援方法について、上記の枠内に収まらない場合は別紙（様式任意）に記載し添付すること。

　　　３．③は、家庭的保育支援者ごとに、通し番号を記入し異なる者であることが分かるようにすること。

　　　４．④は、家庭的保育者ごとに、通し番号を記入し異なる者であることが分かるようにすること。

　　　５．⑪は、該当する番号の左に○印を付すこと。

２．保育所実施型

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

１．個人実施型

２．保育所実施型

２．保育所実施型

１．個人実施型

２．保育所実施型

１．個人実施型

２．保育所実施型

１．個人実施型

１．個人実施型

２．保育所実施型

１．個人実施型

２．保育所実施型

１．個人実施型

２．保育所実施型

１．個人実施型

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

事業実施
月数

実施形態

⑦ ⑪

月

１．個人実施型

２．保育所実施型
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別表３

４．待機児童解消促進等事業

　（２）認可化移行促進事業

事 業 開 始認 可 目 標 認可までに

年 月 日 年 月 日 要する期間

① ② ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪
円 円

合計 か所 か所 円 円 か所
公 ６月以上

市町村 私 ６月未満

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　　３．⑪は、実施要綱別添５の３（１）②の事業を合わせて実施する場合は○をすること。

市町村名 対 象 施 設 名
運営
主体

実支出額
事業実施
月数

基準額
認可化移行
環境改善事業
申請有無

名

③ ⑥
月

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

認可化移行計画に基づく
支援・指導内容

⑩

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況
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正
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別表３

４．待機児童解消促進等事業

　　（３）保育所分園推進事業

市町村名 保育所名 実支出額 基準額

① ② ④ ⑤

円 円

合計
か所 か所 円 円 か所

公 ６月以上

市町村 私 ６月未満

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　  ２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

人

名

③ ⑦

定員数

⑥

月

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

運営
主体

事業実施
月数

人

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

別表３

４．待機児童解消促進等事業

　　（１）保育所分園推進事業

市町村名 保育所名 実支出額 基準額

① ② ④ ⑤

円 円

合計
か所 か所 円 円 か所

公 ６月以上

市町村 私 ６月未満

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　  ２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

人

名

③ ⑦

定員数

⑥

月

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

運営
主体

事業実施
月数

人
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正
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別表３

４．待機児童解消促進等事業

　（４）認可外保育施設の衛生・安全対策事業

① ② ④ ⑤ ⑧

円 円

合計 か所 か所 円
円

公

市町村 私

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　  ２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　  ３．⑥は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

基準額 参加人数

⑦

人

人

備考区分

⑥

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

市町村名 認可外保育施設名
運営
主体

実支出額

③

別表３

４．待機児童解消促進等事業

　（２）認可外保育施設の衛生・安全対策事業

① ② ④ ⑤ ⑧

円 円

合計 か所 か所 円
円

公

市町村 私

（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　  ２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　  ３．⑥は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。

③ ⑥

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

市町村名 認可外保育施設名
運営
主体

実支出額

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

基準額 参加人数

⑦

人

人

備考区分
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正
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別表３

５．保育環境改善等事業

　（１）基本改善事業

　　①保育サービス提供施設設置促進事業

市町村名 施設名
実支出額

（円）
基準額
（円）

提供する保育サービス内容

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦

合計 か所 か所 円 円

公

私

（注） １．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　   ２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　   ３．⑥は、保育所、地域子育て支援拠点事業（センター型）などを記入すること。

　　   ４．⑦は、該当するもの全ての番号に○をすること。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

③

都 道 府 県

指 定 都 市

中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

別表３

５．保育環境改善等事業

　（１）基本改善事業

　　①保育サービス提供施設設置促進事業

市町村名 施設名
実支出額

（円）
基準額
（円）

提供する保育サービス内容

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦

合計 か所 か所 円 円

公

私

（注） １．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　   ２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　   ３．⑥は、保育所、保育所分園などを記入すること。

　　   ４．⑦は、該当するもの全ての番号に○をすること。

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

③

都 道 府 県

指 定 都 市

中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費
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別表３

５．保育環境改善等事業

　（１）基本改善事業

　　②認可化移行環境改善事業

市町村名 対 象 施 設 名 実支出額 基準額 事 業 開 始認 可 目 標 認可までに

（円） （円） 年 月 日 年 月 日 要する期間
① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩

合計 か所 か所 円 円
公

市町村 私
（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　　３．⑨は、該当するもの全ての番号に○をすること。

　　　４．⑩は、実施要綱別添４の２（３）の事業を合わせて実施する場合は○印を付すこと。

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
４．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
５．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
６．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
７．備品の購入費

認可化移行促進事
業申請有無

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

運営
主体

実施事業内容

③ ⑨

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
８．備品の購入費

別表３

５．保育環境改善等事業

　（１）基本改善事業

　　②認可化移行環境改善事業

市町村名 対 象 施 設 名 実支出額 基準額 事 業 開 始認 可 目 標 認可までに

（円） （円） 年 月 日 年 月 日 要する期間
① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

合計 か所 か所 円 円
公

市町村 私
（注）１．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし

　　　２．③は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。

　　　３．⑨は、該当するもの全ての番号に○をすること。

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
８．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
３．備品の購入費

運営
主体

実施事業内容

③ ⑨

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
４．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
５．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
６．備品の購入費

１．既存施設の改修費用
２．設備の設置費及び修繕費
７．備品の購入費

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名
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別表３

６．延長保育促進事業（民間保育所）

① ③ ④

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人
( 時間） 後 時間 後  人 後  人

６月以上 か所 前 人

６月未満 か所 後 人

＜合計表≪市町村、都道府県（指定都市・中核市）分≫＞
※〔参考〕延長保育促進事業の種類・延長時間区分の考え方

A B

「前延長」「後延長」それぞれ１事業とカウントする。

○３０分延長…３０分以上の延長、かつ平均対象児童数が１人以上

○１時間延長

　…１時間以上の延長、かつ平均対象児童数が６人以上

○２時間以上の延長

　…延長時間を満たし、かつ平均対象児童数が３人以上

　（例１）　「実延長が１時間で平均対象児童が３人」の場合
→３０分延長

合計
　（例２）　「実延長が２時間で平均対象児童が２人」という場合

市町村 →１時間延長の要件を満たすか、又は３０分延長に該当

（注）１　 ⑤は、実施要綱別添６の４の（１）を実施した施設のみ、記入すること。

２　 ⑩は、延長保育時間を含めない、基本開所時間を２４時間表記で記入すること。

３　 ⑪は、延長保育時間を含めた総開所時間を２４時間表記で記入すること。

４　 ⑫は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく延長時間を記入すること。（３０分延長：平均対象児童数１人以上、１時間延長：平均対象児童数６人以上、２時間延長以上：平均対象児童数３人以上となっているか確認すること。）

５　 ⑬は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく平均対象児童数を記入すること。

６　 ⑭は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した延べ利用児童数を記入すること。

７　 ⑮は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した実利用児童数を記入すること。（前延長・後延長両方利用した児童がいる場合でも１人とすること。）

８　 Ｂは、実施要綱別添６の４の（２）に基づく延長保育事業を実施した施設数を記入すること。

９　 Ｄは、Ｅ～Ｌの合計と一致させること。

１０　 Ｅ～Ｌは、それぞれの延長時間ごとに、前延長及び後延長の数を足した総数を記入すること。

基準額（円）

延長保育推進事業（基本分） 延長保育事業（加算分）

⑦ ⑧

円 円

運営
主体 延長保育推進事業（基本分）

実支出額　（円）

⑤ ⑥

延長保育事業（加算分）

円円

年間事業月数

⑫

年間実
利用児童数

⑮

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

⑬ ⑭⑩ ⑪

(１１時間)

(１１時間)

(１１時間)

(１１時間)

(１１時間)

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

人

人

人

人

人

人

開所時間
（１１時間）

延長を含めた
開所時間
（時間数）

延長時間
（前:前延長　　後:後延長）

平均対象児童数
（前:前延長　　後:後延長）

年間延べ
利用児童数

（前:前延長　　後:後延長）

市町村名 実施施設名
設置
主体

私

私

② ⑨

私

私

私

延長保育推進事業（基本分）
…11時間の開所時間の始期、終期に保育士を加配

延長保育事業（加算分）
…11時間の開所時間の前後に、30分以上の延長保育を実施

うち延長保育推進事業

（基本分）実施か所数

Ｃ

計
うち３０分延長

事業数

Ｅ

合計
か所

うち７時間延長

事業数

ＬＤ

うち１時間延長

事業数

Ｆ

うち２時間延長

事業数

Ｇ

うち３時間延長

事業数

Ｈ

うち４時間延長

事業数

Ｉ

うち５時間延長

事業数

Ｊ

うち６時間延長

事業数

Ｋ

市町村名
延長保育促進事業実施か所数 延長保育事業（加算分）事業数

事業 事業か所 か所 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業

別表３

６．延長保育促進事業

　（１）民間保育所

① ③ ④

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人
( 時間） 後 時間 後  人 後  人

６月以上 か所 前 人

６月未満 か所 後 人

＜合計表≪市町村、都道府県（指定都市・中核市）分≫＞
※〔参考〕延長保育促進事業の種類・延長時間区分の考え方

A B

「前延長」「後延長」それぞれ１事業とカウントする。

○３０分延長…３０分以上の延長、かつ平均対象児童数が１人以上

○１時間延長

　…１時間以上の延長、かつ平均対象児童数が６人以上

○２時間以上の延長

　…延長時間を満たし、かつ平均対象児童数が３人以上

　（例１）　「実延長が１時間で平均対象児童が３人」の場合
→３０分延長

合計
　（例２）　「実延長が２時間で平均対象児童が２人」という場合

市町村 →１時間延長の要件を満たすか、又は３０分延長に該当

（注）１　 ⑤は、実施要綱別添６の４の（１）を実施した施設のみ、記入すること。

２　 ⑩は、延長保育時間を含めない、基本開所時間を２４時間表記で記入すること。

３　 ⑪は、延長保育時間を含めた総開所時間を２４時間表記で記入すること。

４　 ⑫は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく延長時間を記入すること。（３０分延長：平均対象児童数１人以上、１時間延長：平均対象児童数６人以上、２時間延長以上：平均対象児童数３人以上となっているか確認すること。）

５　 ⑬は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく平均対象児童数を記入すること。

６　 ⑭は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した延べ利用児童数を記入すること。

７　 ⑮は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した実利用児童数を記入すること。（前延長・後延長両方利用した児童がいる場合でも１人とすること。）

８　 Ｂは、実施要綱別添６の４の（２）に基づく延長保育事業を実施した施設数を記入すること。

９　 Ｄは、Ｅ～Ｌの合計と一致させること。

１０　 Ｅ～Ｌは、それぞれの延長時間ごとに、前延長及び後延長の数を足した総数を記入すること。

か所 か所 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業

うち２時間延長

事業数

Ｇ

うち３時間延長

事業数

Ｈ

うち４時間延長

事業数

Ｉ

うち５時間延長

事業数

Ｊ

うち６時間延長

事業数

Ｋ

市町村名
延長保育促進事業実施か所数 延長保育事業（加算分）事業数 延長保育推進事業（基本分）

…11時間の開所時間の始期、終期に保育士を加配

延長保育事業（加算分）
…11時間の開所時間の前後に、30分以上の延長保育を実施

うち延長保育推進事業

（基本分）実施か所数

Ｃ

計
うち３０分延長

事業数

Ｅ

合計
か所

うち７時間延長

事業数

ＬＤ

うち１時間延長

事業数

Ｆ

私

② ⑨

私

私

私

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

人

人

人

人

人

人

開所時間
（１１時間）

延長を含めた
開所時間
（時間数）

延長時間
（前:前延長　　後:後延長）

平均対象児童数
（前:前延長　　後:後延長）

年間延べ
利用児童数

（前:前延長　　後:後延長）

市町村名 実施施設名
設置
主体

私

年間事業月数

⑫

年間実
利用児童数

⑮

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

⑬ ⑭⑩ ⑪

(１１時間)

(１１時間)

(１１時間)

(１１時間)

(１１時間)

運営
主体 延長保育推進事業（基本分）

実支出額　（円）

⑤ ⑥

延長保育事業（加算分）

円円

基準額（円）

延長保育推進事業（基本分） 延長保育事業（加算分）

⑦ ⑧

円 円
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別表３

６．延長保育促進事業（小規模保育事業）

① ③ ④ ⑤ ⑥

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人
( 時間） 後 時間 後  人 後  人

６月以上 か所 前 人

６月未満 か所 後 人

＜合計表≪市町村、都道府県（指定都市・中核市）分≫＞
※〔参考〕延長保育促進事業の種類・延長時間区分の考え方

A B

「前延長」「後延長」それぞれ１事業とカウントする。

○３０分延長…３０分以上の延長、かつ平均対象児童数が１人以上

○１時間延長

　…１時間以上の延長、かつ平均対象児童数が６人以上

○２時間以上の延長

　…延長時間を満たし、かつ平均対象児童数が３人以上

　（例１）　「実延長が１時間で平均対象児童が３人」の場合
→３０分延長

合計
　（例２）　「実延長が２時間で平均対象児童が２人」という場合

市町村 →１時間延長の要件を満たすか、又は３０分延長に該当

（注）１　 ⑤は、安心こども基金管理運営要領別添９の２（４）に基づく事業類型について、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」で記入すること。

２　 ⑥は、「自園調理等の事業所」であれば「自」、「その他の事業所」であれば「他」と記入すること。

３　 ⑦は、実施要綱別添６の４の（１）を実施した施設のみ、記入すること。

４　 ⑫は、延長保育時間を含めない、基本開所時間を２４時間表記で記入すること。

５　 ⑬は、延長保育時間を含めた総開所時間を２４時間表記で記入すること。

６　 ⑭は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく延長時間を記入すること。（３０分延長：平均対象児童数１人以上、１時間延長：平均対象児童数６人以上、２時間延長以上：平均対象児童数３人以上となっているか確認すること。）

７　 ⑮は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく平均対象児童数を記入すること。

８　 ⑯は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した延べ利用児童数を記入すること。

９　 ⑰は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した実利用児童数を記入すること。（前延長・後延長両方利用した児童がいる場合でも１人とすること。）

１０　 Ｂは、実施要綱別添６の４の（２）に基づく延長保育事業を実施した施設数を記入すること。

１１　 Ｄは、Ｅ～Ｌの合計と一致させること。

１２　 Ｅ～Ｌは、それぞれの延長時間ごとに、前延長及び後延長の数を足した総数を記入すること。

事業 事業 事業

事業
類型

食事
提供

か所 か所 事業 事業 事業 事業 事業事業

市町村名
延長保育促進事業実施か所数 延長保育事業（加算分）事業数 延長保育推進事業（基本分）

…11時間の開所時間の始期、終期に保育士を加配

延長保育事業（加算分）
…11時間の開所時間の前後に、30分以上の延長保育を実施

うち延長保育推進事業

（基本分）実施か所数

Ｃ

計
うち３０分延長

事業数

Ｅ

円

うち７時間延長

事業数

ＬＤ

うち１時間延長

事業数

Ｆ

うち２時間延長

事業数

Ｇ

うち３時間延長

事業数

Ｈ

うち４時間延長

事業数

Ｉ

うち５時間延長

事業数

Ｊ

うち６時間延長

事業数

Ｋ

合計
か所 円 円 円

人

人
(１１時間)

人
(１１時間)

人
(１１時間)

人
(１１時間)

② ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑰

人

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

(１１時間)

開所時間
（１１時間）

延長を含めた
開所時間
（時間数）

延長時間
（前:前延長　　後:後延長）

平均対象児童数
（前:前延長　　後:後延長）

年間延べ
利用児童数

（前:前延長　　後:後延長）

年間実
利用児童数

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

市町村名 実施施設名
設置
主体

運営
主体

実支出額　（円） 基準額（円）
年間事業月数

延長保育推進事業（基本分） 延長保育事業（加算分） 延長保育推進事業（基本分） 延長保育事業（加算分）

別表３

６．延長保育促進事業

　（２）小規模保育事業

① ③ ④ ⑤ ⑥

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後 人 後 人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人

( 時間） 後  時間 後   人 後   人

時 ～ 時 時 ～ 時 前 時間 前 人 前 人
( 時間） 後 時間 後  人 後  人

６月以上 か所 前 人

６月未満 か所 後 人

＜合計表≪市町村、都道府県（指定都市・中核市）分≫＞
※〔参考〕延長保育促進事業の種類・延長時間区分の考え方

A B

「前延長」「後延長」それぞれ１事業とカウントする。

○３０分延長…３０分以上の延長、かつ平均対象児童数が１人以上

○１時間延長

　…１時間以上の延長、かつ平均対象児童数が６人以上

○２時間以上の延長

　…延長時間を満たし、かつ平均対象児童数が３人以上

　（例１）　「実延長が１時間で平均対象児童が３人」の場合
→３０分延長

合計
　（例２）　「実延長が２時間で平均対象児童が２人」という場合

市町村 →１時間延長の要件を満たすか、又は３０分延長に該当

（注）１　 ⑤は、小規模保育運営支援事業実施要綱に基づく事業類型について、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」で記入すること。

２　 ⑥は、「自園調理等の事業所」であれば「自」、「その他の事業所」であれば「他」と記入すること。

３　 ⑦は、実施要綱別添６の４の（１）を実施した施設のみ、記入すること。

４　 ⑫は、延長保育時間を含めない、基本開所時間を２４時間表記で記入すること。

５　 ⑬は、延長保育時間を含めた総開所時間を２４時間表記で記入すること。

６　 ⑭は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく延長時間を記入すること。（３０分延長：平均対象児童数１人以上、１時間延長：平均対象児童数６人以上、２時間延長以上：平均対象児童数３人以上となっているか確認すること。）

７　 ⑮は、実施要綱別添６の６の（１）に基づく平均対象児童数を記入すること。

８　 ⑯は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した延べ利用児童数を記入すること。

９　 ⑰は、延長時間区分に関わらず１１時間を超えて延長保育を利用した実利用児童数を記入すること。（前延長・後延長両方利用した児童がいる場合でも１人とすること。）

１０　 Ｂは、実施要綱別添６の４の（２）に基づく延長保育事業を実施した施設数を記入すること。

１１　 Ｄは、Ｅ～Ｌの合計と一致させること。

１２　 Ｅ～Ｌは、それぞれの延長時間ごとに、前延長及び後延長の数を足した総数を記入すること。

事業 事業 事業

事業
類型

食事
提供

か所 か所 事業 事業 事業 事業 事業事業

市町村名
延長保育促進事業実施か所数 延長保育事業（加算分）事業数 延長保育推進事業（基本分）

…11時間の開所時間の始期、終期に保育士を加配

延長保育事業（加算分）
…11時間の開所時間の前後に、30分以上の延長保育を実施

うち延長保育推進事業

（基本分）実施か所数

Ｃ

計
うち３０分延長

事業数

Ｅ

円

うち７時間延長

事業数

ＬＤ

うち１時間延長

事業数

Ｆ

うち２時間延長

事業数

Ｇ

うち３時間延長

事業数

Ｈ

うち４時間延長

事業数

Ｉ

うち５時間延長

事業数

Ｊ

うち６時間延長

事業数

Ｋ

合計
か所 円 円 円

人

人
(１１時間)

人
(１１時間)

人
(１１時間)

人
(１１時間)

② ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑰

人

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

(１１時間)

開所時間
（１１時間）

延長を含めた
開所時間
（時間数）

延長時間
（前:前延長　　後:後延長）

平均対象児童数
（前:前延長　　後:後延長）

年間延べ
利用児童数

（前:前延長　　後:後延長）

年間実
利用児童数

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況

都 道 府 県
指 定 都 市
中 核 市

名

市町村名 実施施設名
設置
主体

運営
主体

実支出額　（円） 基準額（円）
年間事業月数

延長保育推進事業（基本分） 延長保育事業（加算分） 延長保育推進事業（基本分） 延長保育事業（加算分）
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改
正

後
改

正
前

別
紙

様
式

４
（

略
）

別
紙

様
式

４
（

略
）
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平
成

２
６

年
度

保
育

対
策

等
促

進
事

業
実

施
要

綱
新

旧
対

照
表

（
案

）

改
正

後
改

正
前

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

平
成

２
０

年
６

月
９

日
平

成
２

０
年

６
月

９
日

雇
児

発
第

0
3
0
4
0
0
5
号

雇
児

発
第

0
3
0
4
0
0
5
号

一
部

改
正

平
成

２
１

年
３

月
４

日
一

部
改

正
平

成
２

１
年

３
月

４
日

雇
児

発
第

0
6
0
3
0
0
2
号

雇
児

発
第

0
6
0
3
0
0
2
号

一
部

改
正

平
成

２
１

年
６

月
３

日
一

部
改

正
平

成
２

１
年

６
月

３
日

雇
児

発
0
4
2
0
第

1
号

雇
児

発
0
4
2
0
第

1
号

一
部

改
正

平
成

２
２

年
４

月
２

０
日

一
部

改
正

平
成

２
２

年
４

月
２

０
日

雇
児

発
1
1
1
2
第

2
号

雇
児

発
1
1
1
2
第

2
号

一
部

改
正

平
成
２
２
年
１
１
月
１
２
日

一
部

改
正

平
成
２
２
年
１
１
月
１
２
日

雇
児

発
0
4
0
1
第

1
3
号

雇
児

発
0
4
0
1
第

1
3
号

一
部

改
正

平
成

２
３

年
４

月
１

日
一

部
改

正
平

成
２

３
年

４
月

１
日

雇
児

発
0
4
0
5
第

1
7
号

雇
児

発
0
4
0
5
第

1
7
号

一
部

改
正

平
成

２
４

年
４

月
５

日
一

部
改

正
平

成
２

４
年

４
月

５
日

雇
児

発
0
5
1
5
第

８
号

雇
児

発
0
5
1
5
第

８
号

一
部

改
正

平
成

２
５

年
５

月
１

５
日

一
部

改
正

平
成

２
５

年
５

月
１

５
日

雇
児

発
1
0
1
8
第

６
号

雇
児

発
1
0
1
8
第

６
号

一
部

改
正

平
成
２
５
年
１
０
月
１
８
日

一
部

改
正

平
成
２
５
年
１
０
月
１
８
日

雇
児

発
※

※
第

※
号

一
部

改
正

平
成
※
※
年
※
※
月
※
※
日

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長
中

核
市

市
長

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

保
育

対
策

等
促

進
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

保
育

対
策

等
促

進
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

、
、

近
年

の
核

家
族

化
の

進
行

、
就

労
形

態
の

多
様

化
等

と
い

っ
た

社
会

的
背

景
に

よ
り

、
近

年
の

核
家

族
化

の
進

行
就

労
形

態
の

多
様

化
等

と
い

っ
た

社
会

的
背

景
に

よ
り

児
童

と
そ

の
家

族
を

取
り

巻
く

環
境

が
大

き
く

変
化

し
て

い
る

中
で

、
保

育
に

つ
い

て
児

童
と

そ
の

家
族

を
取

り
巻

く
環

境
が

大
き

く
変

化
し

て
い

る
中

で
、

保
育

に
つ

い
て

も
多

様
な

ニ
ー

ズ
に

対
応

し
た

サ
ー

ビ
ス

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
も

多
様

な
ニ

ー
ズ

に
対

応
し

た
サ

ー
ビ

ス
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

そ
こ

で
、

子
育

て
に

お
け

る
負

担
の

軽
減

や
仕

事
と

子
育

て
の

両
立

支
援

な
ど

、
安

そ
こ

で
、

子
育

て
に

お
け

る
負

担
の

軽
減

や
仕

事
と

子
育

て
の

両
立

支
援

な
ど

、
安

心
し

て
子

育
て

が
出

来
る

環
境

づ
く

り
を

総
合

的
に

推
進

す
る

た
め

、
保

育
対

策
等

促
心

し
て

子
育

て
が

出
来

る
環

境
づ

く
り

を
総

合
的

に
推

進
す

る
た

め
、

保
育

対
策

等
促

進
事

業
を

次
に

よ
り

実
施

し
、

平
成

２
０

年
４

月
１

日
よ

り
適

用
す

る
こ

と
と

し
た

の
進

事
業

を
次

に
よ

り
実

施
し

、
平

成
２

０
年

４
月

１
日

よ
り

適
用

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
、

本
事

業
の

円
滑

な
実

施
を

図
ら

れ
た

く
通

知
す

る
。

で
、

本
事

業
の

円
滑

な
実

施
を

図
ら

れ
た

く
通

知
す

る
。

あ
わ

せ
て

、
貴

管
内

市
町

村
（

特
別

区
を

含
む

）
に

対
し

て
、

貴
職

よ
り

こ
の

旨
あ

わ
せ

て
、

貴
管

内
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
）

に
対

し
て

、
貴

職
よ

り
こ

の
旨

。
。

周
知

さ
れ

る
よ

う
お

願
い

す
る

。
周

知
さ

れ
る

よ
う

お
願

い
す

る
。

な
お

、
本

通
知

の
施

行
に

伴
い

、
平

成
１

２
年

３
月

２
９

日
児

発
第

２
４

７
号

厚
生

な
お

、
本

通
知

の
施

行
に

伴
い

、
平

成
１

２
年

３
月

２
９

日
児

発
第

２
４

７
号

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

保
育

対
策

等
促

進
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
は

、
平

成
２

０
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

は
、

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日

限
り

で
廃

止
す

る
。

年
３

月
３

１
日

限
り

で
廃

止
す

る
。

資料６
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改
正

後
改

正
前

第
１

～
第

２
（

略
）

第
１

～
第

２
（

略
）

（
別

添
１

）
～

（
別

添
３

）
（

略
）

（
別

添
１

）
～

（
別

添
３

）
（

略
）

（
別

添
４

）
（

別
添

４
）

待
機

児
童

解
消

促
進

等
事

業
実

施
要

綱
待

機
児

童
解

消
促

進
等

事
業

実
施

要
綱

１
家

庭
的

保
育

事
業

１
家

庭
的

保
育

事
業

（
削

除
）

（
１

）
家

庭
的

保
育

①
事

業
の

目
的

希
望

す
る

す
べ

て
の

人
が

安
心

し
て

子
ど

も
を

預
け

、
働

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
保

育
所

か
ら

技
術

的
な

支
援

を
受

け
な

が
ら

、
保

育
士

又
は

研
修

に
よ

り
市

町
村

長
が

認
め

た
者

（
以

下
「

家
庭

的
保

育
者

」
と

い
う

）
。

の
居

宅
等

に
お

い
て

少
人

数
の

乳
幼

児
の

保
育

（
以

下
「

家
庭

的
保

育
」

と
い

う
）

を
実

施
す

る
こ

と
で

、
保

育
サ

ー
ビ

ス
の

供
給

を
増

や
し

、
も

っ
て

待
。

機
児

童
の

解
消

を
図

る
と

と
も

に
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
多

様
な

保
育

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

②
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

）
と

す
る

。
た

だ
。

し
、

ア
保

育
所

若
し

く
は

児
童

福
祉

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

１
６

４
号

（
以

）
下

「
法

」
と

い
う

）
に

基
づ

く
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
。

る
基

準
（

昭
和

２
３

年
厚

生
省

令
第

６
３

号
）

第
３

２
条

か
ら

第
３

６
条

ま
（

「
」

。
）

で
に

規
定

す
る

基
準

以
下

本
事

業
に

お
い

て
設

備
運

営
基

準
と

い
う

を
満

た
す

認
可

外
保

育
施

設
（

実
施

保
育

所
」

と
い

う
）

を
経

営
す

る
者

「
。

イ
家

庭
的

保
育

者
又

は
ア

以
外

の
家

庭
的

保
育

者
を

雇
用

す
る

特
定

非
営

利
活

動
法

人
（

以
下

「
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

」
と

い
う

）
等

。
に

委
託

す
る

も
の

と
す

る
。

③
事

業
類

型
本

事
業

の
対

象
と

な
る

事
業

類
型

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
ア

保
育

所
実

施
型

保
育

家
庭

的
保

育
者

が
、

当
該

家
庭

的
保

育
者

を
雇

用
す

る
実

施
保

育
所

の
支

援
を

受
け

な
が

ら
、

必
要

に
応

じ
育

児
・

保
育

に
関

す
る

技
術

的
な

支
援

等
を

行
う

者
（

以
下

「
家

庭
的

保
育

支
援

者
」

と
い

う
）

の
支

援
を

受
け

、
。

就
学

前
児

童
を

保
育

す
る

事
業

イ
個

人
実

施
型

保
育

家
庭

的
保

育
者

が
、

育
児

・
保

育
に

関
す

る
技

術
的

な
支

援
等

を
行

う
保

育
所

等
（

⑥
連

携
保

育
所

お
よ

び
実

施
保

育
所

の
役

割
」

に
定

め
る

支
援

「
又

は
業

務
を

行
う

保
育

所
、

幼
稚

園
及

び
設

備
運

営
基

準
を

満
た

す
認

可
外

保
育

施
設

。
幼

稚
園

で
行

う
場

合
は

、
１

日
８

時
間

以
上

の
相

談
・

指
導

や
代

替
保

育
施

設
と

し
て

の
機

能
の

確
保

（
代

替
保

育
を

行
う

た
め

の
部

屋
、

保
育

士
の

確
保

）
を

条
件

と
す

る
。

以
下

「
連

携
保

育
所

」
と

い
う

）
の

。
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支
援

を
受

け
な

が
ら

、
必

要
に

応
じ

家
庭

的
保

育
支

援
者

の
支

援
を

受
け

、
就

学
前

児
童

を
保

育
す

る
事

業
た

だ
し

、
連

携
保

育
所

を
確

保
で

き
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

、
市

町
村

自
ら

が
⑥

に
定

め
る

家
庭

的
保

育
者

に
対

す
る

支
援

体
制

を
図

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
本

事
業

の
対

象
と

す
る

。
④

対
象

児
童

本
事

業
の

対
象

と
な

る
児

童
は

、
法

第
２

４
条

の
規

定
に

基
づ

く
保

育
の

実
施

の
対

象
と

な
る

就
学

前
児

童
と

す
る

。
た

だ
し

、
家

庭
的

保
育

者
又

は
家

庭
的

保
育

者
を

補
助

す
る

者
（

以
下

「
補

助
者

」
と

い
う

）
と

三
親

等
以

内
の

。
親

族
関

係
に

あ
る

乳
幼

児
を

除
く

。

⑤
実

施
要

件
ア

本
事

業
の

実
施

に
お

い
て

は
、

児
童

福
祉

法
施

行
規

則
（

昭
和

２
３

年
厚

生
省

令
第

１
１

号
（

以
下

「
規

則
」

と
い

う
）

第
３

６
条

の
３

８
に

定
め

）
。

る
基

準
を

遵
守

す
る

こ
と

。 、
、

イ
実

施
場

所
に

つ
い

て
は

家
庭

的
保

育
者

の
居

宅
又

は
賃

貸
ア

パ
ー

ト
等

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

す
も

の
と

し
て

、
市

町
村

が
適

当
と

認
め

た
場

所
と

す
る

こ
と

。
ａ

乳
幼

児
の

保
育

を
行

う
保

育
時

間
中

の
専

用
の

部
屋

を
有

す
る

こ
と

。
ｂ

乳
幼

児
の

保
育

を
行

う
部

屋
は

、
そ

の
面

積
が

９
．

９
平

方
メ

ー
ト

ル
、

。
、

以
上

で
あ

っ
て

採
光

及
び

換
気

の
状

況
が

良
好

で
あ

る
こ

と
た

だ
し

３
人

を
超

え
て

保
育

す
る

場
合

に
は

、
３

人
を

超
え

る
乳

幼
児

１
人

に
つ

き
、

３
．

３
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
を

加
算

し
た

面
積

以
上

で
あ

る
こ

と
。

ｃ
衛

生
的

な
調

理
設

備
を

有
す

る
こ

と
。

ｄ
事

業
実

施
場

所
の

敷
地

内
に

幼
児

の
遊

戯
等

に
適

す
る

広
さ

の
庭

（
こ

れ
に

代
わ

る
べ

き
付

近
に

あ
る

公
園

等
の

場
所

を
含

む
）

を
有

す
る

こ
。

と
。

ウ
家

庭
的

保
育

者
の

要
件

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

ａ
「

家
庭

的
保

育
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

（
平

成
２

１
年

１
０

月
３

０
」

日
雇

児
発

1
0
3
0
第

２
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
に

お
け

る
「

家
庭

的
保

育
事

業
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
（

以
下

「
ガ

イ
ド

ラ
イ

」
ン

」
と

い
う

「
第

６
家

庭
的

保
育

者
等

に
つ

い
て

」
の

「
１

家
庭

。
）

的
保

育
者

等
の

要
件

」
に

定
め

る
家

庭
的

保
育

者
ｂ

家
庭

的
保

育
者

自
身

が
介

護
を

行
う

こ
と

を
必

要
と

す
る

同
居

親
族

等
が

い
な

い
こ

と
。

エ
補

助
者

の
要

件
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
ａ

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
定

め
る

基
礎

研
修

を
修

了
し

た
者

ｂ
心

身
と

も
に

健
全

で
あ

る
こ

と
。

ｃ
乳

幼
児

の
保

育
に

つ
い

て
の

理
解

及
び

熱
意

並
び

に
乳

幼
児

に
対

す
る

豊
か

な
愛

情
を

有
し

て
い

る
こ

と
。

ｄ
乳

幼
児

の
保

育
に

専
念

で
き

る
こ

と
。

ｅ
乳

幼
児

の
保

育
に

関
し

虐
待

等
の

問
題

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
。

オ
家

庭
的

保
育

支
援

者
の

要
件

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

ａ
保

育
士

で
あ

り
、

１
０

年
以

上
の

保
育

所
に

お
け

る
勤

務
又

は
家

庭
的

保
育

の
経

験
を

有
す

る
者
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ｂ
心

身
と

も
に

健
全

で
あ

る
こ

と
。

ｃ
乳

幼
児

の
保

育
に

つ
い

て
の

理
解

及
び

熱
意

並
び

に
乳

幼
児

に
対

す
る

豊
か

な
愛

情
を

有
し

て
い

る
こ

と
。

ｄ
乳

幼
児

の
保

育
に

関
し

虐
待

等
の

問
題

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
。

カ
家

庭
的

保
育

者
が

一
人

で
保

育
を

す
る

と
き

は
、

保
育

す
る

乳
幼

児
の

数
は

３
人

以
下

で
あ

る
こ

と
。

補
助

者
と

と
も

に
２

人
以

上
で

保
育

す
る

場
合

に
は

５
人

以
下

と
す

る
こ

と
（

家
庭

的
保

育
者

自
身

に
、

養
育

す
る

三
親

。
等

以
内

の
親

族
関

係
に

あ
る

就
学

前
児

童
が

い
る

場
合

は
、

当
該

児
童

も
含

め
て

３
人

以
下

、
補

助
者

と
と

も
に

保
育

す
る

場
合

は
５

人
以

下
と

す
る

こ
（

。
）
。
）

と
当

該
児

童
が

保
育

所
等

に
お

い
て

保
育

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

キ
補

助
者

は
、

家
庭

的
保

育
者

の
指

示
を

受
け

て
保

育
に

従
事

す
る

こ
と

と
し

、
３

人
を

超
え

る
乳

幼
児

を
保

育
す

る
時

間
帯

は
常

時
配

置
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
ク

個
人

実
施

型
の

家
庭

的
保

育
者

は
、

市
町

村
と

委
託

契
約

等
を

締
結

し
た

連
携

保
育

所
又

は
市

町
村

か
ら

育
児

・
保

育
に

関
す

る
技

術
的

な
支

援
を

受
け

る
こ

と
。

ケ
家

庭
的

保
育

支
援

者
に

つ
い

て
は

、
専

任
の

者
を

、
原

則
と

し
て

連
携

保
育

所
に

配
置

す
る

こ
と

。
コ

家
庭

的
保

育
支

援
者

の
配

置
に

つ
い

て
は

、
家

庭
的

保
育

者
３

人
か

ら
１

５
人

に
対

し
１

人
の

配
置

を
標

準
と

す
る

こ
と

。
サ

賠
償

責
任

保
険

に
加

入
す

る
こ

と
。

シ
保

育
内

容
は

、
保

育
所

保
育

指
針

（
平

成
２

０
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

１
４

１
号

）
に

準
拠

す
る

と
と

も
に

、
保

育
所

保
育

と
異

な
る

家
庭

的
保

育
独

自
の

保
育

内
容

に
留

意
し

て
保

育
を

行
う

こ
と

。
ス

家
庭

的
保

育
者

は
、

乳
幼

児
の

発
達

過
程

に
応

じ
た

「
保

育
の

計
画

」
及

び
「

一
日

の
保

育
内

容
」

を
作

成
し

保
育

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

セ
家

庭
的

保
育

者
は

、
乳

幼
児

の
保

育
の

状
況

に
関

す
る

記
録

を
整

備
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
記

録
に

基
づ

き
、

自
ら

実
践

を
振

り
返

り
、

さ
ら

な
る

保
育

内
容

の
向

上
に

努
め

る
こ

と
。

⑥
連

携
保

育
所

及
び

実
施

保
育

所
の

役
割

連
携

保
育

所
及

び
実

施
保

育
所

は
、

次
の

支
援

又
は

業
務

を
行

う
も

の
と

す
る

。
ア

乳
幼

児
の

育
児

・
保

育
に

関
す

る
相

談
・

指
導

に
つ

い
て

知
識

及
び

経
験

を
有

す
る

と
と

も
に

、
児

童
福

祉
施

策
に

つ
い

て
知

識
を

有
し

て
い

る
保

育
士

等
（

以
下

「
担

当
者

」
と

い
う

）
を

配
置

し
、

緊
急

時
に

お
い

て
も

相
。

談
・

連
絡

を
受

け
る

体
制

を
整

備
す

る
な

ど
家

庭
的

保
育

者
を

支
援

す
る

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
。

ま
た

、
担

当
者

は
各

種
研

修
等

に
積

極
的

に
参

加
し

、
相

談
・

指
導

技
術

の
向

上
に

努
め

る
こ

と
。

な
お

、
家

庭
的

保
育

支
援

者
を

配
置

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

担
当

者
を

配
置

し
な

い
こ

と
も

で
き

る
が

、
そ

の
場

合
で

あ
っ

て
も

家
庭

的
保

育
者

及
び

家
庭

的
保

育
支

援
者

へ
の

支
援

が
で

き
る

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
。

イ
家

庭
的

保
育

の
申

込
み

を
代

行
す

る
場

合
に

は
、

市
町

村
に

よ
り

保
育

に
欠

け
る

認
定

を
受

け
た

乳
幼

児
の

保
護

者
に

対
し

て
、

家
庭

的
保

育
者

の
斡

旋
又

は
紹

介
を

行
う

こ
と

。
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ウ
乳

幼
児

の
保

育
上

支
障

の
な

い
範

囲
で

、
家

庭
的

保
育

者
に

代
わ

り
、

延
長

保
育

を
実

施
で

き
る

も
の

と
す

る
。

そ
の

場
合

は
、

必
要

に
応

じ
て

担
当

者
が

連
携

保
育

所
又

は
実

施
保

育
所

ま
で

利
用

児
童

の
送

迎
を

行
う

こ
と

。
な

お
、

家
庭

的
保

育
支

援
者

を
配

置
し

て
い

る
場

合
は

、
家

庭
的

保
育

支
援

者
が

送
迎

を
行

う
こ

と
も

で
き

る
こ

と
。

エ
家

庭
的

保
育

の
実

施
場

所
を

訪
問

等
す

る
こ

と
に

よ
り

、
保

育
の

状
況

把
握

に
努

め
る

と
と

も
に

、
家

庭
的

保
育

者
の

相
談

に
応

じ
、

必
要

な
指

導
・

援
助

を
行

う
こ

と
。

オ
家

庭
的

保
育

者
が

保
育

す
る

乳
幼

児
を

定
期

的
に

連
携

保
育

所
又

は
実

施
保

育
所

に
招

い
た

り
、

乳
幼

児
の

健
康

診
断

を
連

携
保

育
所

又
は

実
施

保
育

所
の

入
所

児
童

と
共

に
行

う
な

ど
の

連
携

を
図

る
と

と
も

に
、

家
庭

的
保

育
者

に
対

し
、

連
携

保
育

所
又

は
実

施
保

育
所

や
地

域
の

行
事

に
関

す
る

情
報

を
提

供
し

、
当

該
行

事
に

参
加

す
る

よ
う

勧
め

る
こ

と
。

カ
家

庭
的

保
育

者
が

休
暇

等
を

取
得

す
る

こ
と

に
よ

り
、

家
庭

的
保

育
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
は

、
当

該
家

庭
的

保
育

者
に

代
わ

っ
て

乳
幼

児
の

保
育

を
行

う
こ

と
。

キ
家

庭
的

保
育

者
及

び
補

助
者

へ
の

支
援

に
当

た
っ

て
は

、
家

庭
的

保
育

支
援

者
と

十
分

に
連

携
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
、

家
庭

的
保

育
支

援
者

へ
の

支
援

も
行

う
こ

と
。

⑦
家

庭
的

保
育

支
援

者
の

役
割

家
庭

的
保

育
支

援
者

は
、

主
に

⑥
の

ウ
、

エ
及

び
カ

の
支

援
を

行
う

も
の

と
し

、
そ

の
際

は
円

滑
な

事
業

実
施

が
図

れ
る

よ
う

連
携

保
育

所
又

は
実

施
保

育
所

と
十

分
に

連
携

す
る

こ
と

。
な

お
、

家
庭

的
保

育
支

援
者

は
、

各
種

研
修

等
に

積
極

的
に

参
加

し
、

相
談

・
指

導
を

行
う

た
め

に
必

要
な

知
識

の
向

上
、

技
術

の
習

得
に

努
め

る
こ

と
。

⑧
留

意
事

項
ア

本
事

業
に

従
事

す
る

者
（

家
庭

的
保

育
者

、
補

助
者

、
家

庭
的

保
育

支
援

者
、

担
当

者
等

）
は

、
業

務
を

行
う

に
当

た
っ

て
知

り
得

た
個

人
情

報
に

つ
い

て
、

業
務

遂
行

以
外

に
用

い
て

は
な

ら
な

い
こ

と
。

イ
家

庭
的

保
育

者
、

家
庭

的
保

育
支

援
者

、
連

携
保

育
所

及
び

実
施

保
育

所
が

保
護

者
と

の
間

で
金

銭
の

接
受

が
あ

っ
た

場
合

は
、

関
係

法
令

を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

必
要

な
帳

簿
を

整
備

す
る

こ
と

。
ウ

家
庭

的
保

育
者

の
居

宅
等

に
お

け
る

保
育

の
状

況
を

把
握

す
る

た
め

、
家

庭
的

保
育

支
援

者
等

を
少

な
く

と
も

３
か

月
に

１
回

以
上

、
さ

ら
に

、
家

庭
的

保
育

者
の

状
況

に
応

じ
て

、
必

要
な

都
度

、
訪

問
さ

せ
る

こ
と

。
エ

個
人

実
施

型
保

育
に

あ
っ

て
は

、
家

庭
的

保
育

者
と

連
携

保
育

所
が

一
体

的
に

事
業

を
実

施
す

る
も

の
で

あ
る

か
ら

、
単

に
家

庭
的

保
育

者
の

居
宅

に
お

い
て

少
人

数
の

乳
幼

児
を

保
育

す
る

の
み

の
事

業
は

対
象

と
な

ら
な

い
こ

と
。

オ
母

子
家

庭
の

母
が

家
庭

的
保

育
者

の
要

件
を

満
た

す
場

合
は

、
そ

の
積

極
的

な
活

用
に

努
め

る
こ

と
。

カ
利

用
者

か
ら

の
苦

情
等

に
関

す
る

相
談

窓
口

を
設

置
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

連
絡

先
に

つ
い

て
周

知
す

る
こ

と
。
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キ
事

故
防

止
の

た
め

の
対

応
策

を
事

前
に

定
め

る
と

と
も

に
、

家
庭

的
保

育
の

状
況

に
懸

念
さ

れ
る

点
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

状
況

報
告

の
徴

収
や

実
地

指
導

を
行

う
な

ど
重

点
的

な
支

援
を

行
う

こ
と

。
（

２
）

事
業

の
実

施
手

続
①

市
町

村
の

長
及

び
特

別
区

の
長

は
、

毎
年

度
、

事
業

を
実

施
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

実
施

保
育

所
等

に
つ

い
て

都
道

府
県

知
事

に
十

分
協

議
す

る
こ

と
。

②
こ

の
実

施
要

綱
の

要
件

に
適

合
す

る
保

育
所

等
で

あ
る

旨
の

必
要

な
書

類
を

整
備

し
て

お
く

こ
と

。
（

３
）

費
用

①
国

は
次

の
事

業
に

対
し

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
も

の
と

す
る

。
ア

市
町

村
が

実
施

す
る

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
イ

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

実
施

す
る

事
業

②
（

１
）

の
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

の
一

部
を

保
護

者
負

担
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
認

可
化

移
行

促
進

事
業

２
認

可
化

移
行

促
進

事
業

（
削

除
）

（
１

）
事

業
の

目
的

希
望

す
る

す
べ

て
の

人
が

安
心

し
て

子
ど

も
を

保
育

所
に

預
け

、
働

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
待

機
児

童
の

解
消

が
喫

緊
の

課
題

と
な

っ
て

い
る

。
こ

う
し

た
課

題
に

対
応

す
る

た
め

、
認

可
外

保
育

施
設

に
対

し
て

認
可

保
育

所
へ

移
行

す
る

た
め

に
必

要
な

支
援

・
指

導
を

行
い

、
認

可
保

育
所

へ
移

行
で

き
る

よ
う

支
援

す
る

こ
と

で
、

保
育

サ
ー

ビ
ス

の
供

給
を

増
や

し
、

も
っ

て
待

機
児

童
の

解
消

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
２

）
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

と
す

る
。

た
だ

し
、

本
事

業
を

保
育

所
を

経
営

す
る

者
に

委
託

で
き

る
も

の
と

す
る

。
（

３
）

実
施

要
件

①
市

町
村

は
、

本
事

業
の

実
施

に
際

し
、

地
域

の
保

育
資

源
と

し
て

認
可

保
育

所
に

移
行

す
べ

き
認

可
外

保
育

施
設

を
認

定
し

、
都

道
府

県
知

事
と

十
分

に
協

議
の

う
え

、
当

該
認

可
外

保
育

施
設

と
共

に
認

可
化

移
行

計
画

を
策

定
す

る
こ

と
。

②
本

事
業

の
対

象
と

な
る

認
可

外
保

育
施

設
は

、
市

町
村

が
地

域
の

保
育

資
源

と
し

て
認

可
保

育
所

に
移

行
す

べ
き

と
認

定
し

た
施

設
で

あ
っ

て
、

次
の

要
件

を
す

べ
て

満
た

す
施

設
と

す
る

。
ア

法
第

２
４

条
の

規
定

に
基

づ
く

保
育

の
実

施
の

対
象

と
な

る
就

学
前

児
童

が
多

く
存

在
す

る
地

域
に

所
在

し
て

い
る

施
設

で
あ

る
こ

と
。

イ
認

可
保

育
所

へ
の

移
行

に
つ

い
て

、
意

欲
の

あ
る

施
設

で
あ

る
こ

と
。

ウ
設

備
基

準
や

職
員

配
置

基
準

に
つ

い
て

、
設

備
運

営
基

準
に

定
め

る
保

育
所

の
基

準
を

概
ね

満
た

し
て

お
り

、
都

道
府

県
等

が
実

施
す

る
立

入
調

査
に

お
い

て
指

摘
事

項
が

な
い

な
ど

、
運

営
や

保
育

内
容

に
つ

い
て

一
定

の
水

準
を

確
保

し
て

い
る

施
設

で
あ

る
こ

と
。

エ
本

事
業

及
び

本
通

知
の

別
添

５
「

保
育

環
境

改
善

等
事

業
実

施
要

綱
」

に
（

「
」

基
づ

く
認

可
化

移
行

環
境

改
善

事
業

以
下

認
可

化
移

行
環

境
改

善
事

業
と

い
う

）
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

認
可

保
育

所
へ

の
移

行
が

可
能

な
。
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施
設

で
あ

る
こ

と
。

オ
市

町
村

が
策

定
す

る
認

可
化

移
行

計
画

に
協

力
的

な
施

設
で

あ
る

こ
と

。
③

認
可

保
育

所
へ

の
移

行
に

必
要

な
支

援
・

指
導

と
は

、
次

に
掲

げ
る

内
容

を
い

う
。

ア
保

育
の

内
容

に
つ

い
て

の
支

援
・

指
導

・
確

認
保

育
所

保
育

指
針

の
理

解
な

ど
、

保
育

士
に

よ
る

保
育

の
内

容
に

つ
い

て
の

助
言

指
導

イ
施

設
運

営
に

つ
い

て
の

支
援

・
指

導
・

確
認

専
門

家
に

よ
る

帳
簿

の
管

理
、

人
事

管
理

、
会

計
処

理
等

に
つ

い
て

の
助

言
指

導
ウ

児
童

の
健

康
管

理
に

つ
い

て
の

支
援

・
指

導
・

確
認

健
康

診
断

の
実

施
に

関
す

る
助

言
指

導
や

保
健

師
等

に
よ

る
相

談
指

導
の

実
施

エ
献

立
表

の
作

成
や

食
事

内
容

に
つ

い
て

の
支

援
・

指
導

・
確

認
栄

養
士

に
よ

る
栄

養
所

要
量

を
踏

ま
え

た
献

立
表

や
食

事
内

容
に

つ
い

て
の

助
言

指
導

オ
関

係
法

令
遵

守
の

た
め

の
支

援
・

指
導

・
確

認
用

途
変

更
手

続
き

が
必

要
な

場
合

の
専

門
家

の
助

言
指

導
や

耐
震

診
断

の
実

施
カ

そ
の

他
認

可
保

育
所

へ
移

行
す

る
た

め
に

必
要

な
支

援
・

指
導

・
確

認
④

市
町

村
は

、
次

の
事

項
を

定
め

た
認

可
化

移
行

計
画

を
策

定
す

る
も

の
と

す
る

。
ア

目
標

年
次

イ
認

可
さ

れ
る

た
め

に
取

り
組

む
べ

き
課

題
ウ

イ
の

課
題

に
対

す
る

毎
年

度
の

具
体

的
な

活
動

計
画

エ
認

可
保

育
所

へ
移

行
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
及

び
そ

の
活

用
方

法
⑤

留
意

事
項

ア
認

可
化

移
行

計
画

の
期

間
は

最
長

３
年

と
し

、
認

可
化

移
行

計
画

の
期

間
が

年
度

を
ま

た
が

る
場

合
に

は
、

前
年

度
の

活
動

計
画

の
達

成
状

況
及

び
本

事
業

に
か

か
る

経
費

の
活

用
実

績
を

検
証

す
る

こ
と

。
ま

た
、

前
年

度
の

活
動

計
画

の
達

成
が

著
し

く
遅

れ
て

お
り

、
事

業
実

施
主

体
で

あ
る

市
町

村
が

、
次

年
度

以
降

に
継

続
し

て
本

事
業

を
実

施
し

て
も

認
可

保
育

所
に

移
行

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
た

場
合

、
ま

た
は

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

り
事

業
の

継
続

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

速
や

か
に

本
事

業
を

中
止

す
る

こ
と

。 、
、

イ
認

可
化

移
行

計
画

に
基

づ
き

認
可

保
育

所
へ

の
移

行
を

図
る

た
め

に
は

年
度

ご
と

の
活

動
計

画
が

着
実

に
達

成
さ

れ
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

た
め

、
前

年
度

の
活

動
状

況
に

対
す

る
分

析
を

行
い

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
行

う
必

要
が

あ
る

こ
と

。
ウ

本
事

業
は

、
認

可
化

移
行

計
画

に
基

づ
き

、
市

町
村

が
雇

い
上

げ
た

保
育

士
に

よ
る

保
育

内
容

等
に

つ
い

て
の

助
言

指
導

の
ほ

か
、

認
可

保
育

所
へ

の
移

行
に

必
要

な
諸

準
備

の
た

め
の

支
援

・
指

導
を

行
う

も
の

で
あ

る
が

、
本

事
業

を
実

施
す

る
の

に
適

当
と

認
め

た
認

可
保

育
所

に
委

託
す

る
こ

と
も

差
し

支
え

な
い

こ
と

。
エ

本
事

業
は

、
認

可
化

移
行

環
境

改
善

事
業

と
併

せ
て

実
施

で
き

る
も

の
と
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す
る

。
（

４
）

事
業

の
実

施
手

続
①

市
町

村
の

長
及

び
特

別
区

の
長

は
、

毎
年

度
、

事
業

を
実

施
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

実
施

保
育

所
等

に
つ

い
て

都
道

府
県

知
事

に
十

分
協

議
す

る
こ

と
。

②
こ

の
実

施
要

綱
の

要
件

に
適

合
す

る
認

可
外

保
育

施
設

等
で

あ
る

旨
の

必
要

な
書

類
を

整
備

し
て

お
く

こ
と

。
（

５
）

費
用

国
は

次
の

事
業

に
対

し
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

補
助

す
る

も
の

と
す

る
。

①
市

町
村

が
実

施
す

る
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
る

事
業

②
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
実

施
す

る
事

業
（

６
）

補
助

金
の

返
還

本
事

業
終

了
時

に
お

い
て

、
認

可
外

保
育

施
設

が
認

可
保

育
所

へ
移

行
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

、
実

施
主

体
の

責
め

に
帰

す
べ

き
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
国

庫
補

助
金

を
返

還
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

１
保

育
所

分
園

推
進

事
業

３
保

育
所

分
園

推
進

事
業

（
略

）
（

略
）

２
認

可
外

保
育

施
設

の
衛

生
・

安
全

対
策

事
業

４
認

可
外

保
育

施
設

の
衛

生
・

安
全

対
策

事
業

（
略

）
（

略
）

（
別

添
５

）
（

略
）

（
別

添
５

）
（

略
）

（
別

添
６

）
（

別
添

６
）

延
長

保
育

促
進

事
業

実
施

要
綱

延
長

保
育

促
進

事
業

実
施

要
綱

１
事

業
の

目
的

１
事

業
の

目
的

就
労

形
態

の
多

様
化

等
に

伴
う

延
長

保
育

の
需

要
に

対
応

す
る

た
め

、
児

童
福

祉
就

労
形

態
の

多
様

化
等

に
伴

う
延

長
保

育
の

需
要

に
対

応
す

る
た

め
、

児
童

福
祉

法
第

３
９

条
に

規
定

す
る

、
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

）
以

外
の

者
法

第
３

９
条

に
規

定
す

る
、

市
町

村
（

特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
）

以
外

の
者

。
。

の
設

置
す

る
保

育
所

(
以

下
「

民
間

保
育

所
」

と
い

う
。

)
又

は
「

小
規

模
保

育
運

の
設

置
す

る
保

育
所

(
以

下
「

民
間

保
育

所
」

と
い

う
。

)
又

は
「

平
成

２
０

年
度

、
、

営
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

（
平

成
※

※
年

※
月

※
日

雇
児

発
※

※
第

※
号

、
子

育
て

支
援

対
策

臨
時

特
例

交
付

金
（

安
心

こ
ど

も
基

金
）

の
運

営
に

つ
い

て
（

平
」

」
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）

の
別

紙
「

小
規

模
保

育
運

営
支

援
成

２
１

年
３

月
５

日
2
0
文

科
初

第
1
2
7
9
号

、
雇

児
発

第
0
3
0
5
0
0
5
号

文
部

科
学

省
初

等
事

業
実

施
要

綱
（

以
下

「
小

規
模

保
育

事
業

実
施

要
綱

」
と

い
う

）
に

規
定

す
中

等
教

育
局

長
、

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
の

別
紙

「
安

心
」

、
。

る
小

規
模

保
育

運
営

支
援

事
業

（
以

下
「

小
規

模
保

育
事

業
」

と
い

う
）

に
お

こ
ど

も
基

金
管

理
運

営
要

領
（

以
下

「
運

営
要

領
」

と
い

う
）

別
添

９
の

２
に

、
。

」
、

。
い

て
、

開
所

時
間

を
超

え
た

保
育

を
取

り
組

む
場

合
に

補
助

を
行

う
こ

と
で

安
心

し
規

定
す

る
小

規
模

保
育

運
営

支
援

事
業

（
以

下
「

小
規

模
保

育
事

業
」

と
い

う
）

、
。

て
子

育
て

が
で

き
る

環
境

を
整

備
し

、
も

っ
て

児
童

の
福

祉
の

向
上

を
図

る
こ

と
を

に
お

い
て

、
開

所
時

間
を

超
え

た
保

育
を

取
り

組
む

場
合

に
補

助
を

行
う

こ
と

で
安

目
的

と
す

る
。

心
し

て
子

育
て

が
で

き
る

環
境

を
整

備
し

、
も

っ
て

児
童

の
福

祉
の

向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
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２
～

４
（

略
）

２
～

４
（

略
）

５
実

施
要

件
５

実
施

要
件

（
１

）
延

長
保

育
推

進
事

業
（

基
本

分
）

（
１

）
延

長
保

育
推

進
事

業
（

基
本

分
）

①
民

間
保

育
所

①
民

間
保

育
所

１
１

時
間

の
開

所
時

間
内

に
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

１
１

時
間

の
開

所
時

間
内

に
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
昭

和
２

３
年

厚
生

省
令

第
６

３
号

）
第

３
３

条
第

２
項

及
び

そ
の

他
の

補
助

金
（

昭
和

２
３

年
厚

生
省

令
第

６
３

号
）

第
３

３
条

第
２

項
及

び
そ

の
他

の
補

助
金

等
の

配
置

す
る

保
育

士
の

ほ
か

、
保

育
士

を
１

名
以

上
加

配
す

る
こ

と
。

等
の

配
置

す
る

保
育

士
の

ほ
か

、
保

育
士

を
１

名
以

上
加

配
す

る
こ

と
。

②
小

規
模

保
育

事
業

（
Ａ

型
）

②
小

規
模

保
育

事
業

（
Ａ

型
）

１
１

時
間

の
開

所
時

間
内

に
小

規
模

保
育

運
営

支
援

事
業

実
施

要
綱

の
※

※
※

及
１

１
時

間
の

開
所

時
間

内
に

運
営

要
領

別
添

９
の

２
の

２
（

４
）

①
（

エ
）

及
び

そ
の

他
の

補
助

金
等

の
配

置
す

る
保

育
士

の
ほ

か
、

保
育

士
を

１
名

以
上

加
配

び
そ

の
他

の
補

助
金

等
の

配
置

す
る

保
育

士
の

ほ
か

、
保

育
士

を
１

名
以

上
加

配
す

る
こ

と
。

す
る

こ
と

。
③

小
規

模
保

育
事

業
（

Ｂ
型

）
③

小
規

模
保

育
事

業
（

Ｂ
型

）
１

１
時

間
の

開
所

時
間

内
に

小
規

模
保

育
運

営
支

援
事

業
実

施
要

綱
の

※
※

※
及

１
１

時
間

の
開

所
時

間
内

に
運

営
要

領
別

添
９

の
２

の
２

（
４

）
②

（
ア

）
及

び
そ

の
他

の
補

助
金

等
の

配
置

す
る

保
育

士
そ

の
他

の
保

育
従

事
者

の
ほ

か
、

保
び

そ
の

他
の

補
助

金
等

の
配

置
す

る
保

育
士

そ
の

他
の

保
育

従
事

者
の

ほ
か

、
保

育
士

そ
の

他
の

保
育

従
事

者
を

１
名

以
上

加
配

す
る

こ
と

。
育

士
そ

の
他

の
保

育
従

事
者

を
１

名
以

上
加

配
す

る
こ

と
。

④
小

規
模

保
育

事
業

（
Ｃ

型
）

④
小

規
模

保
育

事
業

（
Ｃ

型
）

１
１

時
間

の
開

所
時

間
内

に
小

規
模

保
育

運
営

支
援

事
業

実
施

要
綱

の
※

※
※

及
１

１
時

間
の

開
所

時
間

内
に

運
営

要
領

別
添

９
の

２
の

２
（

４
）

③
（

ウ
）

及
び

そ
の

他
の

補
助

金
等

の
配

置
す

る
家

庭
的

保
育

者
又

は
家

庭
的

保
育

補
助

者
の

び
そ

の
他

の
補

助
金

等
の

配
置

す
る

家
庭

的
保

育
者

又
は

家
庭

的
保

育
補

助
者

の
ほ

か
、

家
庭

的
保

育
者

又
は

家
庭

的
保

育
補

助
者

を
１

名
以

上
加

配
す

る
こ

と
。

ほ
か

、
家

庭
的

保
育

者
又

は
家

庭
的

保
育

補
助

者
を

１
名

以
上

加
配

す
る

こ
と

。

（
２

）
（

略
）

（
２

）
（

略
）

６
～

８
（

略
）

６
～

８
（

略
）

別
紙

１
～

別
紙

３
（

略
）

別
紙

１
～

別
紙

３
（

略
）
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